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はじめに

2019（令和元）年12月、中国・武漢市から感染が拡大し、全世界でパンデミックを引き起

こした「新型コロナウイルス感染症」は、私たち現代人が経験をしたことのない未曽有

の事態をもたらしました。

我が国においても、緊急事態宣言の発出や学校の一斉休業、多様な業種・施設への休

業要請、飲食店への時短営業要請など、人流抑制をはじめとする様々な感染拡大防止

策が講じられ、人々の日常生活・事業活動など、地域経済社会に甚大な影響を及ぼしま

した。

区では、区民の皆様の安心・安全を守ることを第一に、医療提供体制の確保、ワクチン

接種などの感染拡大防止策を実施するとともに、社会経済活動の維持・継続の両立を

図るため、全庁を挙げてコロナ対策・対応に、最優先に取り組んでまいりました。

これらの取組を迅速かつ着実に実施し、かつてない困難を乗り越えることができました

のも、区民の皆様、事業者の皆様、医療機関の皆様をはじめとする関係者の皆様のご

理解・ご協力とご尽力、区と両輪となってコロナ対策に取り組んでいただきました区議会

の皆様のお力添えの賜物であり、心より感謝を申し上げます。

本誌は、区の新型コロナ対策を指揮する「健康危機管理対策本部」を立上げた2020
（令和２）年1月31日から、5類感染症へ移行された2023（令和5）年5月8日までの約3年3か

月、1193日に及ぶ区の対策・対応のまとめであり、今後発生し得る新たな感染症や、危

機状況への備えとすることを目的に作成したものです。

コロナ禍を通じて得た経験・知見をもとに、さらなる安心・安全なまちづくりを推進する

とともに、DX（デジタルトランスフォーメーション）や働き方改革などをはじめ、コロナ禍を契

機に進展した取組の発展など、困難な状況に打ち克った強い気持ち・チャレンジ精神を

持って、住みたい・住み続けたいと感じていただける、魅力ある、持続可能なまちづくり

の実現に取り組んでまいります。

	 板橋区長



第1波

2020年4月～5月

第2波

2020年7月～8月

第3波	

2020年11月～2021年3月

第4波	

2021年4月～6月

第5波

2021年
7月～10月

第6波

2022年1月～5月

第7波

2022年6月～9月

第8波

2022年10月～2023年1月

本誌について

本誌では、2020（令和２）年1月31日から2023（令和5）年5月8日までの約3年3
か月、1193日間を下記の4期間に分け、東京都板橋区における新型コロナウ
イルス感染症※対策について取りまとめました。区公式ホームページに掲載
した「新型コロナウイルス感染症対応デジタルアーカイブ」の情報を中心に、
各担当課での記録、また国や東京都の発表、各種報道などの情報も織り交
ぜて構成しています。また、感染状況を示す「第1〜8波」の期間は「新型コロ
ナウイルス感染症に係る東京都の取組」（東京都、2023年6月2日改訂版）を参照
しました。
※本誌では原則、「新型コロナ」と記載（ウイルス名の正確な表記が必要な場合は「新型コロナウイルス」、感染症名として
表記する場合は「新型コロナ感染症」と記載）

第	Ⅰ	期
（2020年1月31日～11月27日）

発症期
板橋区が健康危機管理対策本部を設置。初めての緊急事態
宣言といっときの収束。国の「Go To トラベル事業」の途中で
始まった、東京都による長期にわたる事業者への休業・時短営
業要請の前日まで。

第	Ⅱ	期
（2020年11月28日～2021年10月24日）

長期行動制限期
ほぼ途切れることなく続いた緊急事態宣言とまん延防止
等重点措置。重症者の増加と医療提供体制のひっ迫。約
11か月に及んだ都の休業・時短要請の終了まで。

第	Ⅲ	期
	（2021年10月25日～2022年5月22日）

感染拡大期
オミクロン株により感染者数が最大とな
る一方で重症者は減少。ワクチン接種が
加速。最後のまん延防止等重点措置、
休業・時短営業要請。都のリバウンド警
戒期間の終了まで。

第	Ⅳ	期
	（2022年5月23日～2023年5月8日）

新たな日常への移行期
行動の自由化。感染拡大防止と社会経済活動との両立を進め、コロナと
の共存へ。新型コロナの感染法上の5類移行まで。

緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

都内陽性者数
都内重症者数
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・1/14 WHO、新型コロナウイルスを確認

・1/30 WHO「国際的な緊急事態」を宣言

・1/21 WHO「ヒトからヒトへの感染が見られる」と発表

・1/11 中国武漢で肺炎の男性が死亡

・2/11 WHO、新型コロナウイルスを「COVID-19」と命名

・3/11 WHO、新型コロナウイルスを「パンデミック」と認定

・3/20 WHO、「世界の感染者数が20万人を超えた 」と発表

・4/11 世界の累計死者数が10万人を超える

・5/21 世界の累計感染者が500万人を超える

・6/28 世界の累計感染者数が
 １千万人に達する

・8/11 世界の累計感染者数が２千万人に達する

12/8 ・
英国でファイザーワクチンの接種開始    

12/12 ・
世界の累計感染者数が7千万人、累計死者数が160万人に達する  

12/21・
米国でモデルナワクチンの接種開始   

・9月 英国で変異ウイルス（アルファ株）が流行

・10月 インドで変異ウイルス（デルタ株）が流行

・5月 南アフリカで変異ウイルス（ベータ株）が流行

・1/23 中国・武漢市当局は駅や空港を閉鎖して
　　　都市封鎖を開始

・1/15 国内初の感染者確認
・1/30 対策本部を設置

・1/28 新型コロナ感染症を感染法上の「指定感染症」に指定
・2/1 新型コロナ感染症を2類相当の指定感染症に指定

・1/29 新型コロナ関連肺炎に関する電話相談窓口（コールセンター）を開設

STAY HOME週間 東京アラート発動

・3/24 東京2020大会延期決定

・5/13 抗原検査が保険適用に

・4/20 第一次補正予算閣議決定

持続化給付金／雇用調整助成金／
特別定額給付金／
地方創生臨時交付金／子育て世帯への臨時特別給付金学校臨時休業

緊急事態宣言

・3/6  PCR検査が保険適用に

10月 Go To Eat キャンペーン（東京の食事券は11 /20～）

・6/19 「COCOA（接触確認アプリ）」運用開始

・1/6 中国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生について発表

3/2~ 5/31

   7/22 GoToトラベル（東京発着は10 /1～）

・10都道府県で
　食事券の販売を一時停止

4/7~ 5/25

・1/24 都内初の感染者確認

・1/30 対策本部を設置
        　中小企業者等特別相談窓口を設置

事業者への休業・時短要請
4/11~6/18 8/3~9/15 11/28~翌年10/24

4/25~5/6 6/2~11

第Ⅱ期第Ⅰ期（2020/1/31~11/27）
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型
コ
ロ
ナ
受
診
相
談
窓
口
」
へ
改
称

2
・
27 「

板
橋
区
コ
ロ
ナ
対
策
案
内
電
話
セ
ン
タ
ー
」を
開
設

4・22 8・1
「
新
型
コ
ロ
ナ
受
診
相
談
窓
口
」
を

「
板
橋
区
新
型
コ
ロ
ナ
健
康
相
談
窓
口
」へ
改
称
し
、

医
療
機
関
へ
運
営
を
委
託

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る

病
床
確
保
医
療
機
関
へ
の
支
援
事
業

板
橋
区
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
会
議
の
設
置

4
月

板
橋
区
感
染
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
対
応
に
つ
い
て
」
を
開
催

2
・
5

6・3
P
C
R
検
査
等
実
施
医
療
機
関
支
援
事
業

4・28

板
橋
区
P
C
R
セ
ン
タ
ー
の
設
置

4・28

・1/14 WHO、新型コロナウイルスを確認

・1/30 WHO「国際的な緊急事態」を宣言

・1/21 WHO「ヒトからヒトへの感染が見られる」と発表

・1/11 中国武漢で肺炎の男性が死亡

・2/11 WHO、新型コロナウイルスを「COVID-19」と命名

・3/11 WHO、新型コロナウイルスを「パンデミック」と認定

・3/20 WHO、「世界の感染者数が20万人を超えた 」と発表

・4/11 世界の累計死者数が10万人を超える

・5/21 世界の累計感染者が500万人を超える

・6/28 世界の累計感染者数が
 １千万人に達する

・8/11 世界の累計感染者数が２千万人に達する

12/8 ・
英国でファイザーワクチンの接種開始    

12/12 ・
世界の累計感染者数が7千万人、累計死者数が160万人に達する  

12/21・
米国でモデルナワクチンの接種開始   

・9月 英国で変異ウイルス（アルファ株）が流行

・10月 インドで変異ウイルス（デルタ株）が流行

・5月 南アフリカで変異ウイルス（ベータ株）が流行

・1/23 中国・武漢市当局は駅や空港を閉鎖して
　　　都市封鎖を開始

・1/15 国内初の感染者確認
・1/30 対策本部を設置

・1/28 新型コロナ感染症を感染法上の「指定感染症」に指定
・2/1 新型コロナ感染症を2類相当の指定感染症に指定

・1/29 新型コロナ関連肺炎に関する電話相談窓口（コールセンター）を開設

STAY HOME週間 東京アラート発動

・3/24 東京2020大会延期決定

・5/13 抗原検査が保険適用に

・4/20 第一次補正予算閣議決定

持続化給付金／雇用調整助成金／
特別定額給付金／
地方創生臨時交付金／子育て世帯への臨時特別給付金学校臨時休業

緊急事態宣言

・3/6  PCR検査が保険適用に

10月 Go To Eat キャンペーン（東京の食事券は11 /20～）

・6/19 「COCOA（接触確認アプリ）」運用開始

・1/6 中国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生について発表

3/2~ 5/31

   7/22 GoToトラベル（東京発着は10 /1～）

・10都道府県で
　食事券の販売を一時停止

4/7~ 5/25

・1/24 都内初の感染者確認

・1/30 対策本部を設置
        　中小企業者等特別相談窓口を設置

事業者への休業・時短要請
4/11~6/18 8/3~9/15 11/28~翌年10/24

4/25~5/6 6/2~11

第Ⅱ期第Ⅰ期（2020/1/31~11/27）

2020（令和2）年1月 2月 7月 8月 10月 12月11月9月3月 4月 6月5月

■■ PCR検査・ワクチン接種 ■■ 医療機関連携 ■■ 健康相談 ■■ 行動制限 ■■ 経済支援 ■■ その他

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

PCR 検査等無料化事業

保
健
所
の
対
応
と
体
制
強
化

健
康
相
談

医
療
機
関
と
の
連
携

・予防対策課感染症グループを
　感染症相談指導グループと感染症事務グループに分割

・板橋区感染症ネットワーク会議「新型コロナウイルス感染症の対応について」を開催

板橋区 PCRセンターの設置

PCR検査等実施医療機関支援事業

新型コロナウイルス感染症に係る病床確保医療機関への支援事業

病院間連携体制整備事業

在宅要介護者の
受入体制整備事業

　自宅療養者医療サポート事業

・区内 5か所の健康福祉センターで区民からの相談受付体制を拡充

「板橋区帰国者・接触者相談センター」を設置

「新型コロナ受診相談窓口」へ改称

専用ダイヤルを開設

「都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター」を設置

・予防対策課感染症グループに、課内の他グループの保健師や保健師OB・OGによる業務支援

・部内保健師 6名の兼務発令

・予防接種担当課長を設置

・ワクチン接種調整担当部長を設置
　予防接種担当課長を2名体制に

変更③

保健所内の主なレイアウト変更

変更②変更① 変更⑤ 変更⑥ 変更⑦ 変更⑧ 変更⑨変更④

「板橋区コロナ対策案内電話センター」開設

夜間・休日救急往診体制整備事業

「板橋区新型コロナ健康相談窓口」へ改称し、医療機関へ運営を委託

・保健所に感染症対策課を設置
　（感染症業務に特化した感染症対策課を予防対策課から切り離して新設）

板橋区新型コロナ対策会議の実施（2020/4～2023/4）

窓口を外部委託。専用回線を増設

・都内初の感染者確認

・国内初の感染者確認

・マスク着用の見直し

・PCR 検査が保険適用に
・抗原検査が保険適用に

4/7~ 5/25 1/8~ 3/21

4/12~24 

4/25~ 6/20

6/21~7/11 

7/12~ 9/30

1/21~3/21 
まん延防止等重点措置

「COCOA（接触確認アプリ）」運用

緊急事態宣言

「東京アラート」発動

・新型コロナ関連肺炎に関する電話相談窓口（コールセンター）を開設

・都のモニタリング会議が「通常医療との両立が困難な状況が
　生じ始めている」と指摘

・新型コロナ感染症対策の基本的対処方針を決定

・医療従事者等へのワクチン接種開始
・一般住民を対象とした
   ワクチン接種開始

・5類移行の方針決定 5類移行

31 75 9 11 1 3 75 9 11 31 75 9 11 31 75

Ⅱ-1. 保健所の対応／健康相談／医療機関との連携 小年表 緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

都内陽性者数
都内重症者数区都国

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

2020／令和2年 2022／令和4年 2023／令和5年

国
・
都
の
動
き

板
橋
区
の
動
き

2021／令和3年
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序
章
：
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
と
そ
の
対
策
の
1
1
9
3
日

世
界

東
京
都

国

板
橋
区

板
橋
区
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

ワ
ク
チ
ン
接
種
調
整

担
当
部
長
を
設
置
。

予
防
接
種
担
当
課
長
を

2 

名
体
制
に

1
・
29

板
橋
区
感
染
拡
大
防
止
協
力
金

3
月

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業

7
月

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
支
援
事
業

7
月

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金

7
月

新
生
児
臨
時
特
別
給
付
金

1
月

板
橋
区
一
時
支
援
金

4
月

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

5
月

住
居
契
約
更
新
料
給
付
金

4
月

板
橋
区
産
業
融
資
制
度

「
経
営
安
定
化
特
別
融
資
」

（
利
子
補
給
・
信
用
保
証
料
補
助
）

4
月

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
適
応
事
業
助
成
金

4
月営

業
活
動
促
進
助
成
金

4
月

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

活
用
支
援
事
業
助
成
金

5
月

中
小
企
業
等
事
業
継
続
支
援
金

11
月

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金

12
月

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

10
月

子育て世帯への臨時特別給付金

商店街活動支援金
利子補給の優遇加算措置

クラウドファンディング
活用支援事業助成金

ひとり親世帯臨時特別給付金

特別定額給付金

営業活動促進事業助成金

臨時福祉商品券給付事業

新型コロナウイルス
感染拡大防止事業助成金

第
6
2
回
い
た
ば
し
花
火
大
会
（
11
・
6
開
催
予
定
）
中
止
決
定

7
・
8

板
橋
区
民
ま
つ
り
・
板
橋
農
業
ま
つ
り
中
止
。
代
替
事
業
「
杉
浦
太
陽
印
の
!

全
国
う
ま
い
も
の 

マ
ル
シ
ェ 

i
n 

い
た
ば
し
」、「
板
橋
区
民
ふ
る
さ
と
マ
ル
シ
ェ
」

「
い
た
ば
し
野
菜 

秋
の
マ
ル
シ
ェ
」を
開
催

11
月

2
0
2
1
板
橋

C
i
t
y
マ
ラ
ソ
ン

O
N
L
I
N
E
開
催

3
・
1
〜
21

板橋区新型コロナ健康相談窓口

夜
間
・
休
日
救
急

往
診
体
制
整
備
事
業

2・9病
院
間
連
携
体
制
整
備
事
業

1・8 在
宅
要
介
護
者
の
受
入
体
制
整
備
事
業

6・17 自
宅
療
養
者
医
療
サ
ポ
ー
ト
事
業

9・15

新型コロナウイルス
感染症に係る
病床確保医療機関への
支援事業

医
療
従
事
者
等
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

3・6「
板
橋
区
新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」

を
開
設

3・1

区
主
体
の
集
団
接
種
開
始

5・15
高
齢
者
施
設
等
で
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

4・20
一
般
区
民
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

5・15

板橋区PCRセンター

・2/24 ワクチン公平分配をめざす「COVAXファシリティ」で初供給 ・11月 南アフリカで
　　   変異ウイルス（オミクロン株）が流行

・11/1 世界の累計死者数が500万人を超える

1/8~ 3/21

緊急事態宣言
4/25~ 6/20

7/23～8/8

緊急事態宣言
7/12~ 9/30

10/1～24

・2/15 「V-SYS（ワクチン接種円滑化システム）」の運用開始

・2/17 医療従事者等へのワクチン接種開始

・4/12 「VRS（ワクチン接種記録システム）」の運用開始

・11/1 「TOKYOワクションアプリ」運用開始

・4/12 高齢者等へのワクチン接種開始

東京2020 オリンピック競技大会の開催

リバウンド防止措置
10/25～2022/1/10
基本的対策徹底期間

8/24～9/5

4/12~24 6/21 ~7/11

・10都道府県で
　食事券の販売を一時停止

4/1 県民割支援

緊急事態宣言
まん延防止等
重点措置

まん   延防止等
　重   点措置

東京2020 パラリンピック競技大会の開催

12/23・
PCR 検査等無料化事業  

事業者への休業・時短要請

第Ⅱ期（2020/11/28~2021/10/24） 第Ⅲ期（2021/10/25/～2022/5/22）

2021（令和3）年1月 2月 7月 8月 10月 12月11月9月3月 4月 6月5月

ワ
ク
チ
ン
接
種
調
整

担
当
部
長
を
設
置
。

予
防
接
種
担
当
課
長
を

2 

名
体
制
に

1
・
29

板
橋
区
感
染
拡
大
防
止
協
力
金

3
月

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業

7
月

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
支
援
事
業

7
月

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金

7
月

新
生
児
臨
時
特
別
給
付
金

1
月

板
橋
区
一
時
支
援
金

4
月

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

5
月

住
居
契
約
更
新
料
給
付
金

4
月

板
橋
区
産
業
融
資
制
度

「
経
営
安
定
化
特
別
融
資
」

（
利
子
補
給
・
信
用
保
証
料
補
助
）

4
月

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
適
応
事
業
助
成
金

4
月営

業
活
動
促
進
助
成
金

4
月

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

活
用
支
援
事
業
助
成
金

5
月

中
小
企
業
等
事
業
継
続
支
援
金

11
月

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金

12
月

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

10
月

子育て世帯への臨時特別給付金

商店街活動支援金
利子補給の優遇加算措置

クラウドファンディング
活用支援事業助成金

ひとり親世帯臨時特別給付金

特別定額給付金

営業活動促進事業助成金

臨時福祉商品券給付事業

新型コロナウイルス
感染拡大防止事業助成金

第
6
2
回
い
た
ば
し
花
火
大
会
（
11
・
6
開
催
予
定
）
中
止
決
定

7
・
8

板
橋
区
民
ま
つ
り
・
板
橋
農
業
ま
つ
り
中
止
。
代
替
事
業
「
杉
浦
太
陽
印
の
!

全
国
う
ま
い
も
の 

マ
ル
シ
ェ 

i
n 

い
た
ば
し
」、「
板
橋
区
民
ふ
る
さ
と
マ
ル
シ
ェ
」

「
い
た
ば
し
野
菜 

秋
の
マ
ル
シ
ェ
」を
開
催

11
月

2
0
2
1
板
橋

C
i
t
y
マ
ラ
ソ
ン

O
N
L
I
N
E
開
催

3
・
1
〜
21

板橋区新型コロナ健康相談窓口

夜
間
・
休
日
救
急

往
診
体
制
整
備
事
業

2・9病
院
間
連
携
体
制
整
備
事
業

1・8 在
宅
要
介
護
者
の
受
入
体
制
整
備
事
業

6・17 自
宅
療
養
者
医
療
サ
ポ
ー
ト
事
業

9・15

新型コロナウイルス
感染症に係る
病床確保医療機関への
支援事業

医
療
従
事
者
等
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

3・6「
板
橋
区
新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」

を
開
設

3・1

区
主
体
の
集
団
接
種
開
始

5・15
高
齢
者
施
設
等
で
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

4・20
一
般
区
民
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

5・15

板橋区PCRセンター

・2/24 ワクチン公平分配をめざす「COVAXファシリティ」で初供給 ・11月 南アフリカで
　　   変異ウイルス（オミクロン株）が流行

・11/1 世界の累計死者数が500万人を超える

1/8~ 3/21

緊急事態宣言
4/25~ 6/20

7/23～8/8

緊急事態宣言
7/12~ 9/30

10/1～24

・2/15 「V-SYS（ワクチン接種円滑化システム）」の運用開始

・2/17 医療従事者等へのワクチン接種開始

・4/12 「VRS（ワクチン接種記録システム）」の運用開始

・11/1 「TOKYOワクションアプリ」運用開始

・4/12 高齢者等へのワクチン接種開始

東京2020 オリンピック競技大会の開催

リバウンド防止措置
10/25～2022/1/10
基本的対策徹底期間

8/24～9/5

4/12~24 6/21 ~7/11

・10都道府県で
　食事券の販売を一時停止

4/1 県民割支援

緊急事態宣言
まん延防止等
重点措置

まん   延防止等
　重   点措置

東京2020 パラリンピック競技大会の開催

12/23・
PCR 検査等無料化事業  

事業者への休業・時短要請

第Ⅱ期（2020/11/28~2021/10/24） 第Ⅲ期（2021/10/25/～2022/5/22）

2021（令和3）年1月 2月 7月 8月 10月 12月11月9月3月 4月 6月5月

■■ PCR検査・ワクチン接種 ■■ 医療機関連携 ■■ 健康相談 ■■ 行動制限 ■■ 経済支援 ■■ その他
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・予防対策課感染症グループを
　感染症相談指導グループと感染症事務グループに分割

・板橋区感染症ネットワーク会議「新型コロナウイルス感染症の対応について」を開催

板橋区 PCRセンターの設置

PCR検査等実施医療機関支援事業

新型コロナウイルス感染症に係る病床確保医療機関への支援事業

病院間連携体制整備事業

在宅要介護者の
受入体制整備事業

　自宅療養者医療サポート事業

・区内 5か所の健康福祉センターで区民からの相談受付体制を拡充

「板橋区帰国者・接触者相談センター」を設置

「新型コロナ受診相談窓口」へ改称

専用ダイヤルを開設

「都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター」を設置

・予防対策課感染症グループに、課内の他グループの保健師や保健師OB・OGによる業務支援

・部内保健師 6名の兼務発令

・予防接種担当課長を設置

・ワクチン接種調整担当部長を設置
　予防接種担当課長を2名体制に

変更③

保健所内の主なレイアウト変更

変更②変更① 変更⑤ 変更⑥ 変更⑦ 変更⑧ 変更⑨変更④

「板橋区コロナ対策案内電話センター」開設

夜間・休日救急往診体制整備事業

「板橋区新型コロナ健康相談窓口」へ改称し、医療機関へ運営を委託

・保健所に感染症対策課を設置
　（感染症業務に特化した感染症対策課を予防対策課から切り離して新設）

板橋区新型コロナ対策会議の実施（2020/4～2023/4）

窓口を外部委託。専用回線を増設

・都内初の感染者確認

・国内初の感染者確認

・マスク着用の見直し

・PCR 検査が保険適用に
・抗原検査が保険適用に

4/7~ 5/25 1/8~ 3/21

4/12~24 

4/25~ 6/20

6/21~7/11 

7/12~ 9/30

1/21~3/21 
まん延防止等重点措置

「COCOA（接触確認アプリ）」運用

緊急事態宣言

「東京アラート」発動

・新型コロナ関連肺炎に関する電話相談窓口（コールセンター）を開設

・都のモニタリング会議が「通常医療との両立が困難な状況が
　生じ始めている」と指摘

・新型コロナ感染症対策の基本的対処方針を決定

・医療従事者等へのワクチン接種開始
・一般住民を対象とした
   ワクチン接種開始

・5類移行の方針決定 5類移行

31 75 9 11 1 3 75 9 11 31 75 9 11 31 75

Ⅱ-1. 保健所の対応／健康相談／医療機関との連携 小年表 緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

都内陽性者数
都内重症者数区都国

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
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国
・
都
の
動
き

板
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動
き

2021／令和3年
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・予防対策課感染症グループを
　感染症相談指導グループと感染症事務グループに分割

・板橋区感染症ネットワーク会議「新型コロナウイルス感染症の対応について」を開催
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病院間連携体制整備事業

在宅要介護者の
受入体制整備事業

　自宅療養者医療サポート事業

・区内 5か所の健康福祉センターで区民からの相談受付体制を拡充

「板橋区帰国者・接触者相談センター」を設置

「新型コロナ受診相談窓口」へ改称

専用ダイヤルを開設

「都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター」を設置

・予防対策課感染症グループに、課内の他グループの保健師や保健師OB・OGによる業務支援

・部内保健師 6名の兼務発令

・予防接種担当課長を設置

・ワクチン接種調整担当部長を設置
　予防接種担当課長を2名体制に
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「板橋区コロナ対策案内電話センター」開設

夜間・休日救急往診体制整備事業

「板橋区新型コロナ健康相談窓口」へ改称し、医療機関へ運営を委託

・保健所に感染症対策課を設置
　（感染症業務に特化した感染症対策課を予防対策課から切り離して新設）

板橋区新型コロナ対策会議の実施（2020/4～2023/4）
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　生じ始めている」と指摘
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板橋区産業融資制度「経営安定化特別融資」（利子補給・信用保証料補助）
住居契約更新料給付金

中小企業等
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病院間連携体制整備事業
夜間・休日救急往診体制整備事業

自宅療養者医療サポート事業
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板橋区新型コロナワクチンコールセンター
一般区民へのワクチン接種
区主体の集団接種

板橋区PCRセンター

・2/4 北京オリンピックが一般客を入れずに開幕

・2/24 ロシアがウクライナへ軍事侵攻

・3/4 北京パラリンピックが一般客を入れずに開幕

11/20・
サッカーFIFAワールドカップがカタールで開幕   

（コロナ流行後 有観客で行われた初めての世界的スポーツイベント）   

まん延防止等重点措置

・6/10 外国人    観光客の受け入れを再開

1/11～20

オミクロン株の急速拡大に
伴う緊急対応

3/22～5/22

リバウンド警戒期間
5/23～9/12

5月23日以降の取組

9/13～2023/5/7

感染拡大防止の取組

1/21~3/21

県民割支援

基本的対策
徹底期間

10/26 Go To Eat キャンペーン Tokyo

10/11 全国旅行支援4/1 地域ブロック割

PCR 検査等無料化事業

1/21~3/21

事業者への休業・時短要請
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（コロナ流行後 有観客で行われた初めての世界的スポーツイベント）   
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・予防対策課感染症グループを
　感染症相談指導グループと感染症事務グループに分割

・板橋区感染症ネットワーク会議「新型コロナウイルス感染症の対応について」を開催

板橋区 PCRセンターの設置
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新型コロナウイルス感染症に係る病床確保医療機関への支援事業

病院間連携体制整備事業

在宅要介護者の
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　自宅療養者医療サポート事業

・区内 5か所の健康福祉センターで区民からの相談受付体制を拡充

「板橋区帰国者・接触者相談センター」を設置

「新型コロナ受診相談窓口」へ改称

専用ダイヤルを開設

「都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター」を設置

・予防対策課感染症グループに、課内の他グループの保健師や保健師OB・OGによる業務支援

・部内保健師 6名の兼務発令

・予防接種担当課長を設置

・ワクチン接種調整担当部長を設置
　予防接種担当課長を2名体制に

変更③

保健所内の主なレイアウト変更

変更②変更① 変更⑤ 変更⑥ 変更⑦ 変更⑧ 変更⑨変更④

「板橋区コロナ対策案内電話センター」開設

夜間・休日救急往診体制整備事業

「板橋区新型コロナ健康相談窓口」へ改称し、医療機関へ運営を委託

・保健所に感染症対策課を設置
　（感染症業務に特化した感染症対策課を予防対策課から切り離して新設）

板橋区新型コロナ対策会議の実施（2020/4～2023/4）

窓口を外部委託。専用回線を増設

・都内初の感染者確認

・国内初の感染者確認

・マスク着用の見直し

・PCR 検査が保険適用に
・抗原検査が保険適用に

4/7~ 5/25 1/8~ 3/21

4/12~24 

4/25~ 6/20

6/21~7/11 

7/12~ 9/30

1/21~3/21 
まん延防止等重点措置

「COCOA（接触確認アプリ）」運用

緊急事態宣言

「東京アラート」発動

・新型コロナ関連肺炎に関する電話相談窓口（コールセンター）を開設

・都のモニタリング会議が「通常医療との両立が困難な状況が
　生じ始めている」と指摘

・新型コロナ感染症対策の基本的対処方針を決定

・医療従事者等へのワクチン接種開始
・一般住民を対象とした
   ワクチン接種開始

・5類移行の方針決定 5類移行

31 75 9 11 1 3 75 9 11 31 75 9 11 31 75

Ⅱ-1. 保健所の対応／健康相談／医療機関との連携 小年表 緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

都内陽性者数
都内重症者数区都国

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

2020／令和2年 2022／令和4年 2023／令和5年

国
・
都
の
動
き

板
橋
区
の
動
き

2021／令和3年
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3
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マ
ラ
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開
催

3
・
19

デジタル地域通貨「いたばしPay」の推進事業

板橋区産業融資制度「経営安定化特別融資」
（利子補給・信用保証料補助）

住居契約更新料給付金

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
いたばし子育て支援臨時給付金

いたばし生活支援臨時給付金

宅配ボックス導入助成事業
アーティスト支援事業

プレミアム付商品券事業

宅
配
ボ
ッ
ク
ス
導
入
助
成
事
業

4
月

板橋区新型コロナ健康相談窓口

病院間連携体制整備事業
夜間・休日救急往診体制整備事業

自宅療養者医療サポート事業
在宅要介護者の受入体制整備事業

板橋区新型コロナワクチンコールセンター
一般区民へのワクチン接種
区主体の集団接種
高島平／蓮根／常盤台 PCR 検査センター
オミクロン株対応ワクチン接種

5/5・

WHO、新型コロナウイルスに対する
「緊急事態宣言」終了を発表

5/8 5 類移行

・1/27 5 類移行の方針決定 ・3/13 マスク着用の見直し

感染拡大防止の取組

全国旅行支援

Go To Eat キャンペーン Tokyo

PCR 検査等無料化事業

第Ⅳ期（2022/5/23～2023/5/8）

2023（令和5）年1月 2月 3月 4月 5月

■■ PCR検査・ワクチン接種 ■■ 医療機関連携 ■■ 健康相談 ■■ 行動制限 ■■ 経済支援 ■■ その他
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①	新規陽性者数・
　	重症患者数の推移

東京都／板橋区

2020年2月～2023年5月の東京都における新規陽性者数・重症患者数、板橋区に
おける新規陽性者数の推移です。前半に重症患者数のピークを迎えますが、後半
で重症患者数は減少する一方で陽性者数が爆発的に増加したことがわかります。

第Ⅰ期 　2020/11/272020/1/31 第Ⅱ期 2020/11/28

緊急事態宣言

まん延防止等重点措置
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2 3
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転出者

令和3年次は「転入＜転出」へ
転出・転入者数の推移
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58 34
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（万世帯）（万人）
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（人）

（年次）
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平成29 30 令和元
（平成31）

2 3

転入者
転出者

令和3年次は「転入＜転出」へ
転出・転入者数の推移

世
帯
数

567,214 568,241 

4 5

58 34

303,189 

309,133 

314,492 315,872 316,494 

320,619 

（万世帯）（万人）

（各年1月1日時点）

（人）

（年次）

557,309

566,890 

②	統計データで見る
　	「新型コロナの影響」
板橋区では、各種統計調査の結果などを収録した「板橋区の統計」を毎年発行して
います。これら統計データからも、新型コロナが区民生活に与えた影響を推察する
ことができます。　　　　　　　　※2022（令和4年）版までの掲載内容などをもとに構成しています。

板橋区の基礎データ

データで見る板橋区「新型コロナウイルスの影響」

人口・世帯数の推移

転出・転入者数の推移

人口は令和3年以降減少に転じ、令和5年に若干回復

令和3年次は「転入＜転出」へ

*1 人口及び世帯数：それぞれ転出予定者を含んだ数値
*2 生活保護率：数値は千分率（‰）
*3 工場数及び同従業者数：総務省統計局「平成28年経済センサスー活動調査」の数値

項目 数値 時点・期間

面積 32.22 k㎡ 2022/10/1

人口（住民登録）＊1 568,241 人

2023/1/1男＊1 278,023 人

女＊1 290,218 人

人口密度＊1 17,636 人/k㎡ 2023/1/1

世帯数＊1 320,619 世帯 2023/1/1

老年人口＊1 
（65歳以上） 131,702 人 2023/1/1

出生 3,675 人

2021男 1,862 人

女 1,813 人

死亡 5,668 人 2021

婚姻届出 2,915 件 2021

離婚届出 788 件 2021

転入 38,950 人 2021

転出 39,123 人 2021

外国人数 28,372 人 2023/1/1

一般会計予算額 229,790,000 千円 令和4年度当初

特別区税収入額 48,172,094 千円 令和3年度

生活保護率＊2 31 ‰ 令和3年度平均

医療施設数 784 か所 2022/6/1

民営事業所数 17,825 事業所
2016/6/1

従業者数 195,069 人

項目 数値 時点・期間

農業経営体数（個人経営体） 23 経営体 2020/2/1

農業経営体経営耕地面積 851 アール 2020/2/1

工場数 ＊3 1,197 事業所
2016/6/1

従業者数 ＊3 16,133 人

事業所数 2,902 事業所
2016/6/1

従業者数 29,697 人

昼間就業者数 185,338 人 2015/10/1

常住就業者数 239,664 人 2015/10/1

保育所数 138 か所
令和3年度末

在籍人員 11,749 人

幼稚園数 33 園
2022/5/1

園児数 4,852 人

小学校数 52 校
2022/5/1

児童数 24,320 人

中学校数 27 校
2022/5/1

生徒数 11,605 人

高等学校数 12 校
2022/5/1

生徒数 10,154 人

区立児童館数 26 館 令和3年度末
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2 ～ 5 月

庁内の感染対策
区役所は通常どおり開庁しましたが、感染対
策として、ソーシャルディスタンス確保のサイン
表示を行うとともに、窓口への飛沫防止パー
テーションの設置、距離を確保した待合椅
子の配置などを実施しました。また、区公式
ホームページに「区役所に来庁せずにできる
手続きについて」のページを作成するなど、
来庁者数を抑える取組も実施しました。
　このほか、区職員の感染リスクを低減する
ため、3 月から早出勤務・遅出勤務も自由
に組み合わせて勤務することができる体制と
しました。4 月上旬に緊急事態宣言が発出さ
れると、業務に支障のない範囲で交代制の
在宅勤務及び土日勤務、時差勤務を拡大し、
執務室内の人員密度の低下を図りました。ま
た、職場の換気や消毒の徹底、昼休憩を
時間差で取得したり会議室をフリースペースと
して開放するなど、感染リスクを低減する対策
を実施しました。

保健所の体制強化
感染拡大に伴う業務ひっ迫に対応するた

め、体制強化を行いました。

2 月

2 類相当指定感染症に対応する
保健所の業務ひっ迫
2 月 1 日、感染症法（感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律）に基づき、
新型コロナ感染症は 2 類相当の指定感染症
に指定され、全数把握対象疾患となりました。

これにより、医師は診断をした際に保健所へ
の届出が必要となり、保健所では、感染経
路把握を目的とした患者への行動歴の聞き取
りや濃厚接触者の特定を行う積極的疫学調
査、患者の健康観察の実施など、多岐にわ
たる業務を行う必要が生じました。

4 月

保健所の体制強化
急増する新型コロナ患者に対応するため、
組織改正や職員の兼務発令、他部署から
の応援、保健師 OB・OG による業務支援
等、あらゆる方策による保健所の体制強化
を図りました。感染症対策業務を担う予防
対策課感染症グループは当初、保健師の係
長のもと、保健師、診療放射線技師、事務
職で構成されていましたが、業務の増加によ
り、4 月に課内の他グループの保健師 3 名や、
保健師 OB・OG による業務支援対応を図っ
たほか、7 月には、部内保健師 6 名の兼務
発令等により人員体制を強化しました。

健康相談の体制づくり
区民からの相談に対応する健康相談窓口を

設置しました。

2 月

板橋区帰国者・接触者相談センターを
設置
2 月 3 日、国の求めに応じ、発熱、咳など
の呼吸器症状がある方からの相談を受け付
ける相談窓口を保健所内に設置しました。そ
の後、2 月下旬に「新型コロナ受診相談窓
口」へ改称して専用ダイヤルを開設し、区民

対策本部設置と情報発信
全庁的な対策本部を立ち上げ、 区民への

情報発信を行いました。

1 月

健康危機管理対策本部を設置
新型コロナ感染症に対し的確な対応を図っ
ていくため、1 月 31 日に「健康危機管理対
策本部」を設置しました。区長をはじめとす
る特別職や部長級職員に加え、感染症や
危機管理対応に関係する課長級職員が出席

し、今後の対応等について協議しました。

区公式ホームページにおける
感染症情報の発信
健康危機管理対策本部での決定により、区
公式ホームページに新型コロナ感染症に関す
る専用ページを開設［図 1］。海外渡航歴のあ
る方への注意喚起や、感染予防、新型コロ
ナ感染症に関する相談先などについて情報
発信を行い、区の対策・対応を区民に可能
な限り迅速に伝わるようにしました。

2020（令和2）年1月下旬から半年程度の段階で、板橋区が行った初期対応を振り
返ります。感染症への対応においては、初期対応が重要です。未知のウイルスで
あった新型コロナウイルスについては、先行きが不透明な状況でしたが、区では柔
軟・的確に対応できるよう、感染対策と併せて感染症対応の体制づくりを迅速に行
いました。

初期対応

［図1］新型コロナ発生直後、板橋区公式
ホームページで感染症に関する情報を掲載
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学校感染症予防ガイドライン」を作成。以降、
国や都の動向及び区内の感染状況等に合
わせて、適宜改訂を行いながら学校運営を
行いました。

区内事業者への支援
中小企業に対する相談窓口を設け、助成等

の支援を行いました。

2 月

中小企業の資金繰り対策支援
新型コロナの感染拡大により事業活動に影
響を受ける区内中小企業等を支援するため、
2 月 26 日、資金繰りや経営に関する相談に
対し、中小企業診断士が無料で対応する専
用相談窓口を新たに開設しました。併せて、
産業経済部産業振興課に「板橋区立企業
活性化センター経営改善チーム・コロナ対策
チーム」を立ち上げ、区独自の連携ネットワー
クを駆使し、対応方針のアドバイスや資金繰
り表の作成支援など、チームを挙げた対応を
図りました。また、新型コロナの影響を受け
た区内中小企業の資金繰り対策として、区
産業融資制度を利用する際の利子補給割合
を引き上げる緊急特別融資（利子補給の優遇

加算措置）を開始しました。

6 月

区独自の中小企業に対する
経済的支援
営業休止や自粛により売上高が減少した区
内の小規模企業者・個人事業主に対して、
固定費用のうち高い割合を占める家賃（店舗

や事務所等の賃料）に相当する費用の一部を

助成する「小規模企業者等緊急家賃助成事
業」を実施しました。

区民在宅生活への支援
動画配信サービスなどを活用して、区民生

活を支援しました。

4 月

「自宅で楽しめ、 学べる動画」 の
配信
イベントの開催中止や施設の利用停止、学
校の臨時休業等で社会的なつながりが大き
く制限される中、区では、区公式ホームペー
ジや動画配信サービスを活用し、全 14 回
にわたる区長による区民へのメッセージのほ
か、乳幼児から高齢者まで誰もが「自宅で
楽しめ、学べる動画」の配信を開始しました。
区の子育て応援児童館 CAP'S による乳幼
児向けの体操や高齢者向け筋力トレーニン
グ、区内在住の芸能従事者の協力により制
作した講談や落語、大喜利等の「 板橋おん
らいん寄席」、板橋区観光大使の協力により
制作したクイズ動画「板橋区の町名わかるか
な？」など、配信メニューを順次追加し、外
出制限が徹底される中、明るい話題を提供
することで在宅生活を少しでも楽しめるように
しました。

からの相談件数の増加に応じて回線を増設
して対応しました。

4 月

板橋区コロナ対策案内電話センターを
設置
健康面以外の問合せに迅速に対応するた
め、問合せ内容に応じて適切に担当部署を
案内する「板橋区コロナ対策案内電話セン
ター」を、4 月 22 日に臨時的に開設。経済
活動や生活上の相談窓口、区施設・区事
業の実施状況などに関する担当部署への案
内を行いました。

保健所と区内医療機関との連携
感染拡大の初期から医療機関と密に連携し

対応しました。

2 月

板橋区感染症ネットワーク会議を開催
板橋区では、区内医療機関、板橋区医師会、
板橋区薬剤師会、区保健所で構成される「板
橋区感染症ネットワーク会議」を 2007（平

成 19）年に立ち上げ、毎年開催してきました。
区が健康危機管理対策本部を設置して間も
ない 2 月 5 日に本ネットワーク会議を開催し、
新型コロナ感染症について情報共有と意見
交換を行いました。

4 月

板橋区新型コロナ対策会議を開催
新型コロナ感染症に関する情報共有や検討
のため、板橋区医師会を中心として、各医
療機関・保健所との連絡会議「板橋区新型

コロナ対策会議」が開催されました。参加
機関は、板橋区医師会と区保健所、帝京
大学医学部附属病院、東京都立豊島病院、
東京都健康長寿医療センター、日本大学医
学部附属板橋病院、板橋中央総合病院の５
つの医療機関です。会議はオンラインで開催
され、ホストは板橋区医師会が担いました。

行動制限
区主催事業の中止や学校の臨時休業を実施

しました。

2 月

区主催事業の中止や
学校の一斉臨時休業の決定
2 月 20 日の第 3 回健康危機管理対策本部
会議にて、区主催事業の実施可否の判断
基準を決定し、2 月 28 日の第 5 回会議で、
中止により区政運営に支障をきたす恐れのあ
る事業を除き、全ての区主催事業について
原則中止することを決定しました。また、政
府による全国の小・中学校に対する臨時休
業要請を受けて、区では 3 月 2 日の午後か
ら春休みを挟んだ 4 月 5 日まで、区立幼稚
園、小・中学校の臨時休業を決定しました。

6 月

学校の段階的な再開
5 月 25 日の緊急事態宣言解除に伴い、区
では 6 月1 日から段階的に授業や給食、行
事、部活動などを再開しました。再開後の教
育活動に際しては、区教育委員会が国の学
校再開ガイドライン及び都の感染症予防ガイド
ラインを踏まえて「板橋区立幼稚園・小中
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1 節 医療体制確保

  第Ⅰ期   

感染拡大に伴い
ひっ迫する保健所の業務
2020（令和 2）年 2 月 1 日、感染症法（感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律）に基づき、新型コロナ感染症は 2 類
相当の指定感染症に指定され、全数把握対
象疾患となりました。これにより、医師は診
断をした際に保健所への届出が必要となり、
保健所では、感染経路把握を目的とした患
者への行動歴の聞き取りや濃厚接触者の特
定を行う積極的疫学調査、患者の健康観察
の実施など、多岐にわたる業務を行う必要が
生じ、感染拡大に伴い業務はひっ迫していき
ました。

保健所体制の強化
急増する新型コロナ患者に対応するため、保
健所の体制強化が急務となりました。そこで、
組織改正を含め、職員の兼務発令や他部署
からの応援、保健師 OB・OG による業務
支援等、あらゆる方策にて対応を図りました。
　感染症対策業務を担う予防対策課感染症

グループは当初、保健師の係長のもと、保
健師、診療放射線技師、事務職で構成され
ていましたが、業務の増加により、2020 年
4 月に、課内の他グループの保健師 3 名や、
保健師 OB・OG による業務支援対応を図っ
たほか、7 月には、部内保健師 6 名の兼務
発令等により人員体制を強化しました。
　10 月 9 日、同グループを保健師と診療放
射線技師により構成する「感染症相談指導
グループ」と、事務職により構成する「感染
症事務グループ」に分けることにより、積極
的疫学調査や健康観察、相談対応などの専
門職の業務と、患者情報管理や入院医療費
公費負担などの事務業務の役割分担を明確
化し、それぞれの機能を強化しました。

  第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

全庁的な応援体制
2020（令和 2）年 12 月 17 日、国は新型コ
ロナワクチン接種の実施方針を明らかにしまし
た。ワクチン接種を、先行する医療従事者等
には都道府県が、住民には区市町村が実施

保健・医療面での感染症対策は、保健所が中心となって行ってきました。その対策
は、相談体制の構築、医療機関との連携、行政検査、ワクチン接種など、多岐に
わたります。板橋区では、これらを推進していくために、保健所の業務・人員を拡大
し、体制を強化していきました。

①	保健所の対応と体制強化
することになりました。住民への接種は高齢者
を優先するなど、3 月下旬から国が示す優先
順位に従って接種を進めることになりました。
　そこで、ワクチン接種を迅速に進めるため、
12 月 21 日に保健所に「予防接種担当課
長」を、2021（令和 3）年 1 月 29 日に「ワ
クチン接種調整担当部長」を設置したうえで、
予防接種担当課長を 2 名体制に増員（うち

1 名は、令和 3 年 4 月 1 日付で「ワクチン接種調

整担当課長」に名称変更）。全体の進行管理と
庁内調整を担う体制を構築し、円滑な接種
の推進を図りました。

区では 2021 年 5 月から住民向けのワクチン
接種を開始し、保健所業務はさらにひっ迫
の度合いを強めました。そこで、状況に応じ
て全庁を挙げた応援体制を組み、対応を図
りました。

●	コールセンター
5 ～ 7 月、初回接種のピーク時に板橋区新
型コロナワクチンコールセンターの強化のた
め、保健所に区職員を動員して対応にあたり
ました。

●	集団接種
5・6 月、各集団接種会場に区職員を配置し、
受付や誘導・接種済証の交付等を行いまし
た。

●	接種記録入力
3 ～ 5 月に実施した医療従事者への優先接
種記録のシステム入力作業に対して、庁内で
の応援により対応しました。

一方、新型コロナ患者対応業務においては、
感染の拡大期に合わせて全庁的な応援体制
を組み、感染状況を踏まえ、随時人員数と

執務スペースを拡大・縮小しながら対応しま
した。

●	事務職による応援
2021 年１～３月、８～ 10 月、2022（令和 4）

年１～３月、７・８月に、急増する新型コロナ
患者情報のシステム入力や、新型コロナ患者
向けの SMS 送信業務等に対し、保健所に
区職員を動員して対応しました。

●	保健師等の専門職による応援
感染の拡大状況に合わせ、新型コロナ患者
に対する積極的疫学調査や健康観察、区民
からの相談対応等に対し、専門職による応
援により柔軟に対応しました。
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● 2022（令和 4）年 1月
応援職員受け入れのため、保健所地下講堂、4 階「栄
養室」、区役所本庁舎南館 4 階の「災害対策室」
に予防対策課の執務スペースを拡張。（応援職員の減

に伴い、同年 3 月に地下講堂と「災害対策室」の使用を終了）

● 7月
応援・派遣職員受け入れのため、保健所地下講堂、
区役所本庁舎「災害対策室」に感染症対策課＊の
執務スペースを拡張。（応援職員の減に伴い、同年 8 月に

「災害対策室」、10 月に地下講堂の使用を終了）

─
● 2023（令和 5）年 3月
保健所 4 階「栄養室」の使用を終了。
● 5月
保健所 4 階「こころの健康ミーティングルーム」の使
用を終了。

＊2022 年 4 月より、予防対策課から感染症事務係・感染症相談指導係を
切り離し、新たに感染症対策課を新設

板橋区における感染症対策業務の中心は、保健所
の「予防対策課感染症グループ」でした。2020（令

和 2）年 4 月に、「感染症グループ」を増員したことを
はじめ、10 月 9 日には保健師職による「感染症相
談指導グループ」と事務職による「感染症事務グルー
プ」に細分化するなど、感染拡大の状況等を踏まえ、
迅速かつ的確な対応を図るため、柔軟に機能強化に
取り組みました。また、感染の拡大期には、庁内の
応援職員や派遣職員の受け入れなどにより、職員を
増員して業務にあたりました。保健所の体制強化によ
る、主なレイアウト変更の流れは以下のとおりです。

● 2020（令和 2）年 3月
保健所 3 階の予防対策課事務室に「新型コロナ受
診相談窓口」のスペースを確保。都派遣職員の受
け入れに備え、事務室内のレイアウトを変更。
●4月
応援職員受け入れのため、予防対策課の一部を保
健所 4 階「こころの健康ミーティングルーム」に移設。

［写真 1］

● 9月
予防対策課全体の職員増に対応するため、保健所
3 階の生活衛生課の一部を7 階に移設し、3 階の
予防対策課執務スペースを拡張。
─

● 2021（令和 3）年 2月
保健所 3 階の生活衛生課を5 階に移設し、3 階全て
を予防対策課の執務スペースに拡張。［写真 2］

● 9月
応援職員受け入れのため、保健所地下講堂、4 階「こ
ころの健康ミーティングルーム」・「栄養室」に予防
対策課の執務スペースを拡張。（応援職員の減に伴い、

地下講堂と4 階「栄養室」の使用を終了）

─

感染症対策の中枢
保健所の執務環境整備

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

［写真1］移設した予防対策課の窓口

［写真2］多忙を極める事務室 ［図1］保健所執務スペースの拡張・縮小の推移

2020（令和2）年

2021（令和3）年

2022（令和4）年

3階 4階

3階地下1階 4階

3階地下1階 4階

栄養室

2020年3月時

2021年2月時

※2022年は区役所本庁舎南館4 階の「災害対策室」も使用

2020年4月時

2020年9月時

2021年9月時（地下講堂と4 階「栄養室」の使用は応援職員の減に伴い終了）

こころの健康
ミーティング
ルーム

こころの健康
ミーティング
ルーム

こころの健康
ミーティング
ルーム

2022年1、7月時（地下講堂と区役所本庁舎南館4 階の「災害対策室」の使用は、応援職員の減に伴い随時終了）

講堂

栄養室
講堂
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第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

定数

定員（配属人数）

職員兼務（感染症対策・事務）

職員兼務（感染症対策・保健師）

職員兼務（ワクチン接種）

庁内応援（感染症対策）

庁内応援（ワクチン接種）

月
合計従事者数（正規）

R２年度 R３年度
2019年 2020年 2021年 2022年

R４年度
2023年

陽性者数

（東京都）

緊急事態宣言

まん延防止等重点措置

年 R元年度

第Ⅰ期
（2020年1月31日～11月27日）

第Ⅱ期
（2020年11　月28日～2021年10月24日）　

第Ⅲ期
（2021年10月25日～2022年5月22日）

第Ⅳ期
（2022年5月23日～2023年5月8日）
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職員兼務（感染症対策・保健師）

職員兼務（ワクチン接種）

庁内応援（感染症対策）

庁内応援（ワクチン接種）

月
合計従事者数（正規）

R２年度 R３年度
2019年 2020年 2021年 2022年

R４年度
2023年

陽性者数

（東京都）

緊急事態宣言

まん延防止等重点措置

年 R元年度

第Ⅰ期
（2020年1月31日～11月27日）

第Ⅱ期
（2020年11　月28日～2021年10月24日）　

第Ⅲ期
（2021年10月25日～2022年5月22日）

第Ⅳ期
（2022年5月23日～2023年5月8日）
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［図2］予防対策課・感染症対策課の職員数の変遷
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  第Ⅰ期     第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

相談体制の強化
2020（令和 2）年 1 月 31 日、板橋区におけ
る感染症対策は、健康危機管理対策本部
を設置するところから本格化しました。相談
体制の構築と強化は以下のとおりです。

● 1月31日
区内 5 か所の健康福祉センターで、区民か
らの相談受付体制を拡充。

● 2月3日
国の求めに応じ、「板橋区帰国者・接触者
相談センター」を保健所予防対策課内に設
置。月曜～金曜の8 時 30 分～ 17 時に実施。

● 2月7日
都が区と合同で運営する「都・特別区・八
王子市・町田市合同電話相談センター」を
設置し、月曜～金曜の 17 時～翌朝９時、
土日祝日 24 時間実施。保健所内に設置し
た相談センターと併せて、毎日 24 時間の相

談体制を確保。

● 2月27日
「板橋区帰国者・接触者相談センター」を「新
型コロナ受診相談窓口」へ改称。

● 3月11日
「新型コロナ受診相談窓口」専用ダイヤルを
開設。

●4月22日
新型コロナに関する相談窓口を案内する「板

橋区コロナ対策案内電話センター」を開設。

● 5月1日
相談件数増加に対応するため、「新型コロナ
受診相談窓口」の運営を委託し、専用回線
を増設。

● 8月1日
「新型コロナ受診相談窓口」を「板橋区新

型コロナ健康相談窓口」 へ改称し、医療機
関へ運営を委託。

新型コロナ感染症に関する不安解消や感染拡大防止等を目的に、区民からの相談
に対応するのが健康相談窓口です。相談は、一般の区民や、新型コロナ感染症と
診断された患者やその家族、感染の疑いがある方から寄せられました。健康相談窓
口は、区民に対して新型コロナ感染症に関する正しい情報を提供することで不安を
解消する一方、患者や感染の疑いがある方に対しては、それぞれの症状に応じた適
切な対応を案内する役割を担いました。平時から、保健所では感染症に関する相
談を受け付けてきましたが、新型コロナ感染拡大に伴う問合せの増加に対応するた
め、相談体制を強化していきました。

②	健康相談の体制づくり

1節 医療体制確保

受診相談を受け付ける
「板橋区新型コロナ健康相談窓口」
●2020（令和 2）年 2月3日

「板橋区帰国者・接触者相談センター」として開設。
● 2月27日

「新型コロナ受診相談窓口」に名称変更。
● 3月11日

「新型コロナ受診相談窓口」専用ダイヤルを2 回線
開設。
● 5月1日
4月に入ると相談件数が 1日500 件を超えるようにな
り、対応件数を増やすため「新型コロナ受診相談窓
口」の運営を外部業者に委託し、専用回線を増設。
● 8月1日

「板橋区新型コロナ健康相談窓口」へ改称し、医療
機関へ運営を委託。

健康面以外の問合せを受け付ける
「板橋区コロナ対策案内電話センター」
●2020年 4月22日
健康面以外の問合せに迅速に対応するため、問合
せ内容に応じて適切に担当部署を案内する「板橋区
コロナ対策案内電話センター」を臨時的に開設。経
済活動や生活上の相談窓口、区施設・区事業の実
施状況などに関する担当部署への案内を行いました。
区役所本庁舎南館 2 階の人材育成センターに専用
回線 8 回線を用意し、平日 9 時〜 17 時の間、全
庁的な応援体制により、区職員で 5 月 29 日まで対
応を続けました（6/1 以降は代表電話への自動転送で対

応）。

専用コールセンターの設置

［図1］「板橋区新型コロナ健康相談窓口」の着信状況

令和２年度
４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ １０⽉ １１⽉ １２⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 計

着信数 1,671 1,154 2,797 5,573 3,585 1,500 1,313 1,628 3,331 861 856 24,269
区内患者数 12 39 223 265 120 201 389 700 1,578 445 333 4,305

令和３年度
４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ １０⽉ １１⽉ １２⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 計

着信数 1,400 1,976 1,199 2,511 10,127 1,871 439 313 308 15,867 14,116 2,977 53,104
区内患者数 729 813 453 1,965 4,937 1,067 52 15 25 9,985 16,145 9,288 45,474

令和４年度
４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ １０⽉ １１⽉ １２⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 計

着信数 2,237 1,204 890 18,171 11,822 1,984 785 1,558 2,139 1,305 273 209 42,577
区内患者数 6,976 3,913 2,347 24,066 27,723 8,007 627 1,867 3,648 2,555 443 210 82,382

令和５年度
４⽉ ５⽉ 計

着信数 239 193 432
区内患者数 362 138 500

外注なし

第４波

第３波

第５波 第６波

第７波 第８波

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
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  第Ⅰ期     第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

最初期から始まった医療機関との連携
板橋区では、2000（平成 12）年、感染症な
どの発生の未然防止と発生時の被害拡大防
止を図るため、「板橋区健康危機管理対策
連絡会議」を設置し、その専門委員会として
2007（平成 19）年に「板橋区感染症ネットワー
ク会議」を立ち上げ、毎年開催してきました。
本ネットワーク会議は、区内医療機関（院内

感染対策委員医師・看護師等）、板橋区医師会、
板橋区薬剤師会、区保健所で構成されてい
ます。
　新型コロナ感染症が発生し、区が健康危
機管理対策本部を設置して間もない2020（令

和 2）年 2 月 5 日に、本ネットワーク会議を
開催し、新型コロナウイルス感染症について、
情報共有と意見交換を行いました。
　また、新型コロナ感染症に関する情報共
有や検討のため、板橋区医師会を中心とし
て、各医療機関・保健所との連絡会議「板
橋区新型コロナ対策会議」が開催されまし

た。参加機関は、板橋区医師会と区保健所、
帝京大学医学部附属病院、東京都立豊島
病院、東京都健康長寿医療センター、日本
大学医学部附属板橋病院、板橋中央総合
病院の５つの医療機関です。会議はオンライ
ンで開催され、ホストは板橋区医師会が担
いました。2020 年 3 月に会議開催の検討が
始まり、第 1 回の会議は同年 4月に開催され、
2023（令和 5）年 4 月までに全 15 回開催さ
れました。

  第Ⅰ期     第Ⅱ期  

PCR 検査等実施医療機関への支援
2020（令和 2）年４月には、都内の新型コロ
ナ患者数が１日 100 人を超える日が続き、さ
らなる感染拡大を防止するため、新型コロナ
患者の早期発見を目的とした検査体制の拡
充が必要となりました。そこで区は、検査実
施件数を増やすため、4 月 28 日に「板橋

区 PCR 検査等実施医療機関支援事業」を

板橋区の感染症対策の大きな特徴のひとつに、区内医療機関との連携と支援があ
ります。感染症への迅速な対応のためには、大規模な病院や中小規模のクリニック
等、個々の医療機関との協力と連携が必要になります。板橋区は、平時から区内医
療機関と顔の見える関係を構築し、新型コロナ感染拡大初期から密に連携すること
で、感染拡大時に必要なPCR検査と、患者を受け入れる医療機関の拡充を図りま
した。

③	医療機関との連携・支援

1節 医療体制確保

開始し、PCR 検査等を実施する区内医療
機関に対する支援金の助成や、検査に必要
な物品（防護服、手袋、マスク、フェイスシールド等）

を配付しました。同年 3 月 6 日には PCR 検
査が健康保険適用になっていたことも追い風
となり、多くの区内医療機関から PCR 検査
と発熱外来受付対応の協力を得ることができ
ました。
　さらに、同年 4 月 28 日に、板橋区医師
会への委託により「板橋区 PCR センター」

を開設し、 PCR 検査体制の強化を図りま
した。

病床確保医療機関への支援金交付
2020 年 4 月中旬、新型コロナ感染症は第
1 波のピークを迎え、重症患者の増加により、
感染症対応病床が不足することが懸念されま
した。そこで区は、6 月 3 日に「東京都板

橋区新型コロナウイルス感染症に係る病床

確保医療機関への支援金交付事業」 を開
始。感染症対応病床を確保した医療機関に
対して支援金を交付することで、感染症対応
病床の整備・拡充を図り、新型コロナ患者
の受入体制を充実させました。

  第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

病院間連携体制整備事業を開始
2021（令和 3）年 1 月 7 日、都内の新型コ
ロナ患者数は 1 日 2,500 人を超え、第 3 波
のピークを迎えました。この頃、新型コロナ
感染症により勧告入院した高齢者等が、症
状が軽快し退院の基準を満たしても、ADL

（日常生活動作）の低下等により在宅での生活
に速やかに戻ることができず、入院が継続と

なるケースが発生していました。そこで区は、
1 月 18 日から板橋区医師会と連携し、症状
が軽快した方の区内医療機関への転院調整
や、転院先医療機関による在宅生活への回
復支援を行う「病院間連携体制整備事業」

を開始し、病床ひっ迫の改善に取り組みまし
た。

自宅療養者に対する
夜間・休日の電話相談、
救急往診体制整備事業を開始
第 3 波では、これまで以上に陽性者数が拡
大したため、入院を必要とする新型コロナ患
者が自宅で入院待機や療養をするケースが
増加しました。保健所では患者の体調確認
と健康観察を実施していましたが、入院まで
の待機期間が長くなるにつれ、症状が変化
する患者や、常用薬等が不足する患者も増
加していました。特に夜間・休日は対応でき
る医療機関が少ないため、不安を抱えなが
ら自宅で過ごす患者も多くいました。そこで区
は、2 月 9 日、自宅にて療養または入院待
機している新型コロナ患者に対し、夜間・休
日の電話による健康相談への対応、あるい
は必要に応じて医師の往診による診察・検
査・治療等が受けられる体制（夜間・休日救

急往診体制整備事業）を、都に先駆けて構築
しました。

在宅要介護者の
受入体制整備事業を開始
在宅介護をしている家庭では、介護者が新
型コロナウイルスに感染した場合、入院が必
要な状態であっても、介護者が不在となるた
め入院できない問題や、自宅に残り介護を
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板橋区医師会
等各医療機関
による電話／
対⾯診察

板橋区PCR
センター 板橋区保健所

区内病院

新型コロナ外来

板橋区医師会

紹介

板橋区保健所
新型コロナ
健康相談窓⼝

スタッフ派遣

発⽣届

東京都⼊院調整本部
（ベッドコントロール）

連携

宿泊療養

⾃宅療養

（軽症）

予約

板橋区保健所

患者ケア
（⼼⾝両⾯）

軽症

重症・
中等症

発⽣届
案内

軽症化

板橋区新型コロナウイルス検査・医療提供体制

（感染症診療協⼒医療機関）

電話

受診

（重症・中等症）

区内医療機関

重症化

⼊院

続けることで、要介護者の感染リスクが高ま
るという問題が生じていました。そこで区は、
2021 年 6 月 17 日から「板橋区在宅要介

護者の受入体制整備事業」 を開始し、介
護者が感染した場合に、重症化リスクの高い
要介護者に感染させずに介護者が安心して
療養できるよう、要介護者が医療機関に入
院できる体制を整えました。

自宅療養者医療サポート事業を開始
2021 年 8 月の第 5 波では、感染拡大に伴
い新型コロナ患者の入院先がすぐに決まら
ず、自宅療養を余儀なくされるケースも増えて
いました。そこで区は 9 月 15 日から、区内
の医療機関と連携し、自宅療養者に対し医
師による健康観察や救急往診を行い、24 時
間連絡可能な切れ目のない医療サポート体
制を整備する「板橋区新型コロナウイルス感
染症自宅療養者医療サポート事業」を都に
先駆けて開始しました。

新型コロナ感染拡大の長期化に対応するため、2020
（令和 2）年 4 月下旬から、板橋区では、板橋区医師
会の協力のもと、PCR 検査や医療提供体制等に関す
る支援策を実施し、地域の医療体制を強化しました。

PCR 検査等実施医療機関への支援
2020 年 4月28日、区は区内医療機関が行うPCR
検査等への支援を開始。独自に PCR 検査等を実施
している、または実施予定の医療機関に対し、支援
金の助成や検査に必要な物品の配布等の支援を実
施しました。［p.60 参照］

板橋区 PCRセンターの開設
2020 年 4 月 28 日、区は急増するPCR 検査の需
要に対応するため、「板橋区 PCR センター」を開設
しました。この板橋区 PCR センターは、運営を板橋
区医師会に委託。同医師会の医師により、週2・3回、

１日あたり10 〜 20 件ほどの PCR 検査が実施されま
した。［p.60 参照］

新型コロナ感染症に係る
入院医療機関への支援
2020 年 6 月3 日、区は「令和２年度東京都板橋
区新型コロナウイルス感染症に係る病床確保医療機
関への支援金」の交付を開始。所定の要件を満たし
た医療機関に支援金を交付することで、新型コロナウ
イルス感染症対応病床（以下、「対応病床」とする）の
整備及び拡充を図り、新型コロナ患者の受入体制の
充実をめざしました。
●	対象
区内に所在する東京都指定二次救急医療機関のう
ち、対応病床の確保を行った機関 
●	対象期間
2020 年４月１日から2021（令和 3 ）年 3月31日まで

新型コロナ感染拡大に伴う
検査・医療提供体制の確保	

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期

［図1］板橋区新型コロナウイルス検査・医療提供体制
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新型コロナ陽性患者の入院病院 区内医療機関

リハビリを頑張るぞ！

在宅医療センター療養相談室

【緊急課題】
新規のコロナ患者のための病床が逼迫
（令和2年12月31日から１週間で都内7,205人感染）

コロナの退院基準を満たし、療養終了したが・・・

①連携依頼

③転院先医療機関
　調整・確保

②支援計画作成

（板橋区板橋区医師会へ委託）
令和３年１月～

・入院中に足が弱ってしまった
・帰っても家族が戻ってきていない

いきなり在宅は不安
転院で空いた病床を
新規コロナ患者へ 在宅生活へ

⬇

○区内感染症診療協力医療機関：
　日大板橋病院、豊島病院、健康長寿医療センター
○上記のほか、区が入院支援をした医療機関：９病院
　（東京都指定二次救急病院）
○参考（都）（令和3年１月12日現在）
　・コロナ病床確保数4,000床
　・コロナ感染入院者3,427人
　・病床使用率約85.7％

○区内病院等40か所のうち登録した病院
　（うち療養病床保有病院24か所）

　◆介護者不在で入院が必要
　◆リハビリによりADL回復が必要
　◆在宅医療・介護サービス等の調整期間が必要

新型コロナで勧告入院している患者が、病状が軽快
し退院基準を満たしているにもかかわらず、入院によ
りADL（日常生活動作）が低下し、すぐに在宅生活に
戻ることが困難なため、コロナ病床での入院が長期化
している方が増え、病床ひっ迫の一因となっていまし
た。そこで板橋区は、2021（令和 3）年 1 月8 日か
ら、板橋区医師会へ委託し、在宅医療センター療養
相談室（以下、「療養相談室」とする）が一時的な医療
機関への入院を手配し、転院後の病院に機能回復
訓練や在宅生活への復帰支援を行ってもらうよう、転
院支援を行いました。

●	対象者
区民または区内の病院に入院している、おおむね 65
歳以上の高齢者や障がい者（透析患者を含む）で、新
型コロナに係る退院基準を満たしている方のうち、次
のいずれかに該当する方
・介護者が新型コロナ陽性となり入院をしている等で、

介護者不在の間に入院が必要な方
・勧告入院中に低下した ADL 回復のためのリハビリ
等を目的とした入院が必要な方
・在宅医療や介護サービス等の調整が必要となった
場合、医療及び介護体制整備の時間を確保するた
めの入院が必要な方
●	対象期間
転院した日を含む 14 日間
●	事業の流れ	
1. 療養相談室が、勧告入院先の医療機関または保
健所から、対象者の転院についての依頼を受ける。
2. 療養相談室が対象者の支援計画を作成する。
3. 療養相談室が転院先医療機関の病床を確保する。
4. 転院先医療機関の確保した移送手段により、対
象者が転院する。
5. 対象者は転院先で、在宅生活に向け必要な医療
やリハビリなどを受ける。

［図2］「新型コロナウイルス対策に係る病院間連携体制整備事業」全体の流れ

病院間連携体制整備事業
第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

2021（令和 3）年 2 月 9 日、板橋区は、自宅で療
養または入院待機している新型コロナ患者に対し、夜
間・休日における健康相談への電話対応や、必要に
応じて医師の往診による診察・治療が受けられる「夜
間・休日救急往診体制整備事業」を開始しました。

●	対象者
区が就業制限を行い、自宅で療養または入院待機を
しており、往診時に区内在住の方（2022 年 2 月以降、

就業制限は撤廃）

●	対象期間
2021 年 2 月9 日から2023（令和 5）年 5 月31 日
まで、平日 19 時〜翌朝６時、土曜日 18 時〜翌朝
６時、日曜・祝日朝６時〜翌朝 6 時の時間帯を対象
に実施

●	事業の流れ
１．区は、対象者へ本事業について説明し、専用の
電話番号及び相談の手順を伝える。
２．区は本人の同意を得た上で、受託事業者に対して、
対象者情報を送付する。
３．夜間・休日に体調が悪化した場合、対象者は受
託事業者に電話をかけ、患者番号と氏名・性別・生
年月日を伝える。
４．受託事業者は電話により対象者の容体を把握し、
健康相談を実施する。
５．健康相談により救急往診の必要性があると判断し
た場合には往診を行い、必要に応じて検査・投薬等
を行う。緊急性が高いと判断した場合は、応急処置
を開始し救急要請を行う。

夜間・休日救急往診体制整備事業

［図3］「夜間・休日救急往診体制整備事業」全体の流れ

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

受託事業者 在宅患者 保健所

区民専用電話番号にて
自宅待機患者から連絡を受け、
健康相談対応を実施する。
緊急性が高いと判断した場合、
医師による救急往診を調整する。

自宅待機患者に対し、
電話による毎日の健康確認を
実施するとともに、症状悪化時の
連絡先として専用電話番号
および電話の手順を伝える。

緊急性が高い場合
応急処置を受け
救急搬送

治療により
安定化した場合は、
自宅での
入院待機継続

症状が悪化した場合、
あらかじめ保健所から伝えられている
専用電話番号へ連絡する。

往診による診察の結果、
緊急性が高いと判断した場合は、
応急処置を開始し救急要請する。
治療により安定化した場合は、
治療内容及び結果について
保健所に報告する。

事業委託

健康確認

②電話相談
①制度説明

③救急往診

連携医療
機関 病院

救命救急
センターへ
緊急入院

健康確認継続、
後日入院

緊密な
情報共有

保健所
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区内協力医療機関
①車移動 ②入院時検査 ③入院

帰宅のための
車移動

【本事業対象要件】 （下記①～⑤全てを満たす場合）
　① 区に住所を有する
　② 在宅で生活する高齢等要介護者（障がいも含む）
　③ 介護者が新型コロナウイルス感染症にり患
　④ ③以外に介護者がいない場合
　⑤ 要介護者のケアが緊急に必要 

 ・高齢者
 ・障がい者

検査未実施
or
検査中
or
陰性

説
明

行政検査（公費）

陰性

車移動

PCR
または
抗原検査
（定量）

陽性

陽性
濃厚接触

入院中
に陽性 自宅

要介護者

介護者

自院での車両の
使用も可能

（感染対策実施）

パターン①
　健康観察期間が終了
パターン②
　再検査で陽性となり転院する
パターン③
　介護者の回復等により
　健康観察期間終了前に退院する

保健所が相談を受け、
区内の協力医療機関へ
協力要請し、
入院先病院を決定する

家族が迎えに
来れない場合や、
仰臥位での移動が
必要の場合等

（新型コロナウイルス
感染症にり患）

健康観察期間（新型コロナウイルス感染症患者と最後に接触した日の翌日から14日間）

保健所が対応（入院・宿泊療養・在宅にて療養）※発症日から約10日間

在宅で介護をする家庭における要介護者・介護者間
の感染を防ぐため、板橋区では 2021（令和 3）年 6
月17 日から、医療機関の協力を得て、介護者が感
染した場合に、要介護者が医療機関での入院がで
きる体制整備事業を開始。介護者と要介護者を隔
離することで、介護者から要介護者への感染を防ぎ、
介護者は自身の療養に専念できるようにしました。ま
た、受診が難しかった要介護者への PCR 検査の促
進にもつなげました。

●	対象者
区内在住の在宅生活をする高齢者等要介護者（障が

い者を含む）で、介護者が感染し、その入院や在宅療
養によって他に介護者がいない方

●	対象期間
要介護者の健康観察期間
●	事業の流れ
1. 介護者または要介護者から連絡・相談を受けた保
健所が、要介護者の体調・事情を勘案し、協定先
の病院に協力を打診する。
2．協力要請を病院が受け入れる場合、病院が要介
護者を自院へ移送し、入院時に PCR 検査または抗
原検査を行う。
３．要介護者は健康観察期間が終了するまで入院。

在宅要介護者の受入体制整備事業

［図4］「板橋区在宅要介護者の受入体制整備事業」全体の流れ
　　　（板橋区の在宅介護者が新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者となった場合）
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自宅療養者医療サポート事業

［図5］「自宅療養者医療サポート事業」全体の流れ
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「板橋区新型コロナワクチンコールセンター」を開 設（2024/3/31まで）

主な区施設は概ね一部事業を縮小して開館

・第 61 回いたばし花火大会（5/23 開催予定）中止決定

・桜ライトアップ期間短縮

・板橋区民まつり・板橋農業まつり中止。
　代替事業「お届け！板橋うまいもんマルシェ」開催

・いたばし産業見本市Online 開催

・2021 板橋 CityマラソンONLINE 開催

　・第 62回
いたばし花火大会
（11/6 開催予定）
中止決定

・  板橋区民まつり・板橋農業まつり中止。
    代替事業「杉浦太陽印の！全国うまいもの マルシェinいたばし」、
    「板橋区民ふるさとマルシェ」 「いたばし野菜 秋のマルシェ」を開催

・いたばし産業見本市
　ハイブリッド開催

・2022 板橋 CityマラソンONLINE 開催

・第 63回いたばし花火大会
   （8/6 開催予定）中止決定

・板橋区民まつり開催
・板橋農業まつり開催

・いたばし産業見本市
　ハイブリッド開催

・2023 板橋 Cityマラソン開催

第 64 回いたばし花火大会開催・

「板橋区立幼稚園・小中学校感染症予防ガイドライン」策定（●は改訂等） 「教育活動上のガイドライン」
策定

廃止

・2020板橋 Cityマラソン（3/15 開催予定）中止決定

・首都圏の鉄道が終電時刻を繰上げ

Ⅱ-2. ＰＣＲ検査／ワクチン接種／行動制限 小年表

 4/11~6/18  8/3~9/15

4/25~5/6  STAY HOME 週間

都外への旅行や帰省の自粛呼び掛け
6/2~11  東京アラート発動・都内初の感染者確認

・東京 2020大会延期決定

学校臨時休業
3/2~5/31

 1/21~3/21

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

ワ
ク
チ
ン
接
種

行
動
制
限

・国内初の感染者確認

事業者への
休業・時短要請

・マスク着用の見直し

緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

都内陽性者数
都内重症者数

Go To Eat キャンペーン （東京はの食事券は11/20～） Go To Eat キャンペーンTokyo

 11/28~ 翌年 10/24

東京 2020オリンピック・
パラリンピック競技大会

・PCR 検査が保険適用に
・抗原検査が保険適用に

・外国人観光客の受け入れを再開

もっとTokyo（都民割）

4/7~ 5/25 1/8~ 3/21

4/12~24 

4/25~ 6/20

6/21~7/11 

7/12~ 9/30

1/21~3/21 
まん延防止等重点措置

Go To トラベル（東京発着は10/1～） 県民割 ブロック割 全国旅行支援

・「COCOA（接触確認アプリ）」運用開始

緊急事態宣言

・年末年始コロナ特別警報

・「V-SYS（ワクチン接種円滑化システム）」の
   運用開始

・「VRS（ワクチン接種記録システム）」
   の運用開始

感染防止策を徹底し開催。
都の取扱いに準じて人数制限
等を設定。飲食は原則禁止

今後募集・告知の事業は
原則実施を見送り。既に
募集・告知をしている事業は
可能な範囲で中止・延期

国・都の緩和措置のステップに
あわせ、中止・延期または
人数制限を設定し開催 

主催者に基本的な感染防止対策の徹底を要請延期やオンライン開催・
規模の縮小・無観客開催
を検討。開催の場合は
感染防止対策を徹底

区都国

・5類移行の方針決定

5類移行

感染防止策を徹底のうえ開催。
都の取扱いに準じて人数制限
等を設定。飲食は原則禁止

リバウンド防止措置
基本的対策徹底期間
オミクロン株の急速拡大に伴う緊急対応

リバウンド警戒期間
5/23 以降の取組

感染拡大防止の取組

PCR 検査等実施医療機関支援事業

31 75 9 11 31 75 9 11 31 75 9 11 31 75

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

国
・
都
の
動
き

板
橋
区
の
動
き

2020／令和2年 2022／令和4年 2023／令和5年2021／令和3年

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000・「TOKYOワクションアプリ」運用開始

医療従事者等への接種開始

高齢者施設等での接種開始

一般区民への接種開始

区主体の集団接種開始（2023/8/11まで）
オミクロン株対応ワクチン接種開始

PCR検査等無料化事業

板橋区 PCRセンターの設置

民間検査機関へPCR検査を委託 高島平／蓮根／常盤台 PCR検査センターを設置

主な区施設が休館

全ての区主催事業は
原則中止・延期

・桜ライトアップ中止（3月下旬～４月上旬）

　

区立小・中学校
の臨時休業
　公立保育園は引き続き開園（感染者が出た場合は休園）、あいキッズ（板橋区放課後対策事業）も開所

都民向けの無料 PCR検査会場の拡充に協力

「板橋区新型コロナワクチンコールセンター」を開 設（2024/3/31まで）

主な区施設は概ね一部事業を縮小して開館

・第 61 回いたばし花火大会（5/23 開催予定）中止決定

・桜ライトアップ期間短縮

・板橋区民まつり・板橋農業まつり中止。
　代替事業「お届け！板橋うまいもんマルシェ」開催

・いたばし産業見本市Online 開催

・2021 板橋 CityマラソンONLINE 開催

　・第 62回
いたばし花火大会
（11/6 開催予定）
中止決定

・  板橋区民まつり・板橋農業まつり中止。
    代替事業「杉浦太陽印の！全国うまいもの マルシェinいたばし」、
    「板橋区民ふるさとマルシェ」 「いたばし野菜 秋のマルシェ」を開催

・いたばし産業見本市
　ハイブリッド開催

・2022 板橋 CityマラソンONLINE 開催

・第 63回いたばし花火大会
   （8/6 開催予定）中止決定

・板橋区民まつり開催
・板橋農業まつり開催

・いたばし産業見本市
　ハイブリッド開催

・2023 板橋 Cityマラソン開催

第 64 回いたばし花火大会開催・

「板橋区立幼稚園・小中学校感染症予防ガイドライン」策定（●は改訂等） 「教育活動上のガイドライン」
策定

廃止

・2020板橋 Cityマラソン（3/15 開催予定）中止決定

・首都圏の鉄道が終電時刻を繰上げ

Ⅱ-2. ＰＣＲ検査／ワクチン接種／行動制限 小年表

 4/11~6/18  8/3~9/15

4/25~5/6  STAY HOME 週間

都外への旅行や帰省の自粛呼び掛け
6/2~11  東京アラート発動・都内初の感染者確認

・東京 2020大会延期決定

学校臨時休業
3/2~5/31

 1/21~3/21

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

ワ
ク
チ
ン
接
種

行
動
制
限

・国内初の感染者確認

事業者への
休業・時短要請

・マスク着用の見直し

緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

都内陽性者数
都内重症者数

Go To Eat キャンペーン （東京はの食事券は11/20～） Go To Eat キャンペーンTokyo

 11/28~ 翌年 10/24

東京 2020オリンピック・
パラリンピック競技大会

・PCR 検査が保険適用に
・抗原検査が保険適用に

・外国人観光客の受け入れを再開

もっとTokyo（都民割）

4/7~ 5/25 1/8~ 3/21

4/12~24 

4/25~ 6/20

6/21~7/11 

7/12~ 9/30

1/21~3/21 
まん延防止等重点措置

Go To トラベル（東京発着は10/1～） 県民割 ブロック割 全国旅行支援

・「COCOA（接触確認アプリ）」運用開始

緊急事態宣言

・年末年始コロナ特別警報

・「V-SYS（ワクチン接種円滑化システム）」の
   運用開始

・「VRS（ワクチン接種記録システム）」
   の運用開始

感染防止策を徹底し開催。
都の取扱いに準じて人数制限
等を設定。飲食は原則禁止

今後募集・告知の事業は
原則実施を見送り。既に
募集・告知をしている事業は
可能な範囲で中止・延期

国・都の緩和措置のステップに
あわせ、中止・延期または
人数制限を設定し開催 

主催者に基本的な感染防止対策の徹底を要請延期やオンライン開催・
規模の縮小・無観客開催
を検討。開催の場合は
感染防止対策を徹底

区都国

・5類移行の方針決定

5類移行

感染防止策を徹底のうえ開催。
都の取扱いに準じて人数制限
等を設定。飲食は原則禁止

リバウンド防止措置
基本的対策徹底期間
オミクロン株の急速拡大に伴う緊急対応

リバウンド警戒期間
5/23 以降の取組

感染拡大防止の取組

PCR 検査等実施医療機関支援事業

31 75 9 11 31 75 9 11 31 75 9 11 31 75

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

国
・
都
の
動
き

板
橋
区
の
動
き

2020／令和2年 2022／令和4年 2023／令和5年2021／令和3年

2 節　　感染拡大防止対策



Ⅱ
章
：
感
染
の
波
を
防
ぐ
／
備
え
る

58 59

  第Ⅰ期     第Ⅱ期  

PCR 検査実施医療機関への支援
2020（令和 2）年 4 月 28 日、区は 「板橋

区 PCR 検査等実施医療機関支援事業」を
開始し、PCR 検査等を実施している区内の
医療機関に対して支援金の助成や、検査に
必要な物品（防護服、手袋、マスク、フェイスシー

ルドなど）を配布しました。同年 3 月 6 日か
ら PCR 検査が健康保険適用になっていたこ
とも追い風となり、多くの区内医療機関から
PCR検査と発熱外来受付対応の協力を得る
ことができました。

  第Ⅰ期     第Ⅱ期     第Ⅲ期  

板橋区 PCR センターの開設　
2020（ 令 和 2） 年 4 月 28 日、 急 増 する
PCR 検査の需要に対応するため、区は 「板

橋区 PCR センター」を開設しました。センター
の運営は板橋区医師会へ委託し、週に 2 ～
3 日の PCR 検査（検体採取）を実施。区内
医療機関が実施する PCR 検査と合わせて、
1 日 100 件程度の検査ができる体制を整備
しました。この板橋区 PCR センターは 2022

（令和 4）年 3 月31 日まで設置しました。

  第Ⅰ期     第Ⅱ期  

民間検査機関への PCR 検査の委託
区内で採取した感染の疑いのある方の検体
について、当初より東京都健康安全研究セ
ンターへ検査依頼を行っていましたが、検査
数の増加に伴い、結果の判定までに日数を
要していました。そこで、区は、2020（令和 2）

年 5 月 1 日から民間検査機関に検査を委託
することにより、判定に要する日数の短縮を

①	PCR検査
新型コロナ感染症の拡大や医療のひっ迫を防ぐために広く行動制限が施されてき
ましたが、それと同時に、感染の有無を確認できるPCR検査体制の確保が必要とな
りました。新型コロナの感染拡大初期は、感染の疑いのある方は、保健所に紹介
された医療機関でPCR検査を実施する流れでした。その後、新型コロナの感染拡
大が長期化し、区民からのPCR検査実施の要望も高まってきたことから、さらなる
感染の拡大を防止し、区民の不安を払拭するため、新型コロナ患者の早期発見を
目的とした検査体制の拡充が必要となりました。区は検査件数を増加させるため、
PCR検査に関する支援等を実施し、地域の検査体制を強化していきました。

2節 感染拡大防止対策

図りました。これにより、最短で翌日に検査
結果が判定できるようになり、迅速かつ適切
な医療・感染症対策を行うことが可能となり
ました。

  第Ⅲ期     第Ⅳ期  

区の公共施設を活用した
無料 PCR 検査会場を開設　
新型コロナウイルスは変異を重ね、2022（令

和 4）年に入ると感染力の強いオミクロン株
が急拡大しました。この状況に対応するため、
東京都は PCR 検査の無料化事業を開始し
ました。これを受けて区は、都が実施してい
る「PCR 等検査無料化事業」の登録事業
者に対して、新たに区の公共施設を提供する
ことで、区民向けの無料の PCR 検査会場の

拡充に協力しました。板橋区 PCR センター
は 2022 年 3 月 31 日で廃止になり、以後、
区の施設で実施される PCR 検査は、これら
の PCR 検査会場で行われました。
　区と協定を結んだ登録事業者は、川崎重
工業株式会社と株式会社 PROUMED の 2
社。会場は 2022 年 2 月上旬から「高島平
PCR 検査センター（旧高島第七小学校）」、「蓮
根 PCR 検査センター（旧植村冒険館）」の 2
か所で実施し、7 月から「常盤台 PCR 検
査センター（旧板橋土木事務所）」が加わり、「高
島平 PCR 検査センター」は高島平駅西口
自転車駐車場横に会場を変更し実施しまし
た。いずれの検査会場も廃止施設等を活用
し、人の交差などを極力避けることで、検査
を受ける方や近隣住民の安心安全に配慮し
ました。
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・検査日には、検査を実施している旨を記載した看板
をゲートに貼り出すこと
・来所者の交通手段は自動車のみとすること
・検査対象者に対して、検査前及び検査後の周辺
店舗や施設等の立ち入り禁止の徹底を依頼すること
を取り決め、近隣住民の安心・安全に配慮した体制
を整えました。
　板橋区 PCR センターの開設前に、会場となる旧
高島第七小学校では、来所者が検査室へ円滑に移
動するための外周工事を実施。出入り口として指定さ
れていた北門から校庭間の道幅を拡張して車両が通
れるように舗装を改修し、校庭に壁を設置して迷わず
検査室へ向かえる動線を設置するなど、来所者のス
ムーズな移動を実現するための準備を行いました。
　検査室内には、HEPAフィルタ付簡易陰圧室構
造の検査室や、集塵機を設置。防護服で作業する
医師の暑さ対策のため、エアコンを増設しました。検
査室は一方通行とし、室内を汚染区域・準汚染区域・
清潔区域に分けたうえで、それぞれのエリアに立ち入
りできる人を服装で区別するなど、空気の混在やウイ
ルス付着を防止するための管理が行われました。

金を交付。併せて、防護服・手袋・マスク・目の防
護具・検体採取容器など、PCR 検査等で必要とされ
る物品を配布

●	対象期間
実施日が 2020 年 2 月 1 日から2021（令和 3）年
3 月31 日までの検査等が対象

※ PCR 検査体制の拡充という本来目的を達成したため、
2020 年 11 月をもって事業終了

区は急増するPCR 検査の需要に対応するため、「板
橋区 PCR センター」を開設しました。概要は以下の
とおりです。
●	設置期間
2020（令和 2）年 4 月 28 日から2022（令和 4）年
3 月31 日まで
●	設置場所
旧高島第七小学校
●	検査体制
外部と区画した検査室を設け、板橋区医師会の医師
が検体採取を行う。検査結果は、かかりつけ医から
本人に伝えられる。検査結果が陽性となった場合は、
かかりつけ医が保健所に発生届を提出する。
●	予約方法
対象者のかかりつけ医が PCR 検査の必要性を認め
た場合、委託先である板橋区医師会の窓口へかかり
つけ医が電話して予約。
●	開設の流れ
板橋区 PCR センターの開設にあたり、4 月には、高
島平地域センターで町会・自治会長を対象とした説
明会を２回開催しました。その際、
・敷地内の出入りに使用するゲートを1 箇所とすること

2020（令和 2）年 4 月 28 日、板橋区は区内医療
機関が行うPCR 検査等への支援を開始。独自に
PCR 検査等を実施している、または実施予定の医療
機関に対し、支援を行いました。
●	支援内容	
PCR 検査・抗原検査・その他新型コロナウイルス感
染症にかかわる検査実施に対し、実績に基づき支援

板橋区PCRセンターの開設

PCR検査等実施医療機関への支援

第Ⅰ期

第Ⅰ期 第Ⅱ期

第Ⅱ期 第Ⅲ期

会  場
⾼島平PCR検査センター
【旧⾼島第七⼩学校】

蓮根PCR検査センター
【旧植村冒険館】

常盤台PCR検査センター
【教育科学館横 新常盤児童遊園】

⾼島平PCR検査センター
【⾼島平駅⻄⼝⾃転⾞駐⾞場横】

常盤台PCR検査センター
【旧板橋⼟⽊事務所】

場  所 ⾼島平三丁⽬13番3号 蓮根⼆丁⽬21番5号 常盤台四丁⽬14番1号 ⾼島平⼋丁⽬2番1号 常盤台三丁⽬27番1号

事業期間 
令和4年2⽉4⽇〜
令和4年4⽉24⽇（80⽇間）

令和4年2⽉8⽇〜
令和5年3⽉31⽇（417⽇間）

令和4年7⽉21⽇〜
令和5年3⽉31⽇（243⽇間）

令和4年7⽉15⽇〜
令和4年8⽉31⽇（48⽇間）

令和4年2⽉21⽇〜
令和4年3⽉21⽇（29⽇間）

実施時間
〔平・⼟⽇祝〕
11:00〜17:00

〔平・⼟⽇祝〕
9:30〜13:00、14:00〜16:30

〔平・⼟⽇祝〕
10:00〜16:30

〔平・⼟⽇祝〕
12:00〜18:30

〔平・⼟⽇祝〕
11:00〜17:00

受検⽅法 事前予約制・当⽇予約制 事前予約制のみ 事前予約制・当⽇予約制 事前予約制・当⽇予約制 事前予約制・当⽇予約制
総検体（1⽇平均） 4,097件（51件） 23,310件（56件） 13,722件（56件） 6,220件（129件） 1,641件（57件）
陽性件数（陽性率） 349件（8.5％） 1,976件（8.5％） 1,702件（12.4％） 859件（13.8％） 183件（11.2％） 

2022（令和 4）年 2 月から、板橋区は、東京都が都
民を対象に実施する「PCR 等検査無料化事業」の
登録事業者に対して、区の公共施設を提供し、無料
PCR 検査会場の開設に協力しました。開設にあたっ
ては、町会等を対象とした説明会を開催し、PCR 検
査会場の必要性について近隣住民からの理解・協力
を得て各会場を開設しました。
　区と協定を結んだ登録事業者の川崎重工業株式

会社は、高島平 PCR 検査センター（旧高島第七小学

校）・蓮根 PCR 検査センター（旧植村冒険館）・常盤
台 PCR 検査センター（教育科学館横 新常盤児童遊園）・
高島平 PCR 検査センター（高島平駅西口自転車駐車場

横）の 4 会場を運営。もうひとつの登録事業者の株
式会社PROUMEDは、常盤台PCR検査センター（旧

板橋土木事務所）の運営を実施しました。

区の公共施設を活用した無料PCR検査会場

［写真1］高島平PCR検査センター（旧高島第七小学校）

［図1］公共施設を活用したPCR検査センターの実績一覧

［写真2］ 蓮根PCR検査センター（旧植村冒険館）

［写真1］PCR検査センターの入り口 ［写真2］ビニールカーテンで仕切られたHEPAフィルタ付簡易
陰圧室構造の検査室

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
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  第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

感染拡大防止の切り札として、早期からワク
チンが求められ、研究開発が急がれていまし
た。2021（令和 3）年２月14 日に、ファイザー
社製のワクチンが薬事承認され、同月 17 日
から医療従事者などへの先行接種が開始さ
れました。5 月 21 日には、モデルナ社製なら
びにアストラゼネカ社製のワクチンが新たに薬
事承認されました。

ワクチン接種体制の概略
新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の
特例臨時接種として位置付けられ、厚生労
働大臣の指示のもとで期間を指定し、区市
町村を実施主体として開始されました。迅速
かつ確実な接種を実施するため、ワクチンの
分配量・配送・接種実績を全国で一括管
理する必要があったことから、国はクラウド上
に情報伝達・共有を行うシステム「V-SYS（ワ

クチン接種円滑化システム）」を構築しました。こ

のシステム上で、国が都道府県のワクチン分
配量を決定し、都道府県が区市町村の分配
量を、区市町村が各医療機関の分配量を決
定し、各医療機関に配送する─といった
一連の管理が行われました。区は、この国
のシステムを使って、ワクチンの確保・配送・
接種促進・接種実績の報告を行いました。

接種期間と対象
区では、一般住民向けの接種を 2021 年 5
月15 日から実施しました。当初は、2022（令

和 4）年２月末までが接種期間とされていまし
たが、期間延長が繰り返され、2024（令和

6）年 3 月現在の接種期間は、同年 3 月 31
日までとなっています。当初は、16 歳以上を
接種対象として始まりましたが、12 歳以上、
5 歳～ 11 歳と対象を順次拡大し、生後 6
か月以上の乳幼児までを接種対象としていま
す。

②	ワクチン接種
国民全体が感染防止対策の徹底を求められる中、国が主導となり、都道府県と区
市町村が協力して、迅速に多くの国民への予防接種をめざすこととされました。時
期や規模なども全く不確定であった予防接種業務を2、3か月のうちに準備・実施す
ることが全国の区市町村に求められ、これまで他の予防接種では経験したことの無
いスピードによる対応が必要とされる中、板橋区は他の自治体よりも早期に、高い
接種率を達成することができました。ここでは、区を挙げて未知の業務に挑戦して
きたワクチン接種の実施概要と、そこで得られた知見を取りまとめます。

2節 感染拡大防止対策

［板橋区の一般住民向け接種］
・16 歳以上　2021 年 5 月15 日開始
・12 歳以上　2021 年 8 月10 日開始
・5 歳以上　2022 年 2 月25 日開始
・6 か月以上　2022 年 11 月8 日開始

接種回数
当初は２回接種で完了する予定でしたが、
数度にわたる追加接種を実施し、2024 年 3
月31 日までに、最大 7 回までの接種が可能
となっています。

接種の優先順位
初回接種（1・2 回目接種）では、国が優先
順位を定め、医療従事者や高齢者から接種
を開始しました。また、基礎疾患のある方は、
年代を問わず優先接種の対象となりました。

接種費用
国が全額負担するため、自己負担は発生し
ません。（～ 2024/3/31まで）

ワクチン接種体制
ワクチン接種全体の流れは、
・各医療機関・接種会場への分配量の決定
・各医療機関やコールセンターでの予約受付
・配送
・接種の実施
・接種実績の登録
・次のワクチン確保
となっています。

ワクチンの在庫と分配は、国が構築した
「V-SYS」にて一括管理し、区市町村が接
種会場の情報・各医療機関への分配量を

登録し、卸業者が配送結果を登録します。こ
のシステムで、全国的なワクチン分配のコント
ロールが可能となりました。
　また、接種実績を登録するため、デジタル
庁が「VRS（ワクチン接種記録システム）」を構
築し、区市町村と各接種会場に配備しまし
た。個別接種を含む各接種会場では、事前
に配布された専用のタブレット端末を用いて、
接種会場名・接種医師名・使用したワクチ
ン等を登録するとともに、被接種者の接種券
のバーコードを読み込むことで、即座に VRS
に接種記録が登録される仕組みになっていま
す。これにより、リアルタイムでシステムに各個
人の接種記録が反映され、各区市町村の接
種実績を把握できるようになりました。
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板橋区は、接種予約等の相談に対応するため、
2021（令和 3）年 3 月１日に「板橋区新型コロナワ
クチンコールセンター」を開設しました。しかしながら、
国によるワクチンの確保が大幅に遅れたため、実際
の予約受付開始は、同年 5 月のゴールデンウイーク
明けとなりました。

ワクチン接種の予約方法は、コールセンター、インター
ネット、各医療機関で分散して予約を受け付ける体制
を取りました。
1	 各医療機関へ直接予約（電話等）

　大多数の医療機関は、この方法を採用
2	 板橋区新型コロナワクチンコールセンター
 区の集団接種会場と一部の医療機関の予約
　 ・受付時間─ 9 時〜 18 時、週 7 日
　 ・回線数─毎日 60 回線
　  （2021 年 7 月から、平日：60 回線、土日祝：40 回線に）

3	 インターネット（板橋区新型コロナワクチン接種予約サイト）

 区の集団接種会場と一部医療機関の予約

コールセンターは常時 60 回線を設置し、初回接種の
ピーク時（2021 年 5 〜 6 月）にはこれに加え、保健
所地下講堂に 20 回線を設置し、区職員が対応しま
した。

★ 2021 年 5月の予約開始時にコールセンターとインター
ネットで用意した約 4,200 の予約枠は、高齢者を対象者
としたものであることを踏まえ、全体の約３分の１をインター
ネットに、残りの約３分の２をコールセンターに配分しました。
インターネットの予約枠は、予約開始直後に全て埋まりま
した。コールセンターにも申し込みが集中して回線がつな
がりにくい状態が続き、予約枠は当日中に埋まりました。
受付開始当初は、国から区に供給されるワクチンが不足し
ていたため、自衛隊東京大規模接種センターや東京都の
大規模接種会場など、区外の接種会場の利用も積極的
に案内しました。

ワクチン接種の予約体制
第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

超低温冷凍庫の配備
ファイザーワクチンを一定期間保管するには、－ 75℃
の超低温冷凍庫（ディープフリーザー）により保管する必
要があります。この冷凍庫は、希望に基づいて国から
無償提供されており、板橋区では保健所、赤塚・志
村健康福祉センターのほか、集団接種会場や区内医
療機関に計 24 台を配備しました。
　また、モデルナワクチンについては－ 20℃での保
管が必要であるため、別途、冷凍庫が国から提供され、
保健所や区内医療機関に配備しました。

ワクチンの配送体制

配送拠点の整備
各医療機関における個別接種を円滑に進めるため、
超低温冷凍庫を配置した保健所、赤塚・志村健康
福祉センターの 3 か所を、区内医療機関へのワクチ
ン配送拠点としました。配送拠点には冷凍庫のほか、
ワクチンとともに支給される注射針やシリンジ、個別配
送に際しワクチンのバイアル（小瓶）を収納するバイア
ルコンテナや、持ち運びに使用する保冷バッグを、区
が全ての協力医療機関分を購入し、保管しました。

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

発注と配送
各医療機関は、希望する量のワクチンを「V-SYS」
または「板橋区ワクチン受注窓口」を通じて発注しま
す。区は注文を取りまとめ、各医療機関への配分を
決定し、区内 3 拠点から、各医療機関へワクチンを
冷蔵で配送しました。
　早急に優先接種を実施する必要があった医療従事
者向けのワクチンは、区職員が拠点となる病院に出向
いて、小分け・配送業務を病院の職員と協力して実
施しました。区内３拠点からの配送ルートについては、
各拠点から３経路ずつ近隣医療機関への経路を策定
し、計９経路からなる配送網を整備しました。当初は
ワクチン解凍後の冷蔵保管期限が 5日間であったた
め、週 2 回（金曜と翌週月曜）配送しましたが、その後
保管期限が延長されたため、2022（令和 4）年１月
以降は、隔週で配送することとしました。

板橋区におけるワクチン接種は、区内 343 の医療
機関における個別接種と、集団接種会場で実施しま
した。その他に、区外の接種会場も活用したほか、
４区合同で東京ドームに集団接種会場を設置しまし
た。

区内の接種会場
・集団接種会場（12 会場）

・個別接種（区内 343 の協力医療機関）

・高齢者施設・障がい者施設
・職域接種

ワクチン接種の場の確保
第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

区外の接種会場
・自衛隊東京大規模接種センター（大手町）

・東京都の大規模接種会場（都庁等）

・東京ドーム接種会場
　（港区・新宿区・文京区・板橋区の４区合同で実施）

ワクチン配送イメージ

国・東京都

志村
健康福祉センター

赤塚
健康福祉センター

保健所

区内医療機関

冷凍配送
冷蔵配送

冷蔵配送
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1・2回目
接種

3回目
接種

4回目
接種

R4
秋接種～

⾚塚
健康福祉センター

R3.5.15~
R3.8.1

― ― ―

志村
健康福祉センター

R3.5.15~
R3.8.1

― ― ―

中央図書館跡地
R3.5.17~
R3.9.28

⾼島平区⺠館
R3.5.17~
R3.6.30

R4.2.15~
R4.3.29

R4.7.21~
R4.8.29

―

旧板橋第九⼩学校
R3.5.18~
R3.10.31

― ― ―

旧蓮根⾼齢者在宅
サービスセンター

―

志村コミュニティ
ホール

R3.7.5~
R3.8.30

― ― ―

徳丸ふれあい館 ―
R4.2.2~
R4.3.31

― ―

グリーンカレッジ
ホール

―
R4.2.1~
R4.4.28

― ―

仲町地域センター ―
R4.2.7~
R4.4.30

― ―

下⾚塚
地域センター

―
R4.2.9~
R4.3.27

R4.7.22~
R4.8.14

―

東京ドーム
（板橋区枠）

R3.10.4~
R3.11.18

R4.3.3~
R4.5.26

― ―

集団接種会場
運営期間

R4.2.1〜R5.8.31

R3.7.3〜R4.8.28

●	医師会、薬剤師会、区内医療機関
2021 年 5 月から7 月まで、赤塚・志村健康福祉セ
ンター会場で、板橋区医師会が調整した医師・看護
師、板橋区薬剤師会が調整した薬剤師が、予防接
種業務に従事しました。7 月以降、医師会や各医療
機関については、個別接種に注力するため、集団接
種への協力依頼を縮小していきました。

●	フリーランスの医師、看護師
2021 年７月から開設した旧蓮根高齢者在宅サービス
センター会場では、フリーランスの医師・看護師を配
置。以降は、この方法を各会場で採用していきました。

接種機会の充実を図るため、2021（令和 3）年 5 月
15 日から、板橋区が主体となり集団接種を実施しま
した。

会場の確保
接種会場には、区施設を活用しました。中央図書館
跡地や旧板橋第九小学校、旧蓮根高齢者在宅サー
ビスセンターなど、その時点で使用していない施設を
中心とし、その他の会場は、接種のピークに合わせ
て使用しました。

★健康福祉センターや地域センターなどの会場では、土日
を集団接種会場として使用。翌月曜午前中に撤収し、平
日は施設が通常利用され、金曜夕方に再設営という方法
を採用しました。先行きが見通せなかったため、中央図書
館跡地など、運営日時を融通しやすい廃止施設を主軸と
しました。

モデルナワクチン専用集団接種会場の設置
接種開始当初は、ファイザーワクチン接種との混同を
避けるため、モデルナワクチン専用の接種会場を設け
る必要がありました。区では、旧蓮根高齢者在宅サー
ビスセンターと志村コミュニティホールを専用会場とし
て、2021 年７月初めに新規開設することで、モデル
ナワクチンを確保し、既存の集団接種会場と並行し
て接種を推進しました。

★ワクチンは複数の種類が開発され、国が使用を認めた
ワクチンを最大限活用して、接種を進めました。現に、ファ
イザーワクチンの供給が一時途絶えた時も、その状況を
医療機関や区民へ正しく伝え、在庫のあるモデルナワクチ
ンを利用してもらうことで、円滑な接種を継続することがで
きました。

接種の担い手確保
ワクチン接種は、医師もしくは医師の指導のもと看護
師のみが行うことができます。医師が問診を、看護師
が接種を行い、薬剤師が薬液の充填や経過観察な
どの補助業務にあたりました。

集団接種会場の設置と運営
第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

会場運営
接種が始まった 2021 年 5・6 月は、全庁的な応援
体制のもと、各会場に区職員を配置し、受付や誘導・
接種済証の交付を行いました。様々な部署の職員の
経験・知識を取り入れ、効率的で安全な運営のノウ
ハウを短期間のうちに積み上げました。安定した会場
運営を行えるようになった後は、人材派遣を活用し運
営しました。

★区職員による会場運営で蓄積されたノウハウを生かして
人材派遣を活用しながらも、予防対策課職員 1 名を各会
場に配置して、各会場間と保健所の情報共有を密にし、
万全なバックアップ体制のもと運営を行いました。

高齢者施設や福祉園などの障がい者の通所施設、
入所施設に対しては、施設毎に接種希望を取りまと
め、必要な量のワクチンを施設もしくは提携医療機関
へ優先的に配送し、一般住民に先行して 2021 年
4 月20 日から接種を開始しました。

高齢者施設、障がい者施設等での接種
第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

集団接種会場 協⼒医療機関

⾚塚健康福祉センター 板橋区医師会、薬剤師会
志村健康福祉センター 板橋区医師会、薬剤師会
中央図書館跡地 愛誠病院、フリーランス

⾼島平区⺠館
⽇本⼤学医学部附属板橋病院、

⾼島平中央総合病院、
フリーランス

旧板橋第九⼩学校
豊島病院、

⽇本⼤学医学部附属板橋病院

旧蓮根⾼齢者在宅
サービスセンター

フリーランス、
帝京⼤学医学部附属病院、

愛誠病院
志村コミュニティホール 板橋中央総合病院
徳丸ふれあい館 フリーランス
グリーンカレッジホール 愛誠病院

仲町地域センター
帝京⼤学医学部附属病院、
豊島病院、フリーランス

下⾚塚地域センター フリーランス

（令和3年4⽉時点）

施設分類 施設数 ⼊所者数 従事者数

介護⽼⼈福祉施設
（特別養護⽼⼈ホーム）

18 2,112 2,336

介護⽼⼈保健施設 9 1,123 845

介護療養型医療施設・
介護医療院

5 394 383

特定施設⼊所者⽣活介護
（有料⽼⼈ホーム、ケアハウス）

57 2,743 1,948

認知症対応型共同⽣活介護
（グループホーム）

27 404 396

都市型軽費⽼⼈ホーム 7 60 19

サービス付き⾼齢者向け住宅 25 770 394

合計 148 7,606 6,321

［図1］板橋区の集団接種会場とその運営期間

［図2］板橋区の集団接種会場とその協力医療機関

［図1］接種を実施した区内の高齢者施設
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国の方針により、医療従事者は最優先で接種するこ
ととされ、板橋区では、2021（令和 3）年 3 月に超
低温冷凍庫のある病院へワクチンが配送され、先行
して医療従事者の接種を開始しました。
　超低温冷凍庫を配置していない医療機関について
も、4 月中にワクチンを配送し、5 月末までには概ね、1・
2 回目の接種を完了することができたほか、歯科医師・
薬剤師についても、医師会の協力のもと、5・6 月に
1・2 回目の接種を実施することができました。
　また区では、日常生活維持のために不可欠な職種
に従事する、エッセンシャルワーカーへの優先接種も
行いました。５月初旬には、日本大学医学部附属板
橋病院の協力のもと、消防署・救急隊職員への優
先接種を実施しました。このほか、保健所機能を維
持するため、保健所職員に対しても、同年 5 月から
6 月にかけてワクチン接種を実施しました。
　初回接種時には、ワクチン接種に対する地域の負
担を軽減し、接種を加速するため、企業や大学など
において職域単位で接種を実施することが、国から求
められていました。こうした流れの中、区役所が一つの

「企業」として職域単位での接種を実施することも可
能であったため、一般住民接種用とは別にワクチンを
確保し、同年 6 月から9 月にかけて、職域接種を実
施しました。

医療従事者・エッセンシャルワーカー・
職域接種

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

対象 接種者数 所管課

保育園・児童館等 1,911
保育サービス課・
⼦ども政策課

幼稚園 237 学務課

あいキッズ 184 地域教育⼒推進課

⾼齢者施設等従事者 801
介護保険課・
障がいサービス課

清掃事務所等 208 資源循環推進課

区内商店街等 928 産業振興課

オリパラ従事者 61 スポーツ振興課

低層階窓⼝職員 51 ⻑寿社会推進課

合計 4,381

●	2021 年 5月、 6月
予防接種係に兼務職員をさらに追加し、20 名を超え
る職員体制を整備。
●	2021 年 9月以降
接種のピークを越えたこの時期から、順次兼務発令を
解除して人員を縮小。全庁的な兼務発令は 9 月末ま
で、健康生きがい部内の兼務は 10 月末で終了。

感染拡大期
●	2022（令和 4）年 4月
感染者数の拡大に対応するため、「予防対策課」か
ら「感染症事務係」・「感染症相談指導係」を切り
離し、新たに「感染症対策課」を新設しました。
　さらに「予防対策課」内に、従前の「予防接種
係」に加え、「予防接種第二係」を設置し、係長を
含む 11 名に職員を拡充して事業を継続しました。こ
れに伴い、「予防接種担当課長」は解消しました。
　健康生きがい部内の応援職員は、4 回目の接種
実施に合わせ、6 月中旬から約 2 か月間、週替わり
で 1 名が業務に携わりました。

接種準備期
通常時、区で感染症対策を担当する部署は「予防
対策課」となりますが、ワクチン接種に迅速かつ的
確に対応していくため「予防接種担当課長」と「ワ
クチン接種調整担当部長」を新設。人事異動や兼
務対応、全庁的な応援職員などの調整も図りながら、
職員体制を整備していきました。
●	2020（令和 2）年 12月21日
保健所に「予防接種担当課長」を設置。課長 1 名、
兼務職員 2 名、予防接種係 5 名体制に。
●	2021（令和 3）年 1月29日

「ワクチン接種調整担当部長」を設置したうえで、「予
防接種担当課長」を2 名体制に増員。（うち 1 名は、

4 月1 日付で「ワクチン接種担当調整担当課長」に名称変更）

接種実施期
●	2021 年 4月
予防接種係に兼務職員を追加で配属。

職員体制
第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

〇令和 2年 12 月～

予防対策課 管理・精神難病係、公害保健係、
感染症事務係、感染症相談指導係、予防接種係

管理・精神難病係、公害保健係、
予防接種第一係、予防接種第二係

感染症事務係、感染症相談指導係

〇令和 4年 4月～

予防接種担当課長 ※令和 2年度末までは 2人体制
（生活衛生課長、経営改革推進課長がそれぞれ兼務）

※令和 3年 4月～（経営改革推進課長が兼務）ワクチン接種調整担当課長

予防対策課

感染症対策課

［図1］保健所の体制強化に伴う組織改正

★区の施設内の感染リスクを軽減し、区民や関係者の安
心・安全を守るため、一般住民への接種と並行して、区
職員等への接種を実施しました。

［図1］職域接種における接種者数



Ⅱ
章
：
感
染
の
波
を
防
ぐ
／
備
え
る

70 71

ワクチン配送量のきめ細かな調整
新型コロナワクチンは、保存期間等の取り扱い手順
が従来のものより厳密だったほか、当初は供給の見
通しが非常に限定的だったこともあり、各医療機関へ
の配送も、限られた在庫の範囲で行う必要がありまし
た。2021（令和３）年５月上旬までは、各医療機関
が１か月以上前に区へ希望数を注文すると、それ以
上のワクチンを追加で配送することができず、柔軟な
対応が難しい状況が続いていました。
　５月中旬以降、国からのワクチン供給数が増え、
区のワクチンの在庫が全くないという状況ではなくなり
ました。接種を効率的に進めるためには、保健所で
余分な在庫を抱えずに、医療機関に１本でも多く、迅
速にワクチンを配送する必要がありました。そこで区は、
各医療機関からワクチンの注文を受け付けた後に、
接種予約が増えたり接種が予定より早く進んだ場合に
は、配送日の直前まで追加の発注を受け付けることに
しました。各医療機関からは、追加の配送希望の連
絡が日々寄せられ、その度に区職員が配送数の調整
を行いました。このような対応により、国から入荷した
ワクチンは、最短で入荷の翌々日に各医療機関に配
送することができました。

★１本でも多く接種を進めるための日々の積み重ねが、
区全体で接種実績を大幅に増加させることにつながりま
した。

接種の管理システムとワクチン確保
政府の方針として、
・高齢者初回接種を2021年７月末までに完了すること
・全国で 1 日あたり100 万回の接種をめざすこと
が示されました。そのうえで、ワクチン接種のスピード
が速い自治体に、多くワクチンを配分することとされま
した。具体的には、VRS に登録した接種回数を基に、
接種実績が大きい自治体（＝手元に残っているワクチンの

在庫が少ない自治体）に対し、次回以降のワクチンをよ
り多く配分するという方策が採られました。そのため、
区内医療機関では、接種実績の VRS への登録を接
種当日に行うことを徹底し、接種記録を遅れることなく
反映させました。
　また、接種開始当初の 2021 年 3 月から5 月に
先行して接種した医療従事者用の予診票にはバー
コードがついておらず、VRS の専用タブレット端末で
読み取るのではなく、予診票を１枚ずつ見ながら、行
政専用のインターネット回線を経由して登録する必要
がありました。区では、保健所へ日毎に提出される予
診票の手入力業務を行い、２か月ほどで約３万人（約

６万回接種分）の医療従事者分の接種記録を登録しま
した。

　★接種記録をリアルタイムで国のシステムに登録すること
で、区の接種が順調に進んでワクチンの在庫が減ってい
る状況を国に正確に伝えることができ、必要なワクチンを
追加で確保することができました。

ワクチン供給と分配
第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

事者への接種を開始しました。2022（令和 4）年 1
月中旬から高齢者の接種を開始し、2・3 月に接種の
ピークを迎えました。

4回目接種
2022 年 4 月に概要が示され、5 月から高齢者と基
礎疾患のある方への接種を開始しました。7 月下旬
に予約希望数がピークを迎え、9 月以降、区の集団
接種会場を中央図書館跡地の 1 会場としました。

5 回目接種
2022 年 9 月、新型コロナウイルス変異株にも対応
した 2 価ワクチンが薬事承認され、このワクチンを使
用した 2022 年秋接種を開始しました。季節性イン
フルエンザとの同時流行が懸念されたことなどにより、
10 月後半から12 月中旬まで、予約枠がすぐに埋ま
る状況が続きました。

1・2回目接種
2021（令和 3）年 5 月のゴールデンウイーク明けに、
75 歳以上を対象に接種券を発送して予約を開始し
ましたが、ワクチン供給量が少ない中、接種希望は
非常に多く、予約が困難な状況がしばらく続きました。
その後、モデルナワクチンを含め次第にワクチンの供
給量が増加し、接種可能数が増加したことなどにより、
6 月中旬以降は、順調に接種実績を積み重ねること
ができました。
　この時期に、板橋区では東京 23 区でもトップクラ
スの接種率を達成するとともに、当初目標の高齢者
への接種を、7 月末までにおおむね完了することがで
きました（高齢者接種率：約 82％）。
　その後も 10 月中旬までは、予約枠がすぐに埋まる
状態が続きました。

3 回目接種
2021 年 9 月末に概要が示され、12 月から医療従

接種実績
第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

接
種
回
数（
月
毎
）

接
種
回
数（
累
計
）

0

1回目

R3.5 R3.6 R3.7 R3.8 R3.9 R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10 R4.11 R4.12 R5.1 R5.2 R5.3

2回目 3回目 4回目 5回目 累計
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［図1］板橋区における接種回数の推移
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  第Ⅰ期  

学校は一斉臨時休業、
イベントは相次いで中止
感染拡大の初期段階であった 2020（令和

2）年 2 月下旬に、政府は感染拡大の予防
的措置として、不特定多数の人が集まるイベ
ントの開催中止、公共施設の利用停止、学
校の臨時休業などの要請を出しました。板橋

区でも区立小学校・中学校・幼稚園は休業
［p.80 参照］、屋内スポーツ施設などは利用休
止とし、毎年 3 月に開催される板橋 City マ
ラソンなど、全ての区主催イベントは原則中
止となりました［p.82 参照］。また、文化会館等
で開催予定の講座や公演などの多くも、中
止あるいは延期となりました。
　一方で、企業などにおけるテレワークの普
及が進んでいなかったことから、保育園は引
き続き開園（感染者が出た場合は保健所との協

議により休園）し、あいキッズ（板橋区版放課

後対策事業）は小学校低学年の児童を対象

に限定して開所［p.80 参照］するなど、子育て
支援サービスの一部は継続。また、図書館
では予約した資料の受け取りや返却のみ実
施するなど、サービスを限定しながら開館し
た施設もありました。
　区役所は通常通り開庁しましたが、年度
末の繁忙期にあたり、ソーシャルディスタンス
確保のサイン表示を行うとともに、距離を確
保した待合椅子等の配置、執務室や待合ス
ペースの定期的な窓開け換気などを実施。ま
た、区公式ホームページに「区役所に来庁
せずにできる手続きについて」のページを作
成するなど、来庁者数を抑える取組も実施し
ました。
　3 月下旬には、都が同年夏に開催予定で
あった「東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会」の延期を発表。区でも、第
61 回いたばし花火大会（5/23 開催予定）の

③	行動制限
第I・Ⅱ期では、感染者数が増え、医療ひっ迫の可能性が高まるごとに、政府は都道
府県単位で「緊急事態宣言」の発出や「まん延防止等重点措置」の適用を実施しま
した。集団感染のリスクを高めるとされた、3つの「密」（密閉・密集・密接）の回避が呼
びかけられ、東京都では施設使用やイベント開催の制限、飲食店への営業時間の
短縮、外出自粛の要請による人流の抑制が行われました。しかし、ワクチン接種や
PCR検査の体制が拡充した第Ⅲ期以降は、感染拡大防止と社会経済活動の両立に
向けた動きが加速し、重症化リスクのある高齢者などへの感染防止に重きを置いた
対策へとシフトしました。

2節 感染拡大防止対策

中止を決定しました。

初の緊急事態宣言。
徹底した人流抑制
様々な感染拡大防止策を講じたにも関わら
ず、国内の感染者数は急激に増加し、国は
4 月 7 日、都を含む 7 都府県を対象に、初

の 「緊急事態宣言」 を発出［p.78 参照］。人
と人との接触の「最低 7 割、極力 8 割削減」
をめざし、テレワークの推進などによる外出
の自粛、ライブハウスやスポーツジム、劇場、
大型商業施設等の幅広い業種・施設への
休業、飲食店への時短営業の要請など、徹
底的な人流抑制が図られました。
　区でも美術館や教育科学館、郷土資料館
などの区内のほぼ全ての施設が休館。感染
者数が徐々に減少すると、5 月 25 日に緊急
事態宣言は解除され、公共施設や学校の利
用が段階的に再開されました。
　イベントの実施に関しては都が開催基準を
示し、徐々に人数制限が緩和されていきまし
た。区の文化会館などでも、6 月中旬から、
講座や公演などが客席定員を制限のうえで
再開されるようになった一方で、毎年秋に開
催していた板橋区民まつり・板橋農業まつり
は、不特定多数の人の来場が見込まれ、来
場者や出店者等の安全確保が困難であるこ
とから、中止を決定しました。

感染防止対策と社会経済活動の
両立を模索
6 月中旬には、都道府県をまたぐ移動の自
粛要請が全国的に緩和され、国による新型
コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」
の運用も開始。「ウィズコロナ」時代に向け、

感染予防と社会経済活動を両立する「新し
い生活様式」の実践例が示される中、一時
は平均 5 割を超えていた企業のリモートワー
ク実施率は縮小傾向となり、都の飲食店へ
の営業時間短縮要請も取りやめになりまし
た。7 月下旬からは、国が国内観光の需要
を喚起する「Go To トラベル事業」を開始し
ました。
　しかし、緊急事態宣言の解除に伴うリバウ
ンドにより、感染の第 2 波のピークが到来。
緊急事態宣言は発出されず、都による酒類
を提供する飲食店などへの時短営業、都外
への旅行や帰省の自粛要請にとどまりました
が、東京 2020 大会で盛り上がるはずであっ
た夏休みシーズンは、大きな賑わいもなく過
ぎ去りました。
　9 月に入り第 2 波の収束が見えてくると、
徐々にイベント開催の規制緩和が進み、10
月からは国が飲食業・農林水産業の需要を
喚起する「Go To Eat キャンペーン事業」を
開始。区では、板橋区民まつり・板橋農業

まつりの代替事業 「お届け！板橋うまいもん

マルシェ」［p.83 参照］や、観光アプリによる非
接触型イベント「ぐるっと板橋スタンプラリー」

［p.115 参照］を開催しました。

  第Ⅱ期  

2回目以降の緊急事態宣言では、
行動制限を緩和
2020（令和 2）年 11 月上旬から、新規感
染者数は全国的に増加傾向となり、都は 11
月末から酒類を提供する飲食店などへの時
短営業の要請を再開するとともに、「Go To 
Eat キャンペーン事業」を一時停止し、都民
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向け旅行支援「もっとTokyo」の新規予約
も停止しました。12 月中旬には、国も「Go 
To トラベル事業」の一時停止を決定しまし
たが、年末年始にかけての行事・会食・帰
省の増加などにより第 3 波のピークが到来。
年明けの 2021（令和 3）年 1 月 7 日には、
都を含む 4 都県に2 回目の緊急事態宣言（～

3/21）が発出されました［p.78 参照］。
　1 回目と比較すると行動制限は緩和され、
多くの飲食店・施設では感染対策を徹底し、
営業時間短縮などサービスを縮小しながら
営業・開館が続けられました。区では、毎
年 3 月に開催している板橋 City マラソンを、

参加者が各自で自由にコースを設定し、 ア

プリで走行距離を計測するオンライン形式

で開催［p.82 参照］。また、同月には、医療従
事者などを対象としたワクチン接種がスタート
しました。

ほぼ途切れなく続いた
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置
3 月 21 日の緊急宣言解除直後は、年度替
わりの時期にあたり、繁華街や花見の名所
等で多くの人出があったことなどにより、新規
感染者数が再び急増。従来よりも感染力の
強いアルファ株との闘いとなった第 4 波が到
来し、4 月 12 日には都が「まん延防止等重
点措置」の対象となりました。25 日には 3
回目の緊急事態宣言（～ 6/20）に切り替わり、
区内の図書館や美術館、体育館などの施設
は再び休館となりましたが、それ以降のまん
延防止等重点措置（6/21 ～ 7/11）、重症化
リスクの高いデルタ株との闘いとなった第 5 波
による 4 回目の緊急事態宣言（7/12 ～ 9/30）

では、区内の多くの施設が時間短縮などサー

ビスを縮小しながら開館しました。
　また、1 年の延期を経て東京 2020 大会
が開催されましたが、開催期間中は「この夏、
最後の STAY HOME」の呼び掛けのもと外
出自粛が要請され、ほぼ無観客での開催と
なりました。2021 年の東京都は、年明けか
ら秋口まで、ほぼ途切れることなく緊急事態
宣言の発出、あるいは、まん延防止等重点
措置の必要がある事態に。一方で、ワクチ
ン接種は夏から秋にかけて広く行き渡ってい
き、10 月 25 日、前年 11 月より続いていた
飲食店への時短営業要請が約 11 か月ぶり
に解除されました。

  第Ⅲ期  

ワクチン接種や PCR 検査が普及。
行動制限は撤廃へ
2021（令和 3）年 11 月上旬に、都による

「TOKYO ワクションアプリ」の運用がスター
トしました。スマートフォンでワクチン接種記録
を提示すると、まちなかの飲食店などで特典
等を利用できるサービスで、11 月末の時点
で、都における 2 回目のワクチン接種率は 8
割以上に達しました。区では、いたばし花火
大会や板橋区民まつり等のイベントは引き続
き中止となりましたが、非接触型イベントや、
感染防止対策を講じた代替イベントを開催。
また12月には、都が「PCR検査無料化事業」
を開始し、都民が不安を抱えることなく帰省
や旅行、イベント参加ができるよう、検査体
制が拡充されました。
　しかし年明けには、オミクロン株の急速な
拡大による第 6 波が到来。2022（令和 4）

年 1 月半ばには、全国の新規感染者数が

過去最多を更新する一方で、重症者数は第
5 波のピーク時よりも少なく、緊急事態宣言
は発出されませんでした。
　都は、再びまん延防止等重点措置（1/21

～ 3/21）の対象となり、飲食店に時短営業
を要請。これが最後の措置・要請となりま
した。第 6 波が収束に向かう中、3 年ぶり
にほぼ行動制限のないゴールデンウィークを
迎え、都の「リバウンド警戒期間」（3/22 ～

5/22）の終了をもって、飲食店への人数制
限要請は原則撤廃されました。

  第Ⅳ期  

3年ぶり、 行動制限のない
夏休み・年末年始
2022（令和 4）年 6 月、国は外国人観光客
の受け入れを約 2 年ぶりに再開し、都も「もっ
とTokyo」を再開しました。7 月に入ると、
オミクロン株 BA.5 による第 7 波のピークが
直撃し、全国における 1 日の新規感染者数
が 20 万人を超える日が続きました。しかし新
たな行動制限は行われず、濃厚接触者に求
められる待機期間は、従来の原則 7 日間か
ら 5 日間に短縮されました。3 年ぶりの行動
制限のない夏休みを迎え、お盆休み中の帰
省者等が大幅に増加。爆発的な感染拡大が
ようやく落ち着いた 10 月には、「Go To トラ
ベル事業」に代わる「全国旅行支援」が始
まり、区でも、板橋区民まつりや 11 月には
板橋農業まつりが、十分な感染対策を講じ
た上で 4 年ぶりに開催されました。その後、
間もなくインフルエンザとの同時流行となった
第 8 波のピークが到来しましたが、3 年ぶり
の行動制限のない年末年始を迎え、人流は

新型コロナの流行後、最も高い水準に達しま
した。
　「ポストコロナ」時代に向けて、2023（令和 5）

年 1 月、国は新型コロナの感染症法上の位
置付けを、同年 5 月8 日に季節性インフルエ
ンザ並みの 5 類に引き下げる方針を決定し
ました。イベントの収容人数の上限も撤廃さ
れ、満員でも「声出し」が可能に。2 月には、
マスクの着用を 3 月 13 日以降は個人の判断
に委ねる方針を決定しました。区では 4 年ぶ
りに、従来通りの 2023 板橋 City マラソン（3

月）、第 64 回いたばし花火大会（8 月）を開
催しました。



Ⅱ
章
：
感
染
の
波
を
防
ぐ
／
備
え
る

78 79

緊急事態宣言／まん延防止等重点措置

感染拡大防止対策の強化のため、2020（令和 2）

年２月25 日、政府は「新型コロナウイルス感染症対
策の基本方針」を示しました。その後、3月13日には、
新型コロナを新型インフルエンザ等特別措置法（以

下、特措法）の対象に加える改正法が成立。これによ
り、政府が「緊急事態宣言」を発出し、都道府県
知事が外出の自粛や学校の休業、多くの人が集まる
施設の使用制限などの要請・指示を行うことが可能と
なりました。また、感染症の全国的かつ急速なまん延
を抑えるための緊急事態宣言（都道府県単位）に対し、
特定地域のまん延を抑えるための制度「まん延防止
等重点措置」（市町村単位）が、2021（令和 3）年 2
月13 日施行の改正特措法で新たに導入されました。
　1 回目の緊急事態宣言は、2020 年 4 月7 日（〜

5/25）に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵
庫、福岡の 7 都府県に発出され、その後、4 月16
日には対象が全国へと拡大しました。当初、緊急事
態宣言の発出は、感染状況や医療提供体制などを
判断基準とし、学校の一斉休業に加え、出勤や通院、
食料の買い出しなど生活の維持に必要な場合を除い
て外出は原則自粛、飲食店や喫茶店等は時短営業、
カラオケボックスやスポーツクラブ・パチンコ店・映画
館、一定の床面積を超える美術館等の施設には休
業が要請されるなど、厳しい行動制限となりました。
　一方で、2021 年 1 月 8 日からの 2 回目の緊急
事態宣言（〜 3/21）では、学校や施設の休業は求め
られず、飲食店等は午後 8 時までの時短営業（酒類

提供は午後 7 時まで）とされ、外出は午後 8 時以降の
自粛要請にとどまりました。2021 年 11 月以降、緊
急事態宣言の発出またはまん延防止等重点措置の
適用は、医療のひっ迫度合いを示す病床使用率など
を目安に判断されることとなり、2022（令和 4）年 1
月21 日〜 3 月21 日のまん延防止等重点措置が最
後の適用となりました。

第
Ⅲ
期

第
Ⅰ
期

第
Ⅱ
期

リバウンド防止措置

オミクロン株の急速
拡大に伴う緊急対応

2020
（令和2） 都

国

都

第1回緊急事態宣言

第1回緊急事態宣言（延長）
STAY HOME 週間

第2回緊急事態宣言
東京アラート発動6/2

第2回緊急事態宣言（延長）
第2回緊急事態宣言（再延長）
まん延防止等重点措置
第3回緊急事態宣言5/11
第3回緊急事態宣言（延長）5/31

6/20 第3回緊急事態宣言（再延長）
まん延防止等重点措置
第4回緊急事態宣言－
第4回緊急事態宣言（延長）－

4/7 5/6－
4/25 5/6－

5/25－
－ 6/11

3/7

4/24

1/8 － 2/7
－
3/21－

4/12 －
4/25 －

－
－
－6/21 7/11

7/12 8/22
9/12
9/30 第4回緊急事態宣言（再延長）－

10/1 －10/24
基本的対策徹底期間10/25－ 1/10

1/11 － 1/20

まん延防止等重点措置－1/21 3/21
リバウンド警戒期間3/22 － 5/22

国

国

国

国

国

国

都

都

都

都

措置等期間

2021
（令和3）

2022
（令和4）

［図1］行動制限に関する対応措置要請（対象：東京都）

［図2］緊急事態宣言における要請の違い（対象：東京都）

国
生活や健康の維持のために
必要な外出以外は自粛

第1回（2020）

飲
食
店

学
校

外
出

特に午後8時
以降の不要不急の
外出は自粛

小・中学校、高校等は休業。
大学は施設使用停止 休業は要請せず

午前5時から午後8時までの
時短営業を要請。
酒類の提供は午後７時まで

遊興施設や運動・遊技施設、
劇場、集会・展示施設、学習
施設、商業施設（生活必需品の
小売関係等以外）等は休業を要請

そ
の
他
施
設

イ
ベ
ン
ト

中止あるいは延期を要請

同じ

▶

▶

▶

▶一部の施設に時短営業を要請

▶
上限5,000人かつ
収容率の上限50％
に制限

第2回（2021）

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

事業者への休業・営業時間短縮要請

2020（令和 2）年 4 月 10 日、緊急事態宣言下の
東京都は、特措法に基づき、人の密集状態が発生
する恐れのあるイベントなどの開催自粛や、一定の規
模を超える各種施設の使用停止を要請しました。社
会生活を維持するうえで必要な施設については、適
切な感染防止対策への協力を要請し、飲食店等には、
これに加えて夜 8 時までの営業時間短縮を要請。ま
た、都の休業要請及び時短営業要請に協力した事
業者に対し、協力金や支援金を支給しました。
　5 月下旬、都は「感染症防止と経済社会活動の
両立を図ること」、「新しい日常」の定着を目的として、
新型コロナを乗り越えるためのロードマップを策定しま
した。感染状況を踏まえながら段階的に施設への休
業要請を緩和していくにあたり、事業を再開する事業
者の感染防止対策を徹底するため、「事業者向け東
京都感染拡大防止ガイドライン」を併せて策定。そ
の後、5 月25 日に緊急事態宣言が解除され、徐々
に行動制限が緩和されていく中で、6 月中旬からは、
同ガイドラインの徹底に取り組んでもらうことを目的に、
都が業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を
実施した事業者に対して「感染防止徹底宣言ステッ
カー」を発行［写真 1］。店舗等で掲示し、感染防止
対策を適切に実施していることを宣言することで、利
用者が安心して利用できるようにしました。そして、緊
急事態宣言解除から3 週間以上が経った6月18日、
飲食店等に対する時短営業要請が解除されました。

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置がほぼ途切
れなく続いた第Ⅱ期では、約 11 か月にわたり、飲食
店等への時短営業要請が継続しました。3・4 回目
の緊急事態宣言期間中は酒類提供に禁止要請が出
た一方で、2021（令和 3）年 3 月に都は、飲食店

［写真1］区役所内店舗に掲示した「感染防止徹底宣言ステッ
カー」

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

に感染防止対策の徹底に向けた旗振り役として「コ
ロナ対策リーダー」を置き、利用客にも感染防止マナー
を促す事業を開始するなど、感染防止対策と社会経
済活動の両立が図られました。
　第Ⅲ期における飲食店等への時短営業要請は、
2022（令和 4）年 1 月 21 日からのまん延防止等重
点措置期間中のみで、それ以外は都が飲食店等に
対し、1グループあたりの人数や滞在時間を制限する
等の協力を要請。そして、5 月 22 日の「リバウンド
警戒期間」終了をもって、すべての制限が解除となり
ました。
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［写真1］「あいキッズ」では、感染拡大防止対策を徹底しなが
ら、学校の休業期間中も開所

［写真2］貸出機（Windowsタブレット）と特別授業として配信
された動画「たのしい音読」

学校の一斉臨時休業と再開
第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期

一斉臨時休業
2020（令和 2）年 2 月27 日、政府は全国の小・中
学校に対して臨時休業要請を発表し、板橋区では翌
28 日、3 月2 日の午後から春休みを挟んだ 4 月5 日
まで、区立幼稚園、小・中学校の臨時休業を決定
しました。休業中は、各学校が家庭で学習できる課
題の指示を出し、週 1 回以上の電話や家庭訪問等
により、児童・生徒の家庭学習や心身の健康状況を
把握し、必要な支援を行うこととしました。ただし、保
護者のやむを得ない事情等により自宅で過ごすことが
困難な子ども（主に小学校 1 〜 3 年生や特別支援学級等

に在籍・通級している児童・生徒）は、健康・安全を第
一にしつつ、感染防止策を講じたうえで、学校にて支
援を実施できる体制を整えました。また、状況に応じて、
教育支援センターや板橋区子ども家庭支援センターと
連携を図る体制をとりました。

あいキッズ
区内の全区立小学校（51 校）で実施している「あいキッ
ズ」は、子どもたちが校庭や体育館等で一緒に自由
遊びや体験交流活動などを行う、区の放課後対策事
業です。感染拡大防止の観点を踏まえつつ、保護
者が就労等により昼間家庭にいない児童の居場所確

保のため、学校の休業期間中も開所しました。［写真 1］

学校再開の延期
4 月 1 日、学校再開に向けて準備が進む中、東京
都が感染状況を踏まえて都内の学校に再開の延期を
要請。ゴールデンウィーク明けまで臨時休業を延長す
ることになりました。一方で、入学式・始業式等は実
施することとしましたが（小学校は 4/6、中学校は 4/7、

区立幼稚園は 4/10 に入学・入園式を予定）、4 月 7 日に
政府が 1 回目の緊急事態宣言を発出。中学校の入
学式は中止、幼稚園の入園式は延期となりました。
また、学校の長期休業による生活習慣の乱れ、学
習の遅れ、居場所の確保等の課題に向けて、希望
する児童・生徒が限定的ながらも学習や運動する機
会を持てるようにしました。

家庭でのオンライン学習支援
4 月 3 日、区教育委員会は、臨時休業となった
小・中学校の児童・生徒に向けて、動画配信サイ
ト「YouTube」を活用して特別授業の配信を開始し
ました。第 1 弾は、大東文化大学の山口謠司教授
による「たのしい音読」を配信。また、5 月からは長
期休業に対応するため、学校ごとに YouTube チャン
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［写真4］2021年以降は、感染症予防ガイドラインに沿い、内
容や方法を工夫しながら学校行事を実施

［写真3］学校再開後も一定期間は人数や時間を限定する
「分散登校」を行うなど、段階的に教育活動を再開

ネルを開設し、オンライン授業を実施しました。教科・
単元ごとに 10 分以内の動画を、区内の学校で分担
して作成し、配信された動画を見ながら課題に取り組
めるようにしました。併せて、高校受験を控える9 年
生（中学 3 年生）に対して、オンライン学習機会を確
保するため、Windowsタブレットとモバイル Wi-Fi ルー
ターの貸出を行いました。［写真 2］

学校及び行事の段階的な再開
緊急事態宣言の延長に伴い、学校の臨時休業はさ
らに延長となり、5 月7 日からは家庭での学習に新学
年の教科書に基づく課題を加え、5 月 18 日からは、
希望する児童・生徒を対象に、学校における学習支
援を実施。5 月 25 日の緊急事態宣言解除に伴い、
6 月1 日から段階的に授業や給食、行事、部活動な
どを再開しました。［写真 3］

　再開後の教育活動に際しては、教育委員会が国
の学校再開ガイドライン及び都の感染症予防ガイドラ
インを踏まえて、「板橋区立幼稚園・小中学校感染
症予防ガイドライン」を作成。以降、国や都の動向
及び区内の感染状況等に合わせて、適宜改訂を行
いました。令和 2 年度に関しては、3 密の状況回避
のため、宿泊行事、運動会、音楽会、学芸会など

は中止になりました。10 月及び 2021（令和 3）年 1
月にはガイドラインを改訂。行事等は 3 密の状況を回
避し、内容や方法を工夫すれば実施可能となり［写真

4］、令和 2 年度の卒業式及び令和 3 年度の入学
式は、2 回目及び 3 回目の緊急事態宣言の合間に
規模を縮小して実施されました。公共交通機関による
移動を伴う校外学習も、当初は実施が見送られました
が、2021 年以降は、感染状況次第で、感染症予
防対策を十分に講じたうえで実施可能になりました。し
かし、都が繰り返し緊急事態宣言やまん延防止等重
点措置の対象となり、学校行事や日帰り校外学習な
どを再開できたのは、行動制限が緩和された第Ⅲ期の
頃でした。
　また、マスクの着用に関しては、当初は飛沫感染
防止の徹底のため着用を励行し、マスクを外す場面
では発話しないこと、着用している場面でも一定の距
離を確保することを基本方針としました。第Ⅳ期の頃
には、熱中症などの健康被害の恐れがある場合は身
体的距離を確保してから外すように指導し、メリハリの
あるマスクの着用の励行へとシフトしました。

第Ⅳ期
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板橋 City	マラソンONLINE
2020（令和 2）年は開催中止となった「板橋 City マ
ラソン」ですが、2021（令和 3）年は 2 回目の緊急
事態宣言下、オンライン形式に切り替えて開催されま
した。参加者はWebでエントリー後、各自で自由にコー
スを設定し、GPSランニングアプリ「TATTA」によ
り走行距離を計測。タイムを競う大会とはせず、開
催期間中（3/1 〜 21）に累積距離 42.195km 以上
走った参加者を完走とし、開催期間終了後に参加賞
や抽選による特典を配付しました。新しい生活様式に
おける走る機会の提供、参加資格拡大等による健康
増進のための取組の推進、自然豊かな荒川の魅力
発信にも一役買い、まん延防止等重点措置下であっ
た 2022（令和 4）年もオンライン形式で開催（3/1 〜

21）。「スタンダードコース（42.195km 完走チャレンジ）」
のほか、累計で何 km 走れるかを競う「フリーコース（限

界突破チャレンジ）」も設けました。［図 1］

	 	実	績		 2021 年（オンライン開催）参加者数：1,828 人／
2022 年（オンライン開催）参加者数：1,169 人（完走チャ
レンジコース 909 人、限界突破チャレンジコース 260 人）／
2023 年（通常開催） 参加者数：8,926 人

いたばし産業見本市Online
毎年 11 月に開催される、製造業を中心とした区内
企業等が優れた製品や技術をPR する「いたばし産
業見本市」。2020 年の第 24 回は、Web 上でのオ
ンライン見本市として開催しました（11/12 〜 18）。仮
想空間的デザインの特設ページ上で、出展された製
品写真や動画を閲覧できるだけでなく、出展者との名
刺交換や、リアルタイムでのビデオチャットなど、情報
交換や商談を行えるようにしました。翌年以降は会場

（植村記念加賀スポーツセンター）とオンラインのハイブリッ
ド開催としています。［図 2］

		実	績		 2020 年（オンライン開催）出展者数：89 社・団体、
来場者数：延べ 2,056 人（11/12 〜 12/18）／ 2021 年（ハ

［図1］毎年3月に開催している板橋Cityマラソンは、荒川の豊
かな自然の中、河川敷を利用したフラットで走りやすいコース

（日本陸上競技連盟公認／世界陸連認証）が魅力

［図2］出展企業ブースではオンライン名刺交換やビデオチャッ
トなどの機能を使用して、出展者との情報交換が可能。終了
後も約1か月（11/19〜12/18）はアーカイブとして運用し、製品
写真や動画の閲覧、コールバックにより、商談機能の一部を
実施した

板橋区主催イベント運用
第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
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［図3］板橋の名物や交流都市の特産物を4〜5品程度詰め合
わせたセット全11種をお手頃価格にて、インターネットで販売

（10/19〜11/15）

［写真1］区役所本庁舎正面ロータリーなどに、区民まつり出
店団体など約20ブースが出店。販売物は容器包装された飲
食物やグッズ等とし、その場での飲食は不可とした

［写真2］赤塚庁舎１階ギャラリーにて、新鮮な農産物の直売会
を実施。交流自治体による農産物の販売も行われた

イブリッド開催）／出展者数：62 社・団体（会場開催＋オン
ライン出展）、26 企業・団体（オンライン出展のみ）、来場者数：
1,081 名（会場、11/11、12）、アクセス数：42,148PV（11/1
〜 30）／ 2022 年（ハイブリッド開催）出展者数：70 社・
団体（会場開催＋オンライン出展）、27 企業・団体（オンラ
イン出展のみ）来場者数：1,548 名（会場、11/10、11）、
アクセス数：39,458PV（11/1 〜 30）

板橋区民まつり・板橋農業まつりの
代替事業
板橋区の秋の風物詩、板橋区民まつり・板橋農業
まつりの代替事業として、2020 年に開催したオンラ
イン物産展「お届け！ 板橋うまいもんマルシェ」では、
特設ページにて、板橋の名物や、区民まつりに例年
出店している交流都市の特産物など、選りすぐりの逸
品の詰め合わせを販売しました。［図 3］

　2021 年は、オンライン物産展「 杉浦太陽印
の！ 全国うまいものマルシェ in いたばし」（11/1 〜

2022/1/31）のほか、十分な感染対策を講じた上で、
区役所本庁舎及び周辺で「板橋区民ふるさとマル
シェ」（11/11 〜 13）、赤塚支所で「いたばし野菜 秋
のマルシェ」（11/13、14）を開催。ふるさとマルシェでは、
区内の名店や、区に縁のある都市の名店などが多数
出店し、秋のマルシェでは、区内産農産物の販売や
農業まつり恒例の「野菜宝船」の展示、子ども向け
の大根・人参収穫体験なども行いました。［写真 1、2］

	 	実	績		 2020 年 お届け！板橋うまいもんマルシェ（オンライン
開催）出展者数：38 団体、販売数：706 セット／ 2021 年 
杉浦太陽印の！全国うまいものマルシェ in いたばし（オンライン
開催）出展者数：33 団体、アクセス数：延べ 3 万 4,314 人、
販売数：5,394 点／ 2021 年 板橋区民ふるさとマルシェ（区
役所本庁舎及び周辺）出展者数：23 団体、売上：450 万
円／ 2021 年 いたばし野菜 秋のマルシェ（赤塚支所） 出展
者数・販売数：板橋区 5 名・795 点、深谷市・187 点、木
島平村・170 点／ 2022 年 板橋区民まつり（縮小開催）来
場者数：41 万人／ 2022 年 板橋農業まつり（通常開催）
来場者数：8 万 4,000 人
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広 報

2020年10月31日時点

●新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先
・健康面／新型コロナ健康相談窓口
・臨時福祉商品券／コールセンター
・板橋区コロナ対策案内電話センター

●新型コロナウイルス感染症を乗り越えるために
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）につ

いて
・新しい生活様式について
・こころの相談のご案内
・こころと生活の相談窓口（新型コロナウイルス感染症

関連情報）

●区内施設、学校等における感染症患者の発生
について
・区職員及び区内施設、学校等における感染症患者

の発生について

●新型コロナウイルス感染症情報（区内患者数など）
●生活・営業を支えるための支援（給付・貸付など）
●区施設・窓口・イベント情報

2020年8月7日時点

●新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先
・特別定額給付金／板橋区特別定額給付金専用ダイ

ヤル
・小規模企業者等緊急家賃助成／板橋区緊急家賃助

成事業コールセンター
・区内中小企業者／経済産業省給付金等（持続化／

家賃支援）申請個別相談会窓口
・健康面／新型コロナ健康相談窓口
・板橋区コロナ対策案内電話センター

●新型コロナウイルス感染症を乗り越えるために
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）につ

いて
・新しい生活様式について

●区内施設、学校等における感染症患者の発生
について

●板橋区役所に勤務する職員の感染について

●新型コロナウイルス感染症情報（区内患者数など）
●生活・営業を支えるための支援（給付・貸付など）
●区施設・窓口・イベント情報

2021（令和3）年2月1日時点

●新型コロナウイルス感染症について
●新型コロナウイルスワクチンの住民接種情報
●新型コロナウイルス感染症を乗り越えるために
・今冬の新型コロナウイルス感染症対策について
・新型コロナウイルス感染症患者と接触のあった方へ
・生活にお困りの方への支援
・中小企業・小規模事業者への支援

●区内施設、学校等の感染症患者の発生状況
・区職員及び区内施設、学校等における感染症患者

の発生について

2021年4月1日時点

●新型コロナウイルスワクチン接種情報
●板橋区新型コロナ健康相談窓口

●保健所からのお知らせ ●区内感染状況
●ワクチンの住民接種情報 ●支援・相談情報
●区施設・イベント情報

2020（令和2）年4月30日時点

●特別定額給付金に関するお知らせ
●新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先
・板橋区コロナ対策案内電話センター
・新型コロナ受診相談窓口

●緊急事態宣言について
・ゴールデンウィークに向け、人との接触を減らしましょう
・緊急事態宣言が延長されました

●新型コロナウイルス感染症情報（区内患者数など）
●生活・営業を支えるための支援（給付・貸付など）
●区施設・イベント等の情報（休館・休止など）

板橋区では、感染拡大の早期から、区公式ホームページに新型コロナ感染症関連情報の特設ページを
設け、区民への情報発信を行いました。

広報の取組①

板橋区公式ホームページ／
新型コロナ関連情報特設ページ
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広報いたばし	（総合情報版・臨時号・特集号）

「新型コロナウイルス感染症に注意しましょう」
2020（令和2）年4月11日号

3密回避・せきエチケットなどの感染対策、区長メッセージな
どを掲載

「特別定額給付金特集号」
2020年5月30日発行

特別定額給付金の申請受付開始に伴い特集号を発行。申請
手続きの流れやQ&A、給付金詐欺の注意喚起などを掲載

「引き続き外出の自粛をお願いします」
2020年5月2日号

感染疑いのある場合の対応、新型コロナに関する各種支
援内容などを掲載

板橋区では、毎月第1〜4土曜日に発行している「広報いたばし総合情報版」で、新型コロナウイルス感
染症関連情報を掲載したほか、臨時号や特集号を発行しました。その一部をご紹介します。

「暮らし・事業活動への支援を行っています」
2020年5月23日号

子育て世帯への臨時特別給付金など、新型コロナの影響
に伴う給付金の情報などを掲載

「新型コロナウイルスワクチン接種特集号」
2021年3月27日発行

ワクチン接種開始に伴い特集号を発行し、接種の流れや
予約方法、接種体制、Q&Aなどを掲載

「小規模企業者等緊急家賃助成特集号」
2020年6月27日発行

小規模企業者等緊急家賃助成事業の実施に伴い特集
号を発行し、申請手順などを掲載。事業者支援では、こ
の他に「板橋区感染拡大防止協力金給付事業特集号」

（2021/3/6発行）、「板橋区中小企業等事業継続支援金
給付事業特集号」（2021/10/30発行）などを発行

「新型コロナウイルス感染症関連情報臨時号」
2020年4月18日発行

緊急事態宣言発出を受け、4月18日号情報版を新型コロナ
に関する臨時号に変更。外出の自粛や３密回避などの注意
喚起、区施設の休業情報、感染予防のポイントなどを掲載

「引き続き感染防止にご協力をお願いします」
2020年6月6日号

緊急事態宣言の解除に伴い「新しい生活様式」の実践など
を掲載
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SNSでの情報発信

Twitter での情報発信
区の各課窓口状況、区の集団接種会場でのワクチン接種情報、
区長の動画メッセージなど、新型コロナに関する緊急性が高い情
報について、板橋区公式 Twitter（現 X）アカウントで随時発信
しました。

区長メッセージの動画配信
2020（令和 2）年 4 月、緊急事態宣言発出に伴い、区民へ
感染対策徹底への協力を呼び掛けるため、YouTube で区長動
画メッセージを配信しました。その後も緊急事態宣言・まん延防
止等重点措置の実施等に合わせ、計 14 回の動画配信を行い
ました。

Yahoo!	JAPANアプリでの
情報発信
新型コロナに関する緊急性が高い
情報について、Yahoo!JAPAN ア
プリを活用し、プッシュ型通知とし
て緊急情報を随時発信しました。

年度 № 投稿日 タイトル
令和2年4月7日 緊急事態宣言を受けて、区民の皆様へ向けて板橋区長メッセージ
令和2年4月21日 区民の皆様の生命と健康と暮らしを守るための緊急対策の実施について
令和2年5月11日 外出自粛継続のお願いと区の支援について
令和2年5月26日 緊急事態宣言解除を受けて、区民の皆様へ
令和3年1月8日 緊急事態宣言再発出を受けて、区民の皆様へ
令和3年2月8日 感染予防対策継続のお願いと区の支援について
令和3年4月12日 「まん延防止等重点措置」の適用を受けて、区民の皆様へ
令和3年4月24日 「緊急事態宣言」の再発出を受けて、区民の皆様へ
令和3年5月11日 緊急事態宣言(3回目)の延長を受けて、区民の皆様へ
令和3年6月1日 緊急事態宣言の再延長を受けて、区民の皆様へ
令和3年6月21日 緊急事態宣言の解除を受けて、区民の皆様へ
令和3年7月12日 緊急事態宣言(4回目)の発出を受けて、区民の皆様へ
令和3年10月1日 緊急事態宣言の解除を受けて、区民の皆様へ
令和4年1月20日 まん延防止等重点措置適用を受けて

令和2
年度

令和3
年度

産官学連携プロジェクトの合同記者会見

コラムコラム 1

2020（令和 2）年 5 月、区内に本拠を置く株
式会社ファームロイドと日本大学医学部附属板
橋病院は、株式会社ファームロイドが開発した
紫外線照射ロボットによる紫外線照射実験を行
い、新型コロナウイルスが検出不可能なまでに
除去されたことを確認しました。また 9 月には、
新型コロナウイルスの不活化メカニズムをより
詳細に把握するため、複数の条件設定による
実証実験を行い、その有効性を確認しました。
板橋区では医工連携の取組を含め、区内企業
や大学等との連携・マッチングによる課題解決
を推進していることから、これを広く周知するた
め 9 月8 日に合同記者会見を実施しました。

記者会見で説明する坂本区長

紫外線照射
ロボット
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暮らし／学びを支える		小年表
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営業活動促進事業助成金

・板橋区子育て応援児童館
CAP'S「こどもわくわくフェス
タ2021」オンライン開催

アーティスト支援事業

「板橋おんらいん寄席」「板橋区の町名わかるかな？」等のオンライン動画配信

特別定額給付金

・中小企業向けの専用相談窓口を開設
（資金繰りや経営に関する相談に中小企業診断士が無料で対応）
・板橋区立企業活性化センター 経営改善チーム コロナ対策チーム を設置
・セーフティネット保証の認定申請受付を開始

新生児臨時特別給付金

住居契約更新料給付金

小規模企業者等緊急家賃助成金

板橋区感染拡大防止協力金

板橋区一時支援金

飲食店サポート事業助成金

商店街活動支援金

子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯への臨時特別給付金

ひとり親世帯臨時特別給付金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

中小企業等事業継続支援金

低所得の子育て世帯に対する子  育て世帯生活支援特別給付金

いたばし子育て支援臨時給付金
いたばし生活支援臨時給付金

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金 電力・ガス・食料品等価格高騰

緊急支援給付金

宅配ボックス導入助成事業

子ども食堂への「おまかせ野菜セット」提供事業

利子補給の優遇加算措置

臨時福祉商品券給付事業

・年末の臨時相談会・大型連休の特別電話相談・年末年始の特別電話相談 ・年末年始の特別電話相談

・いたばし産業見本市Online 開催 ・いたばし産業見本市
　ハイブリッド開催

・いたばし産業見本市
　ハイブリッド開催

非接触型観光イベント「ぐるっと板橋スタンプラリー」開催
・2023 板橋 Cityマラソン開催・2022 板橋 CityマラソンONLINE 開催・2021 板橋 CityマラソンONLINE 開催・2020板橋 Cityマラソン中止

「経営安定化特別融資」（利子補給）

クラウドファンディング活用支援事業助成金

新型コロナウイルス
感染拡大防止事業助成金 ビジネス環境適応事業助成金

キャッシュレス決済ポイント還元事業 デジタル地域通貨「いたばしPay」の推進事業

いたばしプレミアムバルチケット事業（中止）
冊子「＃オイシイいたばし」発行

プレミアム付商品券事業

エネルギー価格高騰対策設備更新助成金

児童育成手当臨時特別給付金

「経営安定化特別融資」（信用保証料補助）

Ⅲ. 経済的支援・社会的支援 小年表

学校臨時休業
3/2~5/31

経
済
的
支
援

社
会
的
支
援

緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

都内陽性者数
都内重症者数

Go To Eat キャンペーン （東京の食事券は11/20～） Go To Eat キャンペーンTokyo

4/7~ 5/25 1/8~ 3/21

4/12~24 

4/25~ 6/20

6/21~7/11 

7/12~ 9/30

1/21~3/21 
まん延防止等重点措置

Go To トラベル（東京発着は10/1～） 県民割 ブロック割 全国旅行支援

緊急事態宣言

もっとTokyo（都民割）

・5類移行の方針決定

地方創生臨時交付金／持続化給付金／
雇用調整助成金／特別定額給付金／
子育て世帯への臨時特別給付金

・新型コロナが「セーフティネット保証制度」第4号の指定に
・新型コロナが「セーフティネット保証制度」第 5号の指定に

 4/11~6/18  8/3~9/15  1/21~3/21

事業者への
休業・時短要請
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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

緊急事態宣言の
影響緩和に係る
一時支援金

第 1次補正予算（4/20閣議決定）

区都国

5 類移行

31 75 9 11 31 75 9 11 31 75 9 11 31 75

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

2020／令和2年 2022／令和4年 2023／令和5年

国
・
都
の
動
き

板
橋
区
の
動
き

2021／令和3年
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  第Ⅰ期  

融資・補助制度が続々と創設。
国や東京都の緊急経済対策
2020（令和 2）年 1 月、新型コロナを指定
感染症に指定する政令が発布された翌日
の 29 日より、経済産業省は、中小企業関
連団体、支援機関、政府系金融機関等に、

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
を設置し、経営相談に対応しました。東京
都では「新型コロナウイルス感染症対策本
部」の設置と同じ 30 日、新型コロナの流行
により事業活動に影響を受ける、または、そ
の恐れがある中小企業者等を支援するため、

「中小企業者等特別相談窓口」を開設しま
した。
　また、3 月 2 日に、中小企業庁が新型コ
ロナ感染症を「セーフティネット保証制度」第
4 号の指定案件としました。これは、突発的
災害（自然災害等）の発生に起因して売上高
等が減少している中小企業者を支援するため
の措置で、3 月 6 日には、同第 5 号（全国

的に業況が悪化している業種に属する中小企業者

を支援するための措置）の対象業種に、新型
コロナにより特に重大な影響が生じている宿
泊業や飲食業等の 40 業種を追加指定しまし
た。中小企業を支援するため、国や地方自
治体等は、融資制度や補助・助成・給付
金制度の創設、拡充を図りました［図 1］。
　板橋区では、日頃より、産業経済部産業
振興課に中小企業向けの経営相談窓口を設
け、融資のあっせんや利子補給を行ってきま
したが、2 月26 日、資金繰りや経営に関す
る相談に中小企業診断士が無料で対応する
専用相談窓口を新たに開設。併せて、同課
に「板橋区立企業活性化センター経営改善
チーム・コロナ対策チーム」を立ち上げ、区
独自の連携ネットワークを駆使し、対応方針の
アドバイスや資金繰り表の作成支援など、チー
ムを挙げた対応を図りました。また、新型コ
ロナの影響を受けた区内中小企業の資金繰
り対策として、区産業融資制度を利用する際
の利子補給割合を引き上げる緊急特別融資

繰り返し発出された緊急事態宣言により、区民生活は大きな影響を受け、特に経
済的支援が求められた子育て世帯や生活困窮世帯に対しては、国や東京都だけで
なく板橋区でも様々な制度を創設して支援に取り組みました。また、区内に集積す
るものづくり中小企業の業績や、飲食店をはじめとする区内店舗の売り上げが急激
に悪化。区では、独自の事業継続支援策も実施しながら、社会経済活動の継続と
感染予防の両立、さらには地域経済の回復を図りました。

①	経済的支援
（利子補給の優遇加算措置）を実施しました。
　そのほか、3 月 6 日には、都が新型コロ
ナにより事業活動に影響を受けている中小企
業者・組合に対する独自の緊急融資制度を
創設し、4 月には、都の要請や協力依頼に
応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮
に全面的に協力した中小事業者を対象とす
る「東京都感染拡大防止協力金」を創設。
国は、令和 2 年度第 1 次補正予算で、1 兆
円の「新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金」創設のほか、持続化給付
金（売上が前年同月比で 50% 以上減少している

中小法人・個人事業者に対する支援制度）や小
学校休業等対応助成金（学校の臨時休業等に

伴う保護者の休業に対する支援制度）、雇用調整
助成金（事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

が、雇用維持を図るための休業等に要した費用に

対する助成 ) の特例措置の拡大など、雇用維
持及び事業継続の支援策や、Go To キャン
ペーン事業などの経済活動の回復支援策を
盛り込みました。
　次 と々打ち出される支援制度について、公
益財団法人板橋区産業振興公社では解説
動画の作成・配信を開始するとともに、申
請方法や制度の内容、提出書類のチェックな
どに中小企業診断士がマンツーマンで対応
する個別相談会を実施。内容に応じて、社
会保険労務士や中小企業診断士、行政書
士等による業務改善の専門家等を派遣する
事業も実施しました。

全国民に一律・子育て世帯に
追加の特別給付
緊急事態宣言の対象が全国へと広がる中、
2020 年 4 月 20 日に政府は緊急経済対策

として全ての国民に 10 万円を一律給付する

「特別定額給付金事業」 及び「子育て世
帯への臨時特別給付金」を閣議決定しまし
た。特別定額給付金の申請窓口は区市町
村となり、区での申請方法は、オンライン方
式または郵送方式とし、世帯ごとの申請とし
ました。対象者数は約 57 万 4,000 人、世
帯数は約 31 万 8,000 世帯に及びました。オ
ンライン申請は 5 月7 日に受付を開始し、21
日には支払を開始するなど、早期の給付体
制を構築［p.100、p.124 参照］。また、子育て
世帯への臨時特別給付金（対象約 3 万 5,000

世帯、児童約 5 万 5,000 人）は、児童手当を
受給する世帯に児童 1 人あたり1 万円を上
乗せする方式で給付し、さらに区では独自に、
ひとり親家庭等の児童育成手当受給者に対
して、追加の臨時特別給付金を支給。対象
約 5,000 世帯（児童約 7,000 人）に、1 人あ
たり3 万円の給付を実施しました。

区独自の緊急経済対策
1 回目の緊急事態宣言明けの 2020 年 6 月、
区は 4、5 月の平均売上が前年同月よりも
20% 以上減少した区内の小規模企業者・個

人事業主に対し、 家賃の一部を助成する事

業を実施しました。5 月 29 日には担当部署
として、産業経済部産業振興課に産業振興
担当係長（緊急経済対策グループ）を設置し、
事業者継続支援及び就労の確保を図りまし
た［p.102、 p.125 参照］。また、板橋区産業振
興公社では、「クラウドファンディング活用

支援事業助成金」（クラウドファンディング利用手

数料を最大 20 万円まで助成）や「飲食店サポー

ト事業助成金」（新たに宅配やテイクアウト等によ

り販路拡大や売上げを確保する取組に要した経費
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を最大 20 万円、区内で複数店舗を営む場合は最

大 40 万円まで助成）など、事業の継続・拡大
を図ることに要した経費を助成する支援事業
を実施。さらに 8 月からは、感染拡大防止

に取り組むための物品購入やテレワークの

環境構築等に要する経費の助成（最大 20 万

円まで）、9 月にはテレワーク導入支援セミナー
の実施・動画配信を行うなど、社会経済活
動と感染予防を両立する「新しい生活様式」
の実践をサポートしました［p.103-104 参照］。
　9 月中旬には、国が実施する「Go To ト
ラベル事業」に東京都を発着地とする予約
が追加されるなど、景気回復支援が本格
化。区でも、10 月 1 日に新しい生活様式に
よるキャッシュレス決済に対応しながら区内経
済の活性化を図るため、キャッシュレス決済

ポイント還元事業 「がんばろう板橋！区内の

お店応援キャンペーン」（PayPay 決済で最大

20％分のポイントを還元）を実施しました［p.104

参照］。
　しかし、新規感染者数の増加を受けて、
都が 11 月末より酒類を提供する飲食店等へ
の時短営業の要請を再開。区では 12 月 1
日から、区内参加店舗で額面 3,000 円相

当のサービスが受けられる電子チケットを

2,000 円で販売する「いたばしプレミアム

バル」 の実施を予定していましたが、参加
者の健康と安心・安全の確保を第一に考え、
同事業をやむなく中止することになりました。
そのため、代替事業として、参加予定店舗
を紹介する冊子 「# オイシイいたばし」 を

発行し、区施設で配布するとともに、区公式
ホームページで公開しました［p.104 参照］。

  第Ⅱ期  

区独自の子育て・生活支援対策
区は 2021（令和 3）年 1 月、特別定額給付
金の対象とならなかった新生児（2020/4/28

以降に出生）を対象に、「新生児臨時特別給

付金」 の支給を開始しました。本事業は同
年度末までに生まれた新生児約 3,000 人が
対象となり、1 人あたり5 万円を支給しました

［p.101 参照］。
　また、2021（令和３）年 4 月、区は独自
に生活困窮者の居住を支援する「東京都板

橋区住居契約更新料給付金事業」を創設。
生活困窮者自立支援事業の必須事業である

「生活困窮者住居確保給付金」では、住
宅を喪失または喪失するおそれのある人に対
し、就職活動中の家賃相当額を有期で支給
していますが、本制度は家賃相当額のみを
支給しているため、区独自で住居契約更新
料を追加で支給しました。これにより、賃貸
借契約の更新につなげ、住宅の確保を図り
ました［p.101 参照］。

長引く緊急事態措置下における
事業継続支援
2021 年 2 月、緊急事態宣言の再発出や長
引く時短営業要請により厳しい経営環境が続
いている区内の事業者を支援するため、都
が実施する「営業時間短縮に係る感染拡大
防止協力金」の支給を受けている事業者に
対し、区は独自に「板橋区感染拡大防止協

力金」 を追加給付することを決定しました。
専用コールセンターを開設し、3 月 1 日から
申請受付を開始、19 日から順次支払を開始
しました［p.102 参照］。
　また、国も緊急事態宣言の再発出による

影響を受け、売上が大きく減少している中小
法人・個人事業者等に対して、事業の継続
を支援するため、事業全般に広く使える一時
支援金を給付する「緊急事態宣言の影響緩
和に係る一時支援金」を創設し、3 月 8 日
から申請受付を開始しました。これに対して
も、区は独自に「板橋区一時支援金」 を
追加給付することを決定。4 月 26 日から申
請受付を開始し、5 月 25 日から順次支払を
開始しました［p.102 参照］。さらに、新型コロ
ナの影響により事業活動に支障が出ている
区内中小企業者等の資金繰りを支援するた
め、4 年目までの全額利子補給及び信用保
証料全額補助を行う「経営安定化特別融資」
を新たに創設し、4 月 1 日から申し込みを開
始しました。

  第Ⅲ期  

国・都の支援対象から外れた事業者を、
区が独自に事業継続支援
2021（令和 3）年 9 月 15 日、区は産業経
済部産業振興課に経済対策係を設置しまし
た［p.126 参照］。緊急事態宣言発出に伴う影
響を受けながらも、国や都の支援を受けられ
ない中小企業・個人事業主に対し、売上減
少額に応じて最大 50 万円の 「板橋区中小

企業等事業継続支援金」を給付することを
決定。11 月 1 日から申請受付を開始、19
日から順次支払を開始しました［p.102 参照］。

子育て世帯支援の臨時給付金10万円
を、年内に現金で一括給付
区では、2021 年 11 月 19 日に閣議決定さ
れた「コロナ克服・新時代開拓のための経

済対策」（子育て世帯に対して子ども1 人あたり

10 万円を給付）に基づき、児童手当受給者
に対して年内に 5 万円を先行給付する準備
を進めていました。そうした中、12 月 13 日
に政府が現金での一括給付を容認する方針
を示したことから、一刻も早い給付に結び付
けるため、15 日に年内の現金一括給付を決
定。給付に必要な追加経費の予算措置（令

和 3 年度東京都板橋区一般会計補正予算第 8 号）

について、17 日に開催された区議会臨時会
において議決を受け［p.134 参照］、23 日から
の早期支給を実現しました。
　また、国は新型コロナの影響が長期化す
る中、住民税非課税世帯等に対する臨時特
別給付（1 世帯あたり10 万円を給付）を決定。
これに基づき、区では、2022（令和 4）年 2
月から支払を開始しました。

  第Ⅳ期  

ポストコロナを見据えた
生活支援及び地域経済対策
コロナ禍に加え、ウクライナ情勢の影響等によ
る物価高騰が区民生活や社会経済活動に大
きな影響を及ぼす中、区は独自に、子育て
世帯に対して児童 1 人あたり2 万円を支給
する「いたばし子育て支援臨時給付金」を
2022（令和 4）年 9 月から開始しました。また、
低所得のため生活に困窮する世帯に対して
15 万円を支給する「いたばし生活支援臨時

給付金」を 10 月から開始するなど、生活支
援対策を実施しました［p.101 参照］。
　10 月には、板橋区商店街振興組合連合
会と協力し、区内の消費活動・経済循環の
促進や「新しい生活様式」に対応したキャッ
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シュレス決済の推進のため、「デジタル地域

通貨 『いたばし Pay』」 を導入し、地域経
済活性化といたばし Pay 普及のため、プレミ
アム付デジタル地域通貨を販売。さらに、都

が実施する「東京都生活応援事業」に基づ
き、いたばし Pay を拡充（プレミアム率を 20%

から 30% に引き上げ）するとともに、プレミア

ム付商品券の販売を実施しました［p.101参照］。

年度 分野 事業名 事業内容

第
Ⅰ
期

R1
R2 事業者支援 利子補給の優遇加算措置  コロナにより売上が減少している中小企業に対して、利子補給割合を加算

R2 生活支援 特別定額給付金 緊急経済対策として10万円を一律給付

R2 生活支援 臨時福祉商品券給付事業  低所得者に対し、1人あたり1万円分の区内共通商品券等を配付

R2 子育て支援 子育て世帯への臨時特別給付金 児童手当を受給する世帯に児童1人あたり1万円を支給

R2 子育て支援 児童育成手当臨時特別給付金  児童育成手当受給世帯に児童1人あたり3万円を支給

R2 子育て支援 ひとり親世帯臨時特別給付金 児童扶養手当受給世帯等に児童1人あたり5万円（2人目以降は3万円）を
支給

R2 事業者支援 小規模企業者等緊急家賃助成金  小規模企業者等に対し固定費用のうち家賃に相当する費用の一部を
助成

R2 事業者支援 飲食店サポート事業助成金  宅配・テイクアウト等の経費の一部を助成

R2 事業者支援 クラウドファンディング活用支援
事業助成金

クラウドファンディング事業者に支払う手数料等を助成（R2〜R4年度継
続）

R2 事業者支援 新型コロナウイルス感染拡大防止
事業助成金

感染拡大防止に取り組むための物品購入やテレワークの環境構築に要す
る経費等の一部を助成

R2 事業者支援 営業活動促進事業助成金  販路拡大に要する経費の一部を助成（R2〜R4年度継続）

R2 事業者支援・ 
経済活性化 キャッシュレス決済ポイント還元事業  PayPayを用いた区内経済の活性化事業、キャッシュレス決済の推進（R2

〜R3年度継続）

R2 文化支援 アーティスト支援事業  コロナで活動の場を失ったアーティストへの活動支援（R2〜R4年度継続）

第
Ⅱ
期

R2 子育て支援 ひとり親世帯臨時特別給付金（再支給） 児童扶養手当受給世帯等に児童1人あたり5万円を支給

R2
R3 子育て支援 新生児臨時特別給付金  令和2年度の特別定額給付金の対象とならなかった新生児に対して1人あ

たり5万円を支給（R2〜R3年度継続）

R2 事業者支援 商店街活動支援金  商店街の感染症対策等にかかる経費に対し支援金を支給

R2
R3 事業者支援 板橋区感染拡大防止協力金  都の感染拡大防止協力金に上乗せして協力金を給付

R3 生活支援 住居契約更新料給付金  住居確保給付金受給者に対し、住居契約更新料を支給（R3〜R4年度継
続）

R3 生活支援 新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金

緊急小口資金等の特例貸付による支援を受け終わった世帯に対し、支援
金を支給（R3〜R4年度継続）

R3 子育て支援 低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

低所得の子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給（R3〜R4年度
継続）

R3 事業者支援 板橋区一時支援金  国の一時支援金に上乗せして支援金を給付

R3 事業者支援 営業活動促進助成金  販路拡大に要する経費の一部を助成（R2〜R4年度継続）

R3 事業者支援 ビジネス環境適応事業助成金  
感染拡大防止に取り組むための物品購入やテレワークの環境構築に要す
る経費等の一部を助成（R2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止事業
助成金。R3〜R4年度継続）

R3 事業者支援 板橋区産業融資制度「経営安定化
特別融資」（利子補給）

コロナにより資金繰りが悪化している中小企業に対して、4年目まで全額利
子補給（R3〜R4年度継続）

［図 1］板橋区における新型コロナ感染症対策及び地域経済活性化対策等の主な支援金・助成金事業（令和 2 ～ 4 年度）

年度 分野 事業名 事業内容

第
Ⅱ
期

R3 事業者支援 板橋区産業融資制度「経営安定化
特別融資」（信用保証料補助）

コロナにより資金繰りが悪化している中小企業に対して、信用保証料を全
額補助（R3〜R4年度継続）

R3 事業者支援 クラウドファンディング活用支援
事業助成金

クラウドファンディング事業者に支払う手数料等を助成（R2〜R4年度継
続）

R3 事業者支援・ 
経済活性化 キャッシュレス決済ポイント還元事業  PayPayを用いた生活応援・区内経済活性化事業、キャッシュレス決済の

推進(R2〜R3年度継続）

R3 事業者支援・ 
経済活性化 プレミアム付商品券事業  プレミアム付商品券の販売による、事業者支援及び区民生活の応援

（R3〜R4年度継続）

R3 文化支援 アーティスト支援事業  コロナで活動の場を失ったアーティストへの活動支援（R2〜R4年度継続）

第
Ⅲ
期

R3
R4 生活支援 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 住民税非課税世帯等に対し1世帯あたり10万円を支給（R3〜R4年度継

続）

R3
R4 子育て支援 子育て世帯への臨時特別給付金 子育て世帯に児童1人あたり10万円を支給（R3〜R4継続）

R3 事業者支援 中小企業等事業継続支援金  コロナにより事業収入が減少した中小企業に対し支援金を給付

R4 生活支援 住居契約更新料給付金  住居確保給付金受給者に対し、住居契約更新料を支給（R3〜R4年度継
続）

R4 事業者支援 ビジネス環境適応事業助成金  業務の非対面化への取組やデジタルツールの導入等に要する経費の一部
を助成（R3〜R4年度継続）

R4 事業者支援 板橋区産業融資制度「経営安定化
特別融資」（利子補給）

コロナにより資金繰りが悪化している中小企業に対して、4年目まで全額利
子補給（R3〜R4年度継続）

R4 事業者支援 板橋区産業融資制度「経営安定化
特別融資」（信用保証料補助）

コロナにより資金繰りが悪化している中小企業に対して、信用保証料を全
額補助（R3〜R4年度継続）

R4 事業者支援 クラウドファンディング活用支援
事業助成金

クラウドファンディング事業者に支払う手数料等を助成（R2〜R4年度継
続）

R4 事業者支援 営業活動促進助成金  販路拡大に要する経費の一部を助成（R2〜R4年度継続）

第
Ⅳ
期

R4 生活支援 新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金（再支給）

緊急小口資金等の特例貸付等による支援を受け終わった世帯に対し、支
援金を支給（R3〜R4継続）

R4 生活支援 いたばし生活支援臨時給付金  住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり15万円を支給

R4 生活支援 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し1世帯あたり5万円を支給

R4 子育て支援 低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

低所得の子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給（R3〜R4年度
継続）

R4 子育て支援 いたばし子育て支援臨時給付金  児童手当受給世帯に対し、児童1人あたり2万円を支給

R4 事業者支援 エネルギー価格高騰対策設備更新助成金  中小企業の事業用既存設備の更新に係る経費に対する助成

R4 事業者支援・ 
経済活性化 プレミアム付商品券事業  プレミアム付商品券の販売による、事業者支援及び区民生活の応援

（R3〜R4年度継続）

R4 事業者支援・ 
経済活性化 デジタル地域通貨「いたばしPay」の推進  キャッシュレス決済ポイント還元事業による、事業者支援及び区民への消

費喚起

R4 文化支援 アーティスト支援事業  コロナで活動の場を失ったアーティストへの活動支援（R2〜R4年度継続）

R4 その他 宅配ボックス導入助成事業  非接触による感染拡大防止等のため、宅配ボックス設置費を助成

※各事業の実施にあたっては、国や都の補助金等も活用しながら実施しました。
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第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

		申請受付の内訳		
オンライン申請：1 万 6,858 世帯（3 万 4,299 人）
郵送申請：29 万 2,226 世帯（52 万 5,929 人）
早期特別申請：4,747 世帯（9,209 人）

区民への周知方法は、広報いたばし（特集号）、区
公式ホームページ、区内掲示板へのポスター掲示の
ほか、専用ダイヤルのコールセンターを設置しました

［写真2］。コールセンターの受付件数は、5 月 20 日
から9 月30 日までの間で、4 万 5,970 件でした。

事業規模
本事業の実施に必要な給付金及び事務費は、国の
全額負担となり、予算規模は、約575億4,200万円。
うち給付金本体が約 570 億 6,400 万円、事務費
が 4 億 7,800 万円であり、給付実績は、全世帯数
の 99.0％、全給付対象者の 99.4％となりました。

板橋区の対応体制
2020（令和 2）年４月 20 日に、「新型コロナウイル
ス感染症緊急経済対策」が閣議決定されました。こ
れに伴い、家計への支援を迅速かつ的確に行うこと
を目的とする「特別定額給付金事業」が実施される
こととなり、板橋区に住民登録がある人に、1 人あた
り10 万円が支給されることになりました。
　これに対応するため区は、区民文化部に定額給付
金担当課長を置き、同部地域振興課に定額給付金
担当係長を配置［p.124 参照］。併せて、人員体制の
充実のため、延べ 25 名（5/1 付で 15 名、6/1 付で 5

名、7/1 付で 4 名、7/6 付で 1 名）の兼務発令を行い、
対応を図りました。また、相談対応や申請書類の確
認などにおいても、全庁的な応援体制を構築して事
業実施にあたりました［写真 1］。

受給対象者
給付金の受給対象者は、基準日（2020/4/27）時点
で区に住民登録がある人で、給付額は対象者 1 人
あたり10 万円となりました。基準日時点の受給対象
者数は 57 万 4,061 人、世帯数は 31 万 7,875 世
帯でした。支給は世帯単位として、世帯主が世帯全
員分を受け取ることになりました。

申請方法・区民への周知
申請方法は、オンライン方式または郵送方式としまし
た。オンライン方式は 5 月7 日に申請受付を開始し、
マイナンバーカードとカードの読み取りができるスマート
フォンなどの機器を使用する、「マイナポータル」で
申請手続きを行うこととしました。また、郵送方式は 5
月 27 日に申請書の発送を開始しました。申請者へ
の給付金の支給は 5 月21 日から始まり、7 月27 日
には未申請者への勧奨通知を送付。なお、申請期
限は 8 月31 日となりました。

 

特別定額給付金の支給

［写真1］執務室の様子

［写真2］区役所内に設置されたコールセンター

　デジタル地域通貨「いたばし Pay」は、区内加
盟店で利用できるデジタル地域通貨です。初年度と
なる令和 4 年度は、1 万円分の現金をチャージする
と3,000 円分のプレミアムが付与されて 1 万 3,000
円分を使用することができるプレミアム付デジタル地
域通貨を、板橋区商店街振興組合連合会が販売し
ました（当初のプレミアム率 20％を、補正予算により30％に

拡充）。加えて、決済額の最大 8％を店舗に還元する
ことで、生活支援としてだけでなく、間接的な事業者
支援としても機能するようにしました。購入希望者は
事前に申し込みが必要で、抽選により15 万セットを
販売。同時並行で紙のプレミアム商品券事業も実施
し、事前申込による抽選販売で、5 万セットを販売し
ました。
　「いたばし Pay」の利用にあたっては、専用アプリ
をインストールし、メールアドレスなどを登録。その後、
現金をチャージすることで一般的なキャッシュレス決済
と同様に加盟店での利用が可能になります。アプリ
には、行政ポイントの活用や情報配信機能も備え、
地域住民・事業者間の「つながり」を促進すること
もめざしました。

板橋区では、各種事業を通じて、区民の日常生活へ
の経済的サポートを実施しました。特に支援が必要
な子育て世帯への事業としては、まず、「特別定額
給付金」の対象とならなかった 2020（令和 2）年 4
月28 日から2021（令和 3）年 3 月31 日までに出生
した新生児を対象とした「新生児臨時特別給付金」
があります。これは、子育て世帯の家計を支援するだ
けでなく、コロナ禍の行動制限のもとで妊娠・出産す
るという親の大きな不安・心労を見舞うために行った
区独自の給付金です（児童 1 人あたり5 万円）。また、
令和 3 年度に実施した、子育て世帯に児童 1 人あ
たり10 万円を一括給付する「子育て世帯への臨時
特別給付金」では、児童手当の受給者及び新生児
養育者についてはプッシュ型支給として申請不要とし、
公務員と高校生養育者については申請が必要なもの
の、高校生養育者が児童手当受給者と同一の世帯
は申請不要とし、可能な限り迅速に給付ができる制
度設計を図りました。
　令和 3 年度にはこのほか、失業または新型コロナ
の影響で所得が大幅に減少した生活困窮者（生活困

窮者住居確保給付金の支給対象となった方）が賃貸住宅
の賃貸借契約に係る更新をするにあたり、その更新
料の支払が困難である場合に、区独自の「住居契
約更新料給付金」を支給することにより、自立の促
進を図りました。
　令和 4 年度には、物価高騰に伴う生活支援と地
域経済対策として「いたばし子育て支援臨時給付金」、

「いたばし生活支援臨時給付金」、「デジタル地域
通貨『いたばし Pay』の推進」などの区独自事業
を実施しました。いたばし子育て支援臨時給付金は、
区内の子育て世帯（児童手当受給者）を対象に、児
童 1 人あたり2 万円を支給しました。いたばし生活支
援臨時給付金は、低所得のため生活に困窮する世
帯向けの支援策として、令和 4 年度都民税・特別
区民税が均等割のみ課税されている低所得世帯に対
し、1 世帯あたり15 万円を支給しました。

区民生活への経済的支援

「いたばしPay」キャンペーンチラシ
（令和4年度）

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
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区内事業者への経済的支援

現金給付など直接的な経済支援策　
板橋区では、区内に集積する中小企業への経済的
支援を目的に、国や東京都が実施する支援に加えて、
区独自の支援策を数多く実施しました。
　まず、1 回目の緊急事態宣言解除後の 2020（令

和 2）年 6 月には、営業休止や自粛により売上高が
減少した区内の小規模企業者・個人事業主に対し
て、固定費用のうち高い割合を占める家賃（店舗や事

務所等の賃料）に相当する費用の一部を助成する「小
規模企業者等緊急家賃助成事業」を実施。助成対
象者は、業種に関わらず従業員数 20 人以下の小
規模企業者及び個人事業主で、同年 4 月と5 月の
平均売上が前年同月平均よりも20％以上減少してい
ることなどを条件としました。助成金額は、4 月から6
月の各月の家賃の 2 分の 1 以内とし、上限は月額 5
万円。また、複数の事業所がある場合は 3 事業所ま
で、最大 45 万円を助成しました。事業実施にあたっ
ては、コールセンターを開設するなど、速やかな助成
に向けた体制を整備し、同年 6 月30 日から9 月30
日まで受付を行いました。

次に、都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協
力金」を受給している事業者に対して、区独自に「板
橋区感染拡大防止協力金」を上乗せして給付する事
業を実施しました［図 1］。この事業は、新型コロナ感
染症拡大防止に向けた営業時間の短縮要請を受け、
厳しい経営環境が続いている区内中小飲食事業者等
を支援するため、区内事業所に勤務する従業員の数
が、① 5 人以下の事業者に 10 万円、② 6 人以上
の事業者に 20 万円を給付しました。2021（令和 3）

年 3 月 1 日から受付を開始し、同年 5 月 31 日を期
限としていましたが、緊急事態宣言の再発出や時短
営業の要請が長期化していることから、受付期間を
延長し、同年 7 月30 日まで受付を行いました。

令和 3 年度には、国の「緊急事態宣言の影響緩

和に係る一時支援金」を受給している事業者に対し
て、区独自に金額を上乗せする「板橋区一時支援
金」の給付を実施し、4 月26 日から7 月30 日まで
受付を行いました。飲食店の時短営業及び不要不
急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受
け、売上が大幅に減少している中小企業やフリーラン
スを含む個人事業者を支援するため、①個人事業主
等に 10 万円、②中小事業者等に 20 万円を給付し
ました。

また、度重なる緊急事態宣言の発出やまん延防止
等重点措置の適用により、経営に大きな影響を受け
ている区内中小企業等に対し、国や都が実施する月
次支援金とは別に、区独自の「板橋区中小企業等
事業継続支援金」の給付を実施し、11 月 1 日から
2022（令和 4）年 1 月 31 日まで受付を行いました

［図 2］。本事業は、国の月次支援金や都の時短要
請に伴う協力金の対象外となった区内事業者を支援
するもので、2021 年 4 月から9 月までのいずれかの
月で、前年または前々年同月の売上額に対する減少
率が① 40％以上 50％未満の場合に最大 50 万円、
② 30％以上 40％未満の場合に最大 40 万円、③ 
20％以上 30％未満の場合に最大 30 万円を、1 事
業者につき1 回給付しました。

感染拡大が続く中、農業振興対策の一環として、ま
た生活が困難な家庭のお子さんを支援する子ども食堂
の活動を支援するため、区が農業者から農作物を買
い取り、区内の子ども食堂へ旬の「おまかせ野菜セット」
を無償で提供する事業を実施しました［写真 1、2］。子
ども食堂内で提供する食事やお弁当の食材としての
活用のほか、各家庭でも区内で採れた新鮮な野菜を
使った食事を楽しんでもらうことを目的に事業を企画。
区内農業者で構成する「板橋ふれあい農園会」へ
野菜の提供を依頼したところ、快諾をいただき、事業
が実現しました。

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

　2020 年 7 月から開始し、同会の農業者が丹精込
めて作った野菜をその日の新鮮なうちに「農家おすす
め・旬な野菜セット」として子ども食堂に届けています。

ウィズコロナ・ポストコロナを見据える
企業への支援
区内中小企業が行う、ウィズコロナ・ポストコロナを
見据えた感染拡大防止のための取組に対する支援と
して、区では、2020 年 8 月から12 月にかけて、備
品購入やテレワーク環境整備に対する助成事業を実
施しました。助成対象には、飛沫防止のためのスク
リーンやパーテーション設置等が該当し、対象経費の
2 分の 1 以内、最大 20 万円を助成しました。また、
区内事業者が行う販路拡大活動に対する支援事業
経費として、新たな動画作成や広告掲載等の広報宣
伝活動、マーケティングを行う際に発生する経費を助
成。本事業も対象経費の 2 分の 1 以内、最大 20
万円を助成するとともに、いずれの事業も、対象経
費すべてを区内企業に発注する場合は助成割合を5
分の 4 以内に拡大し、区内企業間の取引の活性化
につなげました。
　さらに、飲食事業者向けには、新たに宅配・テイ
クアウト等の実施により販路拡大や売上確保に向け
た取組に要した経費について、最大 20 万円まで（区

内で複数店舗を営む場合、最大 40 万円まで）助成しました。
募集期間は 2020 年 6 月から12 月で、テイクアウト
等の開始を周知するための動画や印刷物の制作な
どの広報費、注文を受けるために使用するタブレット
端末や宅配用自転車等の備品購入費、宅配等に
必要な容器・梱包資材の購入費等を助成対象としま
した。

ポイント還元キャンペーンやプレミアム付
商品券による経済活動の活性化策
区では、外出の自粛や時短要請等によりダメージを
受けた区内経済の改善を図るべく、直接的な支援金
の他に、ポイント還元キャンペーンやプレミアム付商
品券等を活用した経済活動活性化事業にも取り組み
ました。

［図1］感染拡大防止協力金の
支給を知らせるチラシ

［図2］中小企業等事業継続
支援金の給付を知らせるチラシ

［写真1］農家から新鮮な野菜を受け取る区職員

［写真2］受け取った野菜の例
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　なかでも飲食店や小売・サービス業を営む区内
の中小企業者の売上が大幅に減少したことを受け、
キャッシュレス決済の定着と経済活性化を同時に進め
るべく、令和 2 年度・令和 3 年度にわたり「がんば
ろう板橋！ 区内のお店応援キャンペーン」を実施［図

3］。感染拡大防止につながる「新しい生活様式」
に対応しながら、消費喚起を図ろうとする区内中小企
業者を支援しました。
　本事業では、キャッシュレス決済事業者の PayPay
株式会社と連携し、消費者は購入時に決済額の最
大 20％のポイント還元が受けられると同時に、店舗
においてクラスターが発生した際に、アプリの利用履
歴に基づき通知する「店舗型東京版新型コロナ見守
りサービス」も利用できるようになりました。また、令
和 3 年度には、ポイント還元割合を最大 30％に拡
充するとともに、スマートフォン等の操作に不慣れな
方を対象とした「PayPay 使い方相談会」も実施し、
より一層の利用促進を図りました。そのほか同年度に
は、キャッシュレス決済を利用されない方もいることも
踏まえ、プレミアム付商品券（紙）の事業も実施しま
した。

感染拡大の影響により中止になってしまった、飲食店
等の区内店舗向けの支援策「いたばしプレミアムバ
ルチケット事業＊」の代替として実施したのが冊子「＃オ
イシイいたばし」の発行です［写真 3］。これは、プレ
ミアムバル参加予定店舗が、少人数利用やテイクア
ウト、感染が収束した際の利用に向けて魅力をPR す
る情報誌で、「いたばし肉クルーズ」、「バシ中華」、「板
橋老舗物語」、「ご指名スイーツ in 板橋」、「ローカ
ル有名企業の○○ならこのお店へ！」、「イタバシ HIP
酒場」、「定食でおかえりなさい」などのユニークな特
集記事を掲載。B 級グルメから本格フレンチ、スイー
ツなど、バラエティ豊かにすることで、店舗巡りをして
みたくなる内容としました。
　この事業と並行し、区公式ホームページ内に、区
内で利用できるテイクアウトやデリバリーに特化した特
設ページ「おうちでごはん」を掲載。ここでは「＃オ
イシイいたばし」掲載店舗を含む飲食店 35 店舗を

紹介しました。さらに、多くの方に区内の魅力的な飲
食店を知ってもらうため、転入手続き等で多数の来庁
者が訪れる区役所本庁舎 1 階の待合スペース「ギャ
ラリーモール」に、「# オイシイいたばし」掲載店舗
を紹介する展示パネルを設置［写真 4］。パネルに記
載された二次元コードから特設ページへアクセスでき、
気になった店舗のパネルには「いいね！ シール」を貼
ることができるなど、窓口の待ち時間にも店舗情報を
楽しく取得できる仕掛けを施しました。
　このほか、区公式インスタグラムでも店舗や商品を
撮影した写真を募集するなど、区民の方が板橋のグ
ルメ情報をシェアし、楽しみながら飲食店を応援できる
仕組みとしました。

＊いたばしプレミアムバルチケット事業：区独自の食べ歩きイベント。プレ
ミアムがついた電子チケットを販売し、参加店舗はチケットに応じたメニューを
提供する。消費者の区内店舗への回遊促進を狙い、2020 年 12 月1 日よ
り実施予定だったが、感染状況の悪化に伴い中止となった。

板橋区産業振興公社の特徴的な取組
区内中小企業の振興・育成を担う公益財団法人板
橋区産業振興公社では、感染拡大が始まって程なく、
様々な事業者支援を実施しました。まず、2020 年
4 月から、同公社公式ホームページで中小事業者向
けに新型コロナに関する各種経済対策（給付金、融

資制度）についての解説動画を配信しました。
　また、厚生労働省（ハローワーク）の雇用調整助成
金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等対応助
成金の申請を検討している中小事業者に、社会保険
労務士を派遣するとともに、テレワーク等の業務改善
についての専門家派遣も実施。5 月からは、国の持
続化給付金や家賃支援給付金等について申請方法
や制度の内容、提出書類のチェックなどを中小企業
診断士がマンツーマンで対応する個別相談会を開催
し、事務手続き面の手厚いサポートを実施しました。
　そのほか、独創的な取組としては、区内事業者の
持続的な発展を支援することを目的とする「クラウドファ
ンディング活用支援事業助成金」があります［写真 5］。
これは、区内の事業者がクラウドファンディングを通
じて事業の継続・拡大を図る際の経費を助成するも
ので、実施にあたっては、まず事業者に専門家が派

上限は条件によって 20 万円から50 万円。プロジェ
クトに挑戦するため、2020 年から累計 52 件の専門
家派遣を行いました。

遣され、アドバイスを受けた後、プロジェクトを進めま
す。助成内容は、クラウドファンディング事業者に支
払う手数料、プロジェクト周知のための動画及び印刷
物制作費や広告掲載料等の経費の 5 分の 4 以内、

［図3]PayPay株式会社とタイアップした「がんばろう板橋！区
内のお店応援キャンペーン」第2弾の広報ビジュアル

［写真3]「＃オイシイいたばし」の冊子（2021年3月発行）

［写真4]区役所本庁舎1階「ギャラリーモール」壁面に飲食店
情報を掲示（2021年3月）

［写真5]目標達成したプロジェクトの例。手やテーブルを汚さ
ず簡単にプロテインの計量ができる「PROTEIN DISPENSER」

［画像提供 ： Miaomada株式会社］
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％

商談や営業活動への支
障

イベント・展示会の中止・
延期

営業（稼働）日数の減少

国内取引先の休業・廃
業・倒産

国外取引先の休業・廃
業・倒産

サプライチェーンの混乱
（仕入先・外注先の変更）

物流の遅滞

仕入価格の上昇

仕入価格以外の諸費用
の増加

必要に迫られた人員削減

自社の休業等

良い影響があった（新た
な需要の取り込み等）

影響なし

分からない

その他

  無回答

31.2

18.2

20.3

13.5

1.9

7.0

20.2

53.4

19.1

3.2

8.7

1.1

6.6

4.7

2.9

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1508)

％

持続化給付金

家賃支援給付金

一時支援金

月次支援金

雇用調整助成金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補
助金

事業再構築補助金

その他

  無回答

60.3

20.9

12.8

12.7

21.0

2.7

7.9

3.1

8.9

21.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1508)

％

施設等の休業等に係る
感染症拡大防止協力金

家賃支援給付金

営業時間短縮に係る感
染拡大防止協力金

東京都中小企業者等月
次支援給付金

飲食事業者の業態転換
支援

その他

  無回答

4.8

16.3

4.8

14.9

0.7

7.6

60.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1508)

％

小規模企業者等緊急家
賃助成金交付事業

商店街活動支援金交付
事業

感染拡大防止協力金給
付事業

一時支援金給付事業

中小企業等事業継続支
援金給付事業

飲食店サポート事業助成
金

クラウドファンディング活
用支援事業助成金

ビジネス環境適応事業助
成金

営業活動促進事業助成
金

利用していない

その他

  無回答

8.4

0.6

3.4

9.7

16.1

0.5

0.3

2.5

2.5

37.1

4.4

26.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 1508)

アンケート調査で見る
新型コロナによる経済活動への影響

（1）	新型コロナ感染症拡大による具体的な影響について、該当する番号を○で囲んでく
ださい。【○は３つまで】

（2）	新型コロナ感染症拡大による影響への事業支援策のうち、貴社がこれまで利用した
制度について、該当する番号を○で囲んでください。

（a）国の制度 【複数回答可】

（b）東京都の制度 【複数回答可】

（c）板橋区の制度 【複数回答可】

2022（令和4）年夏、板橋区では、新型コロナ感染症拡大や原油価格の高騰など、様々な要因による
企業活動への影響や区内産業の実態を把握することを目的に、区内の主要な産業に属する中小企業
に対して現況調査を行いました。調査報告書から、その一部を紹介します。

出典 ： 令和４年度板橋区区内主要産業現況調査報告書／調査対象：区内主要産業（卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、製造業、生活関連
サービス業・娯楽業、建設業、運輸業・郵送業）に属する中小企業者5,000社／有効回答件数：1,508件／調査期間：2022年7月29日〜9月9日

コラム 2

商談や営業活動への支障

イベント・展示会の中止・延期

営業（稼働）日数の減少

国内取引先の休業・廃業・倒産

国外取引先の休業・廃業・倒産

サプライチェーンの混乱
（仕入先・外注先の変更）

物流の遅滞

仕入価格の上昇

仕入価格以外の諸費用の増加

必要に迫られた人員削減

自社の休業等

影響なし

良い影響があった
（新たな需要の取り込み等）

分からない

その他

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

（N = 1508）

31.2

18.2

20.3

13.5

1.9

7.0

20.2

53.4

19.1

3.2

8.7

6.6

1.1

4.7

2.9

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

（N = 1508）

持続化給付金

家賃支援給付金

一時支援金

月次支援金

雇用調整助成金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

その他

無回答

60.3

20.9

12.8

12.7

21.0

2.7

3.1

21.2

8.9

7.9

「仕入価格の上昇」が53.4％で最も高く、次いで「商談や営業
活動への支障」が31.2％、「営業（稼働）日数の減少」が20.3％
となっている。

「持続化給付金」が60.3％で最も高く、次
いで「雇用調整助成金」が21.0％、「家賃
支援給付金」が20.9％となっている。

100％

100％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

（N = 1508）

その他

家賃支援給付金

営業時間短縮に係る
感染拡大防止協力金

施設等の休業等に係る
感染症拡大防止協力金

東京都中小企業者等月次支援給付金

飲食事業者の業態転換支援

無回答

16.3

4.8

14.9

0.7

4.8

7.6

60.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

（N = 1508）

ビジネス環境適応事業助成金

商店街活動支援金

感染拡大防止協力金

小規模企業者等緊急家賃助成金

一時支援金

営業活動促進事業助成金

その他

利用していない

無回答

飲食店サポート事業助成金

中小企業等事業継続支援金

クラウドファンディング
活用支援事業助成金

8.4

0.6

3.4

9.7

16.1

0.5

2.5

37.1

0.3

2.5

4.4

26.6

「家賃支援給付金」が16.3％で最も高く、次いで「東京都中小企業者等月次支援給付
金」が14.9％、「施設等の休業等に係る感染症拡大防止協力金」「営業時間短縮に係る
感染拡大防止協力金」がともに4.8％となっている。

「中小企業等事業継続支援金」が16.1％で
最も高く、次いで「一時支援金」が9.7％、

「 小 規 模 企 業 者 等 緊 急 家 賃 助 成 金 」が
8.4％となっている。

100％

100％
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①新商品・サービスの開発・提
供

②販売先の多角化・展示会出
展等による販路拡大

③仕入・調達先、生産拠点や販
売網の見直し

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
取得のための研修

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活
用

⑪オンライン商談を用いた新た
な営業・商談

⑫働き方改革（育休・フレックス
タイム制・副業導入等）

26.7

20.1

32.8

13.1

3.8

12.3

27.3

36.5

11.7

8.8

7.8

17.4

48.9

59.5

48.1

70.4

80.5

70.2

53.8

45.6

69.1

76.1

77.6

65.9

13.5

14.6

13.3

13.5

13.5

14.8

13.8

12.8

17.7

13.3

13.7

13.5

10.8

5.8

5.7

3.1

2.1

2.7

5.1

5.1

1.5

1.8

1.0

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積極的に実施 ある程度実施 実施していない 無回答

業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

①新商品・サービスの開発・提
供

②販売先の多角化・展示会出
展等による販路拡大

③仕入・調達先、生産拠点や販
売網の見直し

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
取得のための研修

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活
用

⑪オンライン商談を用いた新た
な営業・商談

⑫働き方改革（育休・フレックス
タイム制・副業導入等）

37.1

26.4

39.2

24.0

6.8

18.6

36.8

39.2

18.6

29.8

24.9

30.5

48.5

58.4

47.3

62.4

79.7

66.6

49.5

48.1

63.5

56.8

61.5

56.0

14.3

15.2

13.5

13.6

13.5

14.9

13.7

12.7

17.9

13.4

13.7

13.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実施する予定 実施の予定はない 無回答

①新商品・サービスの開発・提
供

②販売先の多角化・展示会出
展等による販路拡大

③仕入・調達先、生産拠点や販
売網の見直し

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
取得のための研修

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活
用

⑪オンライン商談を用いた新た
な営業・商談

⑫働き方改革（育休・フレックス
タイム制・副業導入等）

6.3

2.4

5.6

3.6

1.7

4.2

4.5

5.1

2.7

10.4

6.4

6.2

23.7

15.9

30.6

12.1

4.0

12.2

21.6

28.4

11.6

22.8

17.6

21.3

56.2

67.2

50.3

70.7

80.8

68.9

60.2

54.0

68.2

54.0

62.8

59.4

13.7

14.5

13.5

13.6

13.5

14.7

13.7

12.5

17.6

12.7

13.1

13.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積極的に実施 ある程度実施 実施していない 無回答

（3）	コロナ禍による影響を機として政府系金融機関または民間金融機関から新たな借入
を行いましたか。該当する番号を○で囲んでください。【○は１つ】

（4）	以下の項目のうち、新型コロナ感染症拡大前後の取り組み状況について該当する
番号を○で囲んでください。【①～⑫の各項目について、（a）（b）（c）それぞれ○は１つ】

（a）新型コロナ感染症拡大前
（c）新型コロナ感染症収束後

（b）新型コロナ感染症拡大期

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

 1508全体

卸売・小売業

宿泊業・飲食サービス業

製造業

生活関連サービス業・
娯楽業

建設業

運輸業・郵便業

その他

業種

428

66

350

82

354

64

117

36.6 17.0 45.3 1.1

35.5 14.3 49.3 0.9

31.8 25.8 42.4 0.0

38.6 18.3 42.0 1.1

32.9 13.4 53.7 0.0

41.2 16.9 40.7 1.1

37.5 32.8 29.7 0.0

19.7 12.8 66.7 0.9

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活用

①新商品・サービスの開発・提供

②販売先の多角化・展示会出展等
　による販路拡大
③仕入・調達先、生産拠点や
　販売網の見直し

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
　取得のための研修

⑪オンライン商談を用いた
　新たな営業・商談
⑫働き方改革（育休・フレックス
　タイム制・副業導入等）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

10.8 26.7 48.9 13.5

5.8 20.1 59.5 14.6

5.7 32.8 48.1 13.3

3.1 13.1 70.4 13.5

2.1 80.5

12.3 70.2 14.8

5.1 53.8 13.8

36.5 45.6

3.8 13.5

2.7

5.1

27.3

1.5 69.111.7 17.7

1.8 76.1 13.3

77.6 13.71.0

8.8

3.2 65.917.4 13.5

7.8

12.8

「新たな借入は行っていない」が45.3％で最も高く、次いで「区の制度を利用して新たな借入を行った」が36.6％、
「区の制度は利用せずに新たな借入を行った」が17.0％となっている。
業種別にみると、「区の制度を利用して新たな借入を行った」では「建設業」が、「区の制度は利用せずに新たな
借入を行った」では「運輸業・郵便業」が、「新たな借入は行っていない」では「生活関連サービス業・娯楽業」が他
の業種に比べて高くなっている。

〈⑧設備投資〉〈③仕入・調達先、生産拠点や販売網の見直し〉は、「ある程度実
施」の割合が3割超と、他の項目に比べて高くなっている。

積極的に実施
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

無回答

①新商品・サービスの開発・提
供

②販売先の多角化・展示会出
展等による販路拡大

③仕入・調達先、生産拠点や販
売網の見直し

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
取得のための研修

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活
用

⑪オンライン商談を用いた新た
な営業・商談

⑫働き方改革（育休・フレックス
タイム制・副業導入等）

26.7

20.1

32.8

13.1

3.8

12.3

27.3

36.5

11.7

8.8

7.8

17.4

48.9

59.5

48.1

70.4

80.5

70.2

53.8

45.6

69.1

76.1

77.6

65.9

13.5

14.6

13.3

13.5

13.5

14.8

13.8

12.8

17.7

13.3

13.7

13.5

10.8

5.8

5.7

3.1

2.1

2.7

5.1

5.1

1.5

1.8

1.0

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積極的に実施 ある程度実施 実施していない 無回答

ある程度実施
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

実施していない
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

区の制度を利用して新たな借入を行った
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

無回答

①新商品・サービスの開発・提
供

②販売先の多角化・展示会出
展等による販路拡大

③仕入・調達先、生産拠点や販
売網の見直し

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
取得のための研修

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活
用

⑪オンライン商談を用いた新た
な営業・商談

⑫働き方改革（育休・フレックス
タイム制・副業導入等）

26.7

20.1

32.8

13.1

3.8

12.3

27.3

36.5

11.7

8.8

7.8

17.4

48.9

59.5

48.1

70.4

80.5

70.2

53.8

45.6

69.1

76.1

77.6

65.9

13.5

14.6

13.3

13.5

13.5

14.8

13.8

12.8

17.7

13.3

13.7

13.5

10.8

5.8

5.7

3.1

2.1

2.7

5.1

5.1

1.5

1.8

1.0

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積極的に実施 ある程度実施 実施していない 無回答

区の制度は利用せずに新たな借入を行った
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

新たな借入は行っていない
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活用

①新商品・サービスの開発・提供

②販売先の多角化・展示会出展等
　による販路拡大
③仕入・調達先、生産拠点や
　販売網の見直し

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
　取得のための研修

⑪オンライン商談を用いた
　新たな営業・商談
⑫働き方改革（育休・フレックス
　タイム制・副業導入等）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

6.3 23.7 56.2 13.7

2.4 15.9 67.2 14.5

5.6 30.6 50.3 13.5

3.6 12.1 70.7 13.6

1.7 80.8

12.2 68.9 14.7

4.5 60.2 13.7

28.4 54.0

4.0 13.5

4.2

5.1

21.6

2.7 68.211.6 17.6

10.4 54.0 12.7

62.8 13.16.4

22.8

6.2 59.421.3 13.2

17.6

12.5

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活用

①新商品・サービスの開発・提供

②販売先の多角化・展示会出展等
　による販路拡大
③仕入・調達先、生産拠点や
　販売網の見直し

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
　取得のための研修

⑪オンライン商談を用いた
　新たな営業・商談
⑫働き方改革（育休・フレックス
　タイム制・副業導入等）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

37.1 48.5 14.3

26.4 58.4 15.2

39.2 47.3 13.5

24.0 62.4 13.6

79.7

18.6 66.6 14.9

49.5 13.7

39.2 48.1

6.8 13.5

36.8

63.518.6 17.9

56.8 13.4

61.5 13.7

29.8

56.030.5 13.5

24.9

12.7

〈③仕入・調達先、生産拠点や販売網の見直し〉は、「ある程度実施」の割合が3
割超と、他の項目に比べて高くなっている。また、〈⑩テレワークやWEB会議の
活用〉及び〈⑪オンライン商談を用いた新たな営業・商談〉は、感染拡大前に比べ
て感染拡大後のほうが、「積極的に実施」「ある程度実施」の合計値が約3倍高
くなっている。コロナ禍の影響としてリモートワークへの対応が大きく増加して
いる状況がうかがえる。

〈①新商品・サービスの開発・提供〉〈③仕入・調達先、生産拠点や販売網の見直
し〉〈⑦従業員の能力開発・ノウハウ取得のための研修〉〈⑧設備投資〉は、「実
施する予定」の割合が3割半ばを超え、他の項目に比べて高くなっている。また、

〈④新事業分野への進出〉が感染症拡大前（「積極的に実施」及び「ある程度
実施」の合計）に比べ、7.8ポイント増と約1.5倍に増加している。

実施する予定
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

実施の予定はない
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

無回答
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

積極的に実施
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

無回答

①新商品・サービスの開発・提
供

②販売先の多角化・展示会出
展等による販路拡大

③仕入・調達先、生産拠点や販
売網の見直し

④新事業分野への進出

⑤海外展開

⑥不採算事業からの撤退

⑦従業員の能力開発・ノウハウ
取得のための研修

⑧設備投資

⑨BCP策定

⑩テレワークやWEB会議の活
用

⑪オンライン商談を用いた新た
な営業・商談

⑫働き方改革（育休・フレックス
タイム制・副業導入等）

26.7

20.1

32.8

13.1

3.8

12.3

27.3

36.5

11.7

8.8

7.8

17.4

48.9

59.5

48.1

70.4

80.5

70.2

53.8

45.6

69.1

76.1

77.6

65.9

13.5

14.6

13.3

13.5

13.5

14.8

13.8

12.8

17.7

13.3

13.7

13.5

10.8

5.8

5.7

3.1

2.1

2.7

5.1

5.1

1.5

1.8

1.0

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積極的に実施 ある程度実施 実施していない 無回答

ある程度実施
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答

実施していない
業種

  全  体 1508

卸売・小売業 428

宿泊業・飲食サービ
ス業

66

製造業 350

生活関連サービス
業・娯楽業

82

建設業 354

運輸業・郵便業 64

その他 117

36.6

35.5

31.8

38.6

32.9

41.2

37.5

19.7

17.0

14.3

25.8

18.3

13.4

16.9

32.8

12.8

45.3

49.3

42.4

42.0

53.7

40.7

29.7

66.7

1.1

0.9

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

区の制度を利用して新たな借入を行った 区の制度は利用せずに新たな借入を行った

新たな借入は行っていない 無回答
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章
：
暮
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し
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学
び
を
支
え
る

  第Ⅰ期     第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

在宅生活を楽しく、
豊かにする動画を配信
2020（令和 2）年 4 月より、板橋区では、区
公式ホームページや動画配信サービスを活
用し、乳幼児から高齢者まで「自宅で楽し
め、学べる動画」の配信を開始しました。
全14回にわたる区長による区民へのメッセー
ジ［p.88 参照］のほか、区の子育て応援児童

館 CAP'S による乳幼児向けの体操、高齢
者向け筋力トレーニングなど、配信メニュー
を順次追加していきました。また、区教育委
員会は休業となった小・中学校の児童・生
徒に向けて特別授業を配信［p.80 参照］。1 回
目の緊急事態宣言中であった 4 月中旬には、
古典芸能などの文化に触れる特別授業とし

て、 区内在住の芸能従事者の協力を得て

制作した講談や落語、 大喜利等の動画 19

本を公開しました。下旬には、板橋区観光

大使 いっこく堂氏の協力を得て制作したクイ

ズ動画 「板橋区の町名わかるかな？」 を公

開するなど、外出制限が徹底される中、明る
い話題を提供することで在宅生活を少しでも
楽しめるようにしました［p.112-113 参照］。
　9 月からは、活動自粛や公演の中止等で

表現の場を失っているアーティストに対する

動画配信補助事業 「いたばしアーティスト

応援キャンペーン」を開始しました。本事業
では、アーティストから動画作品を募り、一
定の基準を満たした作品 1 点に対して 10 万
円を支給したほか、無観客・定員制限で公
演を行うアーティストに対し、公演の動画撮
影経費を区が負担。また、区公式ホームペー
ジや動画配信サービス、CATV 等で配信す
ることで、アーティストの活動を支援するととも
に、公演の鑑賞を自粛している区民や、公
演への来場機会が少ない区民に、文化芸
術を鑑賞する機会を提供しました（2021 年・

2022 年にも同名の事業を実施。状況に応じて支援

内容は変更）［p.113 参照］。

未知のウイルスと対峙することとなった第 I期、政府は人と人との接触の「最低7
割、極力8割削減」を要請。イベントの開催中止や施設の利用停止、学校の臨時休
業、テレワークの推奨などにより、社会的なつながりが大きく制限されました。板橋
区では、区民サービスが途切れることのないよう、オンライン配信を導入するなどの
工夫を図るとともに、在宅生活を楽しく、安心して過ごせるコンテンツなどを企画・
運営しました。

②	社会的支援
非接触で楽しむ観光イベント
2020 年は、板橋区の 4 大イベント（板橋

City マラソン・いたばし花火大会・板橋区民まつ

り・板橋農業まつり）全てが中止となりました。
いたばし観光ボランティアによる観光ツアーも
3 月上旬から 6 月末まで中止。いたばし観
光センターや美術館、郷土資料館なども1
回目の緊急事態宣言中は臨時休館しました。
その後、緊急事態宣言明けの 5 月下旬より、
感染拡大の状況を踏まえながら徐々に施設
運営・イベントは再開され、感染拡大防止
対策を徹底するため、「3 密」を回避する非
接触型イベントとして、スマートフォンアプリ

を活用した 「ぐるっと板橋スタンプラリー」

（11 月）［p.115 参照］や「板橋 City マラソン
ONLINE」（2021 年 3 月）［p.82 参照］を開催
しました。

年末年始・大型連休の特別電話相談
新型コロナの影響等により生活に困窮してい
る区民を対象に、以下の日程で、特別電話
相談を実施しました。
● 2020 年 12 月29 日～ 2021 年 1 月3 日：

板橋・赤塚・志村福祉事務所の合同
● 2021 年 5 月 3 日～ 5 日：生活支援課、

板橋・赤塚・志村福祉事務所の合同
● 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 2 日：

生活支援課、板橋・赤塚・志村福祉事
務所の合同

また、2022（令和 4）年 12 月24 日には、グリー
ンホールにて、生活支援課、板橋・赤塚・
志村福祉事務所の合同主催による臨時相談
会を実施しました。

オンライン化が加速
コロナ禍により社会的に DX の推進が加速
し、区でも様々な場面でオンライン化が進み
ました。たとえば、毎年 11 月に開催してい
る「いたばし産業見本市」では、2020 年
の第 24 回をオンライン見本市として開催しま
した［p.82 参照］。板橋区文化・国際交流財
団が開催している、区内在住・在勤・在学
の外国人向けの日本語教室は、３月以降は
休講・中止となり、10 月には感染予防対策
を講じながら再開しましたが、緊急事態宣言
が再発出された 2021 年 1 月からは、オンラ
インレッスンに変更しました。その後も、感染
状況に応じて対面とオンラインを切り替えなが
ら開講し、日常生活に必要な基礎的な日本
語の習得を支援しました。
　また、令和 4 年度以降、区民サービスに
おけるオンライン化が加速しました。4 月か
ら保健師等によるオンライン妊婦面接を開始
し、10 月には弁護士による無料法律相談で
もオンラインでの対応を開始しました。さらに、
区制施行 90 周年記念式典（10/1）や第 51
回板橋区民まつり（10/15・16）など、区主
催イベントのライブ配信や各種講座のオンライ
ン配信も実施。併せて区では、国のマイナポー
タル「ぴったりサービス」の適用範囲の拡大
を推進し、子育て・介護関係の手続を中心
に、マイナンバーカードを使ってオンラインで行
えるように整備しました。
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講談や落語、大喜利等を自宅で楽しむ
	「板橋おんらいん寄席」動画配信　
板橋区では、新型コロナ感染拡大防止のため臨時
休業となった小・中学校の児童・生徒や、外出自粛
中の方へ向けて、区公式ホームページや動画配信
サービスを活用し、誰もが「自宅で楽しめ、学べる動
画」を配信しました。
　2020（令和 2）年 4 月、自宅で古典芸能などの
文化に触れることができる企画として、「板橋おんらい
ん寄席」を制作・配信しました。区には、人間国宝
である講談師・神

かん

田
だ

松
しょう

鯉
り

氏をはじめ多数の芸人たち
が居を構えており、彼らの協力を得て制作がスタート。
講談や落語、大喜利等の 19 本の動画を配信しまし
た。緊急事態宣言や自粛ムードにより先行きが不透
明な中、少しでも笑顔になれるよう、芸人たちが明る
い話題を提供してくれました。
　動画の撮影にあたっては、区から公益財団法人板
橋区文化・国際交流財団を通じて、氷川町在住の
落語家・柳

やなぎや

家権
ごん

太
た

楼
ろう

氏に演者の募集や調整等を依
頼。撮影は 2 日間にわたって行われ、3 密を避ける
よう午前・午後に分けながら、合計 20 名を超える演
者からの協力をいただき、動画を制作しました。
　演目は「寿

じゅ

限
げ

無
む

」等の子どもにも馴染みのある落
語や、区ゆかりの前田利家にまつわる講談などの古
典芸能のほか、演芸の席で用いられる「寄席文字」
の書家・橘

たちばな

右
う

門
もん

氏による実演など、多彩な内容になっ
ています。また、外出を控えているおとな・高齢者ま
で楽しめるマジックや、橘氏の書による「手洗い」「う
がい」札を用いた視聴者へのメッセージなど、多彩な
内容となっています。［写真 1-3］

オンライン動画配信

［写真1］「板橋おんらいん寄席」に参加した芸人さんたち

［写真2］人間国宝・神田松鯉氏による講談講座

［写真3］橘右門氏による寄席文字の実演

いっこく堂氏のクイズ動画
	「板橋区の町名わかるかな？」を公開
同じく2020 年 4 月には、板橋区観光大使で、腹
話術師として世界的に活躍している、いっこく堂氏の
協力を得て、クイズ動画「板橋区の町名わかるかな？」
を配信しました。緊急事態宣言により外出自粛を余
儀なくされるなか、自宅にいながら、区のことをより多
くの方に知ってもらうことで、区への愛着につなげてほ
しいと企画したものです。読み方が難しい区内の町名
をクイズ形式で出題。問題を解きながら、地名の由
来や、歴史的背景を学ぶことができます。
　いっこく堂氏は区内在住で、区内のケーブルテレビ
番組でインタビュアーを務めるなど、区とのゆかりが深
く、2018（平成 30）年 3 月には、区観光大使に就
任しています。「緊急事態宣言が発出されて外出が
制限され、学校の臨時休業やテレワークなどを余儀な
くされている皆さんのために、観光大使として自分が
今、自宅においてできることをやろうと思いました」と、
自宅の一室で自ら撮影していただきました。［写真 4、5］

［写真4、5］腹話術で用いるキャラクターを使いクイズ形式で楽
しく区の町名を紹介するいっこく堂氏

動画配信補助事業
	「いたばしアーティスト応援キャンペーン」
コロナ禍において、芸術家たちも活動が制限され、
表現の場を失うという状況が続き、毎年恒例の区民
文化祭が中止になるなど、区の文化施策にも大きな
影響が出ていました。そこで、区の「文化の灯

ひ

」を
絶やさないために、芸術家たちの表現の場の確保と
経済的支援を同時に叶える事業を企画。2020 年 9
月から、区ゆかりのアーティストを支援する「いたばし
アーティスト応援キャンペーン」を、公益財団法人板
橋区文化・国際交流財団と共催で実施しました。アー
ティストから動画を募集し、採用された作品に対する
報酬として 10 万円を支給しました。［写真 6、7］

　その後、徐々にイベントの開催制限が緩和されて
いった 2021（令和 3）年及び 2022（令和 4）年は、
同名のキャンペーンとして、イベント開催経費（2021

年：上限 30 万円、2022 年：共演開催は上限 50 万円、単

独開催は上限 20 万円）や施設使用料（区立施設使用料

相当額）を助成しました。

［写真6］劇団Kumaの演劇「親の顔が見たい」の一場面

［写真7］オペラ歌手・川久保博史氏の「一人でオペラ」。プッ
チーニ『蝶々夫人』の一節より
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	「こどもわくわくフェスタ2021」の
動画配信　
板橋区の子育て応援児童館 CAP'S が主体となって
実施しているイベント「こどもわくわくフェスタ2021」を、
2021 年 5 月30 日から動画配信しました。
　同イベントは、児童館で日ごろ行われている様々な
遊びをより多くの乳幼児親子に楽しんでもらうための
企画です。37 回目となるこの年は、新型コロナ感
染拡大防止のため、「新たなスタイル！ 笑顔あふれる
CAP'S 児童館」をテーマに、動画配信という新しい
スタイルで開催しました。
　動画には、「楽しい」や「一緒にやってみたい！」
が盛りだくさん。児童館職員による、視聴者を笑顔に
する素敵な遊びを多く紹介しています。
　オープニングとして、聖火を持った職員と区の観光
キャラクター「りんりんちゃん」が出演する「まつりを
はじめるよ！編」。子どもと一緒にマラカスを作ってリズ
ムあそびをする「リズムであそぼう！ 編」。ラップ芯で
作るおもちゃを紹介して手遊び歌を親子で楽しむ「こ
ろがしてあそぼう！編」。簡単な手話を使ってお話や歌
あそびをする「手話であそぼう！編」。そしてエンディン
グとして、乳幼児の親子からいただいた「希望・夢・
チャレンジメッセージ」の紹介とともに、児童館で大
人気の CAP’S 体操を踊る「笑顔で逢おうね！編」の
5 本の動画を配信しました。［写真 8、9］

		YouTube		

［写真8］「こどもわくわくフェスタ2021」配信動画「まつりをは
じめるよ！ 編」

［写真9］同、「ころがしてあそぼう！編」

児童館 CAP‘S チャンネル
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZi1wlxSk5akzLqMt5QeelJjdUuPzYxlb

板橋おんらいん寄席
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZi1wlxSk5alo3DL1vmTWU1CIws7tfRch

いたばしアーティスト応援キャンペーン
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-bxctUVNuDq9NysTOelPBJwYgD0hOwb9

ぐるっと板橋スタンプラリー　
2020（令和 2）年 11 月 16 日から2021（令和 3）

年 1 月11 日まで、感染拡大防止策として、非接触
型のまち歩きイベント「ぐるっと板橋スタンプラリー」
を開催しました［図 1］。これは、区の観光専用アプリ
「ITA- マニア」［図 2］を使用して区内のおすすめスポッ
トを回遊するデジタルスタンプラリーで、アプリ上では、
グルメ情報の検索や、散策ルートの自動生成等も行
うことができます。
　スタンプの設置施設は、いたばし観光センター、教
育科学館、植村冒険館、赤塚植物園など区内 11
施設。各施設に設置してある二次元コードを読み込む
ことで、デジタルスタンプが集められます［写真 1、2］。
一定数のスタンプを集めて応募すると、抽選でいたば
し花火大会や美術館のチケット、区立体育施設プー
ル回数券等の賞品が当たります。
　同イベントは、2021 年秋以降も毎年開催し、
2022（令和 4）年の二次元コード設置箇所は、区内
18 施設にまで拡大しました。期間中に全施設のスタ
ンプを集めるコンプリート賞として、打ち水タオルが先
着 300 名に進呈されました。

		実績		
応募総数
令和 2 年：444 件／令和 3 年：1,452 件／令和 4 年：809 件

非接触型観光イベント

［図1］2020年ぐるっと板橋スタンプラリーのチラシ

［図2］アプリ「ITA-マニア」の
トップページ

［写真1、2］区内施設に設置さ
れた二次元コードでデジタル
スタンプを取得
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多機能型ディスプレイの無償提供
株式会社グッドスタッフ

検温機能及び消毒液噴射機能を装備したディスプ
レイを無償提供いただき、区役所本庁舎に設置し
ました。

本機器は21.5インチモニターに様々な情報を表示できるだけ
でなく、手指をセンサーにかざすと消毒液を自動噴射し、赤
外線（IR）センサーにより体表温度が測定されるなど、新型コ
ロナ対策に役立つ多機能を備える

消毒液の寄贈
東京ヴェルディ株式会社

令和 2 年度に 550 本、令和 3 年度に 3 万 1,000
本の手指消毒用ジェル消毒液を、令和４年度にア
ルコール除菌スプレー７２個、除菌ペーパー１２５袋、
消毒スプレー７２個を寄贈いただきました。

寄贈された消毒液は、令和2年度には区内の区立保育園、幼
稚園、小・中学校に配布。令和3年度以降は、区内における
スポーツイベントの際に、新型コロナ対策として活用された

区内民間事業者からの寄付

コラム

感染症対策用車両の無償貸与
トヨタモビリティ東京株式会社

新型コロナ対策に係る事業に活用するため、車両
1 台を無償貸与いただきました。

車の仕様は、運転席・助手席のある車両前方スペースと後部
座席以降の後方スペースの間に隔壁を設置し、前方を陽圧、
後方を陰圧とする「飛沫循環抑制車両」となっている。PCRセ
ンターへの従事者及び資材の運搬、保健所の事業などで活用

除菌液の無償配布
株式会社アイル（IMS グループ）、
燦キャピタルマネージメント株式会社

テーブルや手すりなどに使用する除菌液の無償配
布を行っていただきました。

区役所本庁舎にて、除菌液の無償配布を2社が行った。1人2
ℓまでの配布、容器は各自持参とした。当日は整理券の配布
や人数制限等を徹底し、新型コロナ対策を万全に行った

令和2年度から令和4年度にかけて、区内に事業所のある民間企業から、新型コロナ対策に役立つ
様々な品物を無償提供・貸与いただきました。ここでは、その一部を紹介します。

オリジナル折り紙の寄贈
寿堂紙製品工業株式会社・コーホク印刷株式会社

区内保育園の 3 歳児以上の幼児に、オリジナル
折り紙約 7,800 セットを寄贈いただきました。

フロアマーキングとステッカー、
フェイスシールドの無償提供
リンテック株式会社

フロアマーキング 100 枚と、テイクアウトを推奨す
るステッカー 3,000 枚、医療従事者向けのフェイ
スシールド 1 万個を無償提供いただきました。

フロアマーキングシートの無償提供　
株式会社スリーケイ

区役所などの窓口で使用する、フロアマーキングシー
ト12 組 60 枚を無償提供いただきました。

緊急事態宣言により、自宅で過ごす時間が増えた子どもたち
や家族に向けて、この苦境を一緒に乗り越えていきたいとい
う思いが込められた。折り紙には、あらかじめキャラクターの
色が印刷されており、手順どおりに折るとキャラクターが完成
する仕組みとなっている

表面がガラス粉末とトップコートの構造で防滑性能、耐久性
が高く、自由なデザインが可能。裏面の粘着層は何度でも貼
りなおせる再々剥離タイプのため、貼る位置を容易に変更で
きる

同社は粘着製品や特殊紙の総合メーカーで、同社の技術を用
いて製作された物品の提供を受けた。フェイスシールドは、医
療状況のひっ迫に伴い、一部の医療資機材の調達が困難に
なっていることから不足が生じ、病院によっては手作りで対応
している状況もあった

2コラム 3
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広報の取組②　広報いたばし特集版

発熱者検出システム
株式会社クレアビジョン（板橋 1 丁目）

工場・データセンター向けのエネルギー監視、制御
システムを開発・構築・販売する企業（板橋区産業

振興公社「平成 24 年度 板橋製品技術大賞」受賞）で、
社長の発言が開発のきっかけとなり、約 1 か月か
けてサーモカメラを用いた発熱者検出システムを開
発。工場の機械設備の監視システムなどにサーモ
カメラを使用していたことから、人間の体温測定に
応用しました。測定体温・時間・顔写真などをメー
ルで送信するなど、遠隔での情報管理も可能で、
安価に導入できるのが特長です。

飛沫防止パーテーション
株式会社アイ工芸（中丸町）

屋内外サインや各種看板などの設計・制作・施工
を行う企業（板橋区産業振興公社「平成 26 年度 いたば

し働きがいのある会社賞」受賞）で、看板製作に使用す
る材料が、飛沫感染対策用の製品に転用できると
考え、製造を開始。豊富に材料を持ち、自社で全
て加工・製造できることから、短期間で販売へとつ
なげました。飲食店を中心とした顧客が多く、用途
やニーズが店舗により異なるため、的確・迅速な
対応を心がけているとのことです。

自社の計測制御技術を応用した発熱者検出システムを開発。
サーモカメラで測定した人の体温をPCで表示し、非接触の体
温計として利用できる

同社はその後、レーザーブラストで彫刻した図案をLEDで照
射して彩る「LEDエッジパーテーション」も開発。「令和3年度 
板橋製品技術大賞 優秀賞（板橋産業連合会賞）」を受賞して
いる［画像提供 ： 株式会社アイ工芸］

サーモカメラサーモカメラ

来訪者来訪者

パソコンパソコン

警報（ビープ音）
メール発報
警報（ビープ音）
メール発報

ものづくり中小企業の　　　　　とは
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、区内企業にも影響を
与えています。（公財）板橋区産業振興公社が実施している板橋製
品技術大賞・いたばし働きがいのある会社賞の受賞歴があり、自
社技術の活用やアイデア・工夫によって、新たなビジネスチャン
スを模索している区内中小企業を紹介します。

（公財）板橋区産業振興公社 ☎3579－2192問合

区・区内施設などに、多くの人にとって便利な製品を寄付いただいた板橋製品技術大賞受賞企業を紹介します。

区 内 企 業 か ら 自 社 製 品 を 寄 付 い た だ き ま し た

◉
事
業
本
部
長

　苅
宿
恒
一
さ
ん

◉
代
表
取
締
役
・
会
長

　石
川
一
弥
さ
ん

　社長の発言が開発のきっかけとなり、約１か月かけてサー
モカメラを用いた発熱者検出システムを開発。工場の機械設

　看板製作に使用する材料が、飛沫感染対策用の製品に転用
できると考え、製造を開始。豊富に材料を持ち、自社で全て

備の監視システムなどにサーモカ
メラを使用していたことから、人
間の体温測定に応用した。測定体
温・時間・顔写真などをメールで
送信するなど、遠隔での情報管理
も可能であり、安価に導入できる
のが特長。「今後も自社のIT技術
を活用し、社会に貢献していきた
い」と語った。

加工・製造できることから、短期
間で販売へとつなげた。飲食店を
中心とした顧客が多く、用途やニ
ーズが店舗により異なるため、的
確・迅速な対応を心がけている。
今後の展望も見えにくい状況では
あるが、「社会で必要とされる製
品を開発し、貢献していきたい」
と語った。

株式会社クレアビジョン 株式会社アイ工芸
●住　　所／板橋１－42－13大佳板橋ビル７・８階
●事業内容／�工場・データセンター向けのエネルギー監視、�

制御システムの開発・構築・販売

●住　　所／中丸町58－９
●事業内容／�屋内外サイン・各種看板などの設計・製作・施工

◉
代
表
取
締
役

　松
浦
永
さ
ん

　普段は日本製にこだわり、プレタポルテ（高級既製服）を縫
製しているが、マスク不足の現状を改善したいという想いか
ら、クラウドファンディングを活用し製品を開発。洗濯し、
繰り返し使用できる抗菌加工を施
したほか、素材にこだわり、シン
プルかつ付け心地の良さを実現し
た。新型コロナウイルス感染症の
感染拡大によって、モノの売れ方
も変わっていき、この変化にどう

株式会社バーンズファクトリー
●住　　所／小茂根２－５－16
●事業内容／�「Made�by�Tokyo�JAPAN」にこだわった�

ニット製品の企画・製造・販売

株式会社スリーケイ

区に、自社開発した窓口用フロアマー
キングシートを12組（60枚）寄付。

●住　　所／大和町４－17
●事業内容／�フィルムの加工・施工販売、�

公共施設などの案内板・看板製作

フィルプラス株式会社

区内医療機関に、
フェイスシールド
用の高透明ポリエ
ステルフィルムを
2000枚寄付。

●住　　所／前野町４－41－10
●事業内容／�プラスチック・保護フィルム�

製品の製造・販売

寿堂紙製品工業株式会社

区内保育園の３歳以上の児童に、オリ
ジナル折り紙を約7800セット寄付。

●住　　所／弥生町60－４
●事業内容／�封筒・のし紙・祝儀袋などの�

紙製品の製造・販売

※読みやすく見やすい書体「UD（ユニバーサルデザイン）フォント」を使用しています。

板橋製品技術大賞
区内中小企業の優れた新製品・新技術を表彰しています。

いたばし働きがいのある会社賞
従業員が働きがいを感じられる仕組み・企業風土づくりに
取り組む区内中小企業を表彰しています。

［平成23年度・28年度・令和元年度］
板橋製品技術大賞受賞企業

［平成30年度］
板橋製品技術大賞受賞企業

［平成27年度・28年度］
板橋製品技術大賞受賞企業

対応していくかが課題だとい
う。

［平成24年度］�板橋製品技術大賞受賞企業

［平成27年度］�板橋製品技術大賞受賞企業

［平成26年度］�いたばし働きがいのある会社賞受賞企業

発熱者検出システム
自社の計測制御技術を応用した発熱者検出システムを開発。

洗える抗菌マスク
クラウドファンディングを活用し、洗える抗菌マスクを製造。

飛沫防止パーテーション
看板製作で使用する材料を利用し、飛沫感染対策製品を製造。

ピ ン チ を チ ャ ン ス に 変 え る

板橋製品技術大賞受賞企業以外にも、リンテック株式会社・トヨタモビリティ東京株式会社をはじめ、
その他企業・個人からも多数の寄付をいただきました。

負けない!
!新型コロナ

ウイルスに
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新型コロナ感染症感染拡大が区内の経済活
動に影響を与える中、自社技術の活用やアイ
デア・工夫によって、新たなビジネスチャンスを
模索している区内ものづくり中小企業を紹介
しました。

	「ピンチをチャンスに変える
ものづくり中小企業の挑戦とは」
2020（令和 2）年８月 1 日号

広 報

板橋区では、毎月第1〜4土曜日に発行している「広報いたばし情報版」に加え、区の魅力を様々な切り
口でお伝えする「広報いたばし特集版（カラー版）」を発行しています。コロナ禍における経済・文化芸術
活動や在宅生活の支援を特集した号を紹介します。

いたばしの文化芸術活動
区民へつなぐ、未来へつなぐ

～アーティストバンクいたばし～
～#つながる　かさなる　アートの輪！～

　区と(公財)板橋区文化・国際交流財団は、コロナ禍で活動が制限されている登録アー
ティストを支援する事業を実施しています。
　今後、様々なジャンルの登録アーティストが、区内施設やオンラインでイベントを開
催します。
　同財団ホームページでは、登録アーティストの紹介やPR動画を掲載していますので
ぜひご覧ください！

アーティストバンクいたばしは、区にゆかりのあるアーティストを登録アーティストとして広く区民に紹介し、
活動機会や区民が文化芸術に触れる機会を増やすことを目的として設置しています。
今回は3組の登録アーティストに、それぞれの活動についてお伺いしました。

（公財）板橋区文化・国際交流財団…板橋区の地域文化の創造支援と国際相互理解の促進を図るため、区民の文化芸術振興と多文化共生をすることを目的とした団体です。

――寄席文字書家になったきっかけを教え
てください
　もともと落語が好きで、その世界に関わ
り続けたいという気持ちがあったんでしょ
うね。寄席文字を教えるカルチャースクー
ルに通い始めて、そこから師匠・橘右近の
筆づかいを学び、平成５年に右門の名前を
いただきました。
――寄席文字の魅力はどこにありますか
　言葉の意味を表すだけではなく、同時に
情緒や風情を伝えることができるところで
す。チラシやめくりはもちろんのこと、催
しによってはのぼりなども書かせていただ
きますが、この寄席文字を見ると、もう落
語を連想するんです。お客様にしてみれ
ば、落語の世界の入口に寄席文字があるこ
とになるわけです。ですから、その意味で
は文化を伝える役目を担っているのかな、
なんて。ちょっと格好つけすぎですかね
(笑)。
――今後の活動について教えてください
　区内在住の芸人さんたちが「板橋おんら
いん寄席」というものを配信しました。現
在もYouTubeにて公開中で、私も参加さ
せていただいてます。なかなか厳しいご時
世ですが、こういう新しい取組にも挑戦し
ながら、江戸文化と現代をつなぐ役目が担
えたら本望です。

橘 右門
（寄席文字）

情緒や風情を文字に乗せて
江戸と東京をつないでいきたい

――演奏において、喜びを感じる瞬間はど
んなときですか
　世界中を旅しながら演奏をしていると、
文化や言葉は違っても、音楽への感性はみ
な似ているように思います。音楽という言
語でお客様の心に届く演奏ができた瞬間
は、やはり大きな喜びを感じます。
――コロナ禍で、演奏活動にどのような影
響がありましたか
　イギリスの自宅からオンラインで演奏を

佐野 優子
（ピアノ）

場所の制約にとらわれず
もっと自由な形の音楽を

――公演の際、大事にしていることは
　０歳から楽しめるコンサートというコン
セプトで、誰もが演劇と音楽をもっと身近
に楽しめるように意識しています。
――今後の活動について教えてください
　私たちは場所の制限に縛られない活動が
可能です。コロナ禍に、屋外で密を避けた
上演に挑戦する機会がありました。入退場
自由な屋外の上演は、ふらりと足を止めて
くださるご家族も多かったのが印象的で
す。これからも「誰もが楽しめる場」の可能
性を広げていければと思います。10月17日
(日)に区立文化会館小ホールで「歌とピア
ノのえほん劇場」を上演します。いたばし
国際絵本翻訳大賞受賞作品をスクリーンに
投影し、グランドピアノの生演奏とともに
お届けしますので、ぜひ遊びにいらしてい
ただきたいです。

――活動のきっかけを教えてください
　私、保田がいたばしボローニャ子ども絵
本館から、絵本の画像をプロジェクターで
投影しながら読み聞かせを行う機会をいた
だいたことがきっかけです。私はそこに音
楽を加えることを提案し、ピアニストの冨
永さんと一緒に演目を作りました。結果、
ご好評を賜り、以後キッチン・ワルツとい
うプロジェクトチームで継続的な活動をす
ることになりました。

誰もが自分のペースで楽しめる
ドラマチックな音楽の場をめざして

言葉と音の本棚
キッチン・ワルツ

（演劇・音楽）

PROFILE：これまでに40
都市を超える世界各地で
演奏活動を展開。現在は
ロンドンに拠点を置きな
がら各国で活躍中。

PROFILE：平成24年発足。スライド・ミュー
ジカルや物語仕立てのコンサートなど親子で
楽しめる公演・ワークショップを開催。

PROFILE：橘流寄席文字家元・橘
右近より伝承者として橘右門の名
を許される。落語会・寄席に関連
する寄席文字の筆耕を行う。

いたばしアーティスト応援キャンペーン2021

配信する試みを行っています。コンサート
会場では得られない親近感が感じられると
いう声や、最前列でも見えないような手元
のズームアップなど、いろいろな角度や距
離からの映像を楽しめるといった声をいた
だき、私自身も新鮮な気持ちで演奏してい
ます。世界の様々な国の方からご視聴いた
だいたり、リアルタイムで対話ができるこ
とも面白いです。
――今後の活動について教えてください
　オンラインが日常的なツールになったこ
とで、アメリカや西欧からオンライン・レ
クチャーをご依頼いただくことが増えるな
ど、これまで以上に国境を越えた活動がし
やすくなりました。目まぐるしく変わる状
況の中で、まずは自分にできることを進め
ていきたいと思います。

冨
永
絋
加

問合　（公財）板橋区文化・国際交流財団☎3579-3130

保
田
真
奈

(公財)板橋区文化・
国際交流財団ホームページ

応援キャンペーン
詳細

※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が変更になる場合があります

※次回は 8月21日（土）に発行します
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「いたばしの文化芸術活動～アーティストバンクいたばし～」
2021（令和 3）年８月 7 日号

「いたばしアーティスト応援
キャンペーン」の関連特集とし
て、「アーティストバンクいた
ばし」に登録のアーティスト3
組へのインタビュー記事を掲
載。活動のきっかけや、コロナ
禍の影響、今後の目標などに
ついて伺いました。

健康づくり
新型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に負け な い！

いたばしで

No．2453

10.10
令和２年・2020年

「新型コロナウイルスに負けない！		いたばしで健康づくり」
2020 年 10 月 10 日号

自宅で手軽に取り組める健康
づくりを紹介しました。区オリ
ジナルの健康体操や「おいし
い板めしレシピ」、CAPʼS児
童館・教育科学館が制作した
動画についても掲載。在宅時
間が増えたことによる運動不
足、ストレス増加を解消するヒ
ントを、イラスト・写真を使って
わかりやすくまとめました。

おうち de エンジョイ

<動画配信サービス>

「チャンネルいたばし」
を楽しもう！

おうちであそぼう「ボウリングにチャレンジ」
紙袋とタオルでボウリング⁉
おうちにあるものを使って遊んでみよう！

おうちであそぼう「新聞紙あそび」
おうちにある新聞紙を丸めたり破いたり…
画面の前で一緒に思いっきり遊んでみよう！

おうちであそぼう「バスタオル」
大判のタオルを使って、
親子で一緒におうち時間を楽しもう！

おうちであそぼう「元気にCAPʼS体操を踊ろう」
CAPʼS児童館で人気のオリジナル体操を
おうちで一緒に踊ってみよう！

　教育科学館の展示物や科学・天文に関す
る情報などを動画で紹介する「動画de教育
科学館」の配信を始めました。
　家でも簡単にできる実験・工作も紹介し
ています。ぜひ、やってみてください。
　今後も、面白い動画を増やしていきます
ので、ぜひ、ご覧ください！

板橋区公式
チャンネル

動画は
こちら

「おうちでできる！ウナギつかみ」
自分の瞬発力を試そう！
キミは早くキャッチすることができるかな？

「空気でシュート」
空気の力でボールが浮く⁉
おうちでもボール遊びをやってみよう！

「マッハをみよう！」
音にも速さがあるんだ！
身近な音の速さを見つけてみよう！

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、家で
過ごす時間が増えていると思います。
　今日は、CAPʼS児童館・教育科学館が制作し
た家で楽しみながら体を動かしたり学んだりでき
る動画を紹介します。みんなで動画を観て「おう
ち de エンジョイ」しましょう！

CAP’S 児童館

教 育 科 学 館

「みんなで発電 省エネ電球を探せ！」
一番弱い力で光る電球はどれかな？
省エネ電球をみんなで探してみよう！

　CAPʼS児童館では、感染予防に努めながら活
動を再開しています。
　外出を控え、おうち時間を過ごす機会が多くな
っていませんか？
　CAPʼS児童館のオリジナル動画を観て、親子
で一緒に「おうちdeエンジョイ」しましょう！
　CAPʼSチャンネルでは、親子で触れ合いなが
ら楽しめる遊びの動画をこれからも配信していき
ますので、ぜひ、ご覧ください♪

CAPʼS児童館職員

教育科学館職員

▽問＝子ども政策課育成係☎3579－2475

動画は
こちら

▽問＝教育科学館☎3559－6561〈月曜休館。ただし祝日の場合は開館し翌日休館〉

後
集
記

編

4 広報　いたばし 令和２年（2０2０年）1０ 月 1０ 日（土）

次回の魅力特集版

11月７日（土）発行

　感染症を予防するためには、手洗い・マスク着用・身
体的距離の確保などの新しい生活様式を徹底するほか、
自分の体と心の健康を保つことが大切です。健康に過ご
すために、手軽に取り組める健康づくりを実践したり、
楽しめる動画を活用したりしてみませんか。

「板橋区の都市農業」
を紹介します。
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・5類移行の方針決定
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5/23 以降の取組

感染拡大防止の取組

Go To トラベル（東京発着は10/1～）

Go To Eat キャンペーン （東京の食事券は11/20～）

県民割 ブロック割 全国旅行支援

・「COCOA」運用開始

・令和 3年度当初予算の
　要求締切

・当初予算案の公表
・予算議案の議決

・令和 2年度当初予算案の公表
・予算議案の議決

・令和4年度当初予算の
　要求締切

・当初予算案の公表
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　要求締切
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    新型コロナウイルス感染症対策本部を設置（1/30）

・健康危機管理対策本部を設置（1/31）
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・緊急経済対策（全国民に 10万円を一律給付）を決定

・子ども政策課に臨時給付金係を設置

・ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を決定
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・保健所体制の強化 ・予防対策課
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  （予防接種担当課長の設置        ワクチン接種調整　  
    担当部長の設置、予防接種担当課長を２名体制に）

     ・
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地域づくり担当
係長を設置

・産業振興課に産業振興担当係長（緊急経済対策グループ）を設置 ・     
  経済対策係を設置

・令和4年度組織改正
 （政策経営部に IT 推進課DX戦略係を新設、健康生きがい部保健所に感染症対策課を新設など）

感染症対策の寄付金を募集（ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング）
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・職員感染症対策ルールブックを発行

・Web会議用機器の貸出、Web会議システム利用のガイドラインの運用開始
テレワーク試行運用の開始（全庁 LAN 端末への顔認証システムの配信やルーターの配布、
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・職員の服務の取扱
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・マスク着用の見直し
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  第Ⅰ期   

健康危機管理対策本部の設置
2020（令和 2）年 1 月 28 日、政府は、新
型コロナ感染症を感染症法上の指定感染症
として定めるなどの政令を発布しました。これ
により、2 類感染症相当の措置が取られるこ
とになったことから、的確な対応を図ってい
くため、板橋区では、1 月 31 日に「健康
危機管理対策本部」を設置しました。同日
に災害対策本部室にて、第 1 回健康危機
管理対策本部会議を開催。区長をはじめと
する特別職や部長級職員を中心に構成され
る、庁議（行政運営の最高方針及び、重要施策

等を審議するとともに、区各機関相互の総合調整

を行う政策経営会議）メンバーに加え、感染症
や危機管理対応に関係する課長級職員が出
席し、区民や医療機関等からの相談受付等、
今後の対応について協議を行いました。
　その後、状況に応じて、全庁を挙げて迅

速かつ柔軟な感染症対策を行うため、2022
（令和 4）年 7 月 26 日までに全 32 回の健康
危機管理対策本部会議を開催［図 1、資料 1］。
その半数以上の 17 回は第Ⅰ期に実施され、
国・都・区の対応状況についての情報共有
をはじめ、感染者発生時の対応、区施設の
運営やイベントの開催方針、職員の感染リス
ク低減対策や勤務体制、特別定額給付金
事業をはじめとする各種事業などについて、
協議及び決定を行いました。

緊急経済対策を
速やかに実現する体制の構築
2020 年 4 月 20 日、政府は全ての国民に
10万円を一律給付する緊急経済対策を決定
しました［p.100 参照］。区市町村の実施する給
付事業に対し、国が補助金（補助率 10 割）

を交付する方式となったことから、区内全世
帯への速やかな給付体制を構築するため、

未曾有の緊急事態において、区民の生命・健康・財産を守ることを第一に、感染拡
大を防止しながら行政機能を維持し、区民生活や事業活動の継続を支援するた
め、板橋区は全庁を挙げて様々な対策に取り組んできました。激変する社会経済情
勢に区政運営も大きな影響を受ける中、柔軟に対応し、迅速に実行するために不
可欠なのが組織体制づくりです。区では、国が新型コロナを指定感染症に指定し
た3日後には健康危機管理対策本部を立ち上げるなど、状況に応じて体制を整えて
きました。現在は、ポストコロナ時代、更なる将来を見据えた組織改編を進めてい
ます。

①	組織体制
5 月 1 日、区民文化部に定額給付金担当課
長と定額給付金担当係長を設置。15 名体
制の実施組織を発足し、5 月 7 日よりオンラ
イン申請の受付を開始しました。5 月 21 日
にはオンライン申請・早期特別申請分の支
払を開始し、5 月 27 日に郵送申請用の申
請書の全世帯への発送を開始しました。8 月
31 日の申請期限に向け、延べ 25 名の兼務
従事による対応が図られるとともに、相談対
応や続 と々届く申請書類の確認や入力作業
などは、全庁的な応援体制を構築し、速や
かな給付を実施しました［写真 1］。
　また、5 月 29 日には、区の「小規模事
業者等緊急家賃助成事業」の担当部署とし
て、産業経済部産業振興課に産業振興担
当係長（緊急経済対策グループ）を設置しまし
た。これは、1 回目の緊急事態宣言発出を
受け、営業休止・自粛により売上高が減少
した区内の小規模企業者・個人事業主に対
し、区独自で家賃に相当する費用の一部を
助成する事業で、事業継続及び就労確保に
向けた支援として、迅速かつ的確に助成する
体制を構築しました［p.95 参照］。
　そのほか、6 月 22 日には、国の「ひとり
親世帯臨時特別給付金事業」を担当する臨
時給付金係を、子ども家庭部子ども政策課
に設置。同係は、令和 2 年度に区独自で
支給した「新生児臨時特別給付金事業」も
担当しました。

持続可能な区政経営に向けた
緊急対策の検討
2020 年 7 月 31 日、区は「緊急経営対策
検討会」を設置しました。新型コロナの影響
による急速な経済情勢の悪化に伴い、区の

主要な財源である特別区民税の減収が想定
されるほか、都から交付される特別区交付
金についても減収が想定され、国による不合
理な税制改正などの影響を含め、今後複数
年にわたり大幅な減収が続くことが見込まれ
ました。一方、歳出においては、公共施設
の整備・更新をはじめ、多額の経費負担を
伴う事業が継続している中、景気の低迷を
背景に、生活保護法施行扶助費の増加が
想定されました。このような状況に加え、令
和 3 年度予算編成当初の財源不足額は約
183 億円となり、バブル経済崩壊後やリーマ
ンショック後の世界同時不況時を凌ぐ、厳し
い財政状況となることが確実視され、早急な
対策が必要となりました。
　そのため、8 月 24 日に第 1 回緊急経営
対策検討会を開催し、予算の執行状況等
に係る緊急点検等を実施。コロナ禍への対
応を最優先に実行していくため、当面の間、
公共施設の整備・更新を先送りするほか、
補助負担金や既存事務事業の見直しを図る
など、区民生活への影響を最小限にとどめる
観点を基本に、持続可能な区政経営の実現
に向けた対策について検討を重ねました。

業務量・スパンが拡大し続ける
保健所体制の強化
保健所（健康生きがい部）で感染症患者の対
応業務を担う予防対策課感染症グループは、
業務の増加が始まった 2020 年 4 月、課内
の他グループの保健師 3 名や保健師 OB・
OG による業務支援等により人員体制を強化
しました。しかし、第 1 波、第 2 波と感染の
波が高まるたびに、業務スパンが拡大。10
月 9 日、同グループを保健師と診療放射線
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技師により構成する感染症相談指導グループ
と、事務職により構成する感染症事務グルー
プに分ける組織改正を実施しました。これに
より、積極的疫学調査や健康観察、相談対
応などの専門職の業務と、患者情報管理や
入院医療費公費負担などの事務業務の役割
分担を明確化し、業務量の平準化と各機能
の強化を図りました［p.38 参照］。

  第Ⅱ期  

保健所機能のさらなる強化
2020（令和 2）年 12 月 18 日、国は令和 2
年度中に新型コロナワクチンの実用を本格化
することを明示しました。先行する医療従事
者等へのワクチン接種は都道府県が、住民
へのワクチン接種は市区町村が受け持つこと
になり、まずは高齢者を対象に、翌年 3 月
下旬より接種を開始できる体制の整備が要請
されました。
　区では、国が示す優先順位に従い、希
望する区民への接種を迅速かつ適切に行う
ため、12 月 21 日、保健所に予防接種担
当課長を設置しました。しかしながら、全区
民を対象とする接種体制の構築には、職員
等の動員や会場、医師等の確保など、庁内
横断的な調整業務が想定されました。そこ
で 2021（令和 3）年 1 月 29 日、ワクチン接
種調整担当部長を設置したうえで、予防接
種担当課長を 2 名体制に増員（うち 1 名は

2021 年 4 月 1 日付でワクチン接種調整担当課長に

名称変更）。全体の進行管理と庁内調整を担
い、円滑な接種体制の構築を図りました［p.39、

p.69 参照］。
　また、感染拡大に伴い増加傾向にある自

殺への対策を加速化すべく、8 月 1 日、予
防対策課にいのち支える地域づくり担当係長
を設置しました。既存の計画を着実に遂行す
るだけではなく、コロナ禍における新たな課
題を分析し、自殺対策事業を早期に講じる
必要性も生じていました。

ポストコロナ時代に向けた組織改正 
2021 年 4 月 1 日、区は、近年多発する風
水害や、新型コロナの感染拡大防止に関わ
る危機管理体制の統制力を強化するため、
総務部危機管理室を廃止し、危機管理部を
新設。また、生活保護世帯の増加に対応す
るため、福祉部板橋福祉事務所から自立支
援係を福祉部生活支援課に移管したほか、
ひとり親家庭への支援を強化するため、生活
支援課に、ひとり親支援担当係長を設置しま
した。
　加えて、令和 3 年度組織改正における重
要視点の 1 つである「ポストコロナに適した
働き方や区民サービスの提供方法を抜本的
に変革させる気概を持ち、DX（デジタルトラン

スフォーメーション）の考え方を取り入れた事務
改善を進めること、特に、オンライン申請に
ついては、区民サービス向上の視点から重
点的に進めること」を踏まえ、政策経営部
IT 推進課に DX 推進係を新設しました。

中小企業・個人事業主への
経済対策強化
度重なる緊急事態宣言の影響に伴い、売上
額が減少しているものの、国及び都の支援
を受けられない中小企業・個人事業主に対
して、区独自の事業継続支援金を給付する
ことにしました。そこで、2021 年 9 月 15 日、

産業経済部産業振興課に経済対策係を設置
し、迅速かつ的確な給付を行うとともに、継
続的な経済対策の企画立案を担いました。

　
  第Ⅲ期     第Ⅳ期  

更なる将来を見据えた組織改正
2022（令和 4）年 4 月 1 日、令和 4 年度組
織改正における重要視点である「ウィズコロ
ナ・ポストコロナにおける事務事業の実施状
況を加味し、必要性や効果性、緊急性を十
分に精査したうえで、『選択と集中』の視点
から、既存組織の再編を基本とした見直しを
行うこと」や、「社会経済情勢の変化を見据
え、区民サービスの提供方法を抜本的に変
革させる気概を持ち、前例に捉われない職
員の創意工夫と英断により、DX の推進及び
不断の業務改善に努めること」等を踏まえ、
全庁的な業務効率化と区民の利便性向上に
向けて、区政に関する DX をより一層戦略的
に推進するため、政策経営部 IT 推進課に
DX 戦略係を新設。また、新型コロナの感
染再拡大時の迅速な対応や、感染症蔓延時
における所管業務の確実な執行のため、感
染症業務に特化した感染症対策課を予防対
策課から切り離して新設するなど、将来的な
行政課題にも対応できる組織体制の構築を
図りました。

本部長 区長

副本部長 副区長
教員長

本部員

監査委員（代表・常勤）
政策経営部長
総務部長
危機管理部長
区民文化部長
産業経済部長
健康生きがい部長
保健所長
福祉部長
子ども家庭部長
子ども家庭部総合支援センター所長
資源環境部長
都市整備部長
まちづくり推進室長
土木部長
法務専門監
教育委員会事務局次長
地域教育力担当部長
選挙管理委員会事務局長
監査委員事務局長
区議会事務局長
防災危機管理課長
地域防災支援課長
長寿社会推進課長
健康推進課長
生活衛生課長
予防対策課長
感染症対策課長
人事課長
広聴広報課長

［図１］第 32 回健康危機管理対策本部会議 出席者

［写真1］特別定額給付金事業では、応援職員が区役所大会
議室で入力作業を行った
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第 
Ⅰ
期

3/27
第8回

(1)東京都と国の動きについて
東京都と国の動きについて全庁共有を実施

(2)今後の各施設の運営方針について
区施設における事業の縮小など、4月15日までの運営方針につい
て決定

(3)区主催事業の判断について
4月15日までは、原則中止・延期することを決定。4月16日以降で、
事前受付・参加募集・準備に着手しなければ開催不可能な事業
は、原則中止・延期する

(4)都知事による外出自粛要請への対応について
区公式ホームページ・SNSで、区民への外出自粛の呼びかけ、区
施設・貸館利用者へ自粛呼びかけ及び対策の強化を実施すること
を決定

3/30
第9回

（1）国の基本的対処方針について
国の基本的対処方針について全庁共有を実施

（2）春季休業後の区立学校・幼稚園再開について
区立小・中学校については4月6日から、区立幼稚園については
4月8日から再開することを決定

（3）第61回いたばし花火大会の開催可否について
5月23日開催予定の第61回いたばし花火大会について、中止し、
年度内の順延もしないことを決定

（4）今後の緊急対策について
区内産業や区民生活への影響に配慮し、区の取れる緊急的な対
策を迅速に進めていくことを決定

4/2
第10回

（1）国の感染症対策専門家会議の主な内容について
国の感染症対策専門家本部会議の主な内容について全庁共有
を実施

（2）職員が検査対象及び感染した場合の区全体の対応基準につ
いて
職員が検査対象及び感染した場合の対応について全庁共有を実
施

（3）区立小・中学校、区立幼稚園の臨時休業について
4月6日から5月6日まで、臨時休業することを決定

（4）今後の主な区施設の運営方針について
4月4日から4月15日まで、以下の施設を閉館することを決定
体育館（窓口業務を除き屋内施設の利用休止）、エコポリスセン
ター、熱帯環境植物館、リサイクルプラザ、美術館、郷土資料館、
教育科学館

（5）都知事による外出自粛要請への対応について
引き続き4月12日まで、区公式ホームページ、SNSで、区民への外
出自粛の呼びかけ、区施設、貸館利用者へ自粛呼びかけ及び対
策の強化を実施することを決定

4/6
第11回

（1）緊急事態宣言について
緊急事態宣言について全庁共有を実施

（2）今後の主な区施設の運営方針についての考え方
緊急事態宣言が発令された想定で、主な区施設の運営について
協議

4/7
第12回

（1）東京都緊急事態措置（案）について
東京都緊急事態措置（案）について全庁共有を実施

（2）緊急事態宣言発令後の主な区施設の運営状況について
緊急事態宣言が発令後の主な区施設の運営について決定

（3）新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた区主催事業の中
止判断基準について
感染拡大防止に向け、区主催事業の実施可否の判断基準につ
いて決定

（4）緊急事態宣言の発令に伴う本部会議のあり方について
現在の対策本部を特措法に基づく対策本部と位置付けることを
確認

4/21
第13回

（1）感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）新型コロナウイルス感染症対応方針について
区における対応方針を定め、全庁的に取り組むことについて決定

（3）新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策の実施について
区における緊急対策を行うことを決定

4/27
第14回

（1）感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）主な区施設の休館・体制縮小等の延長について
区における主な区施設の休館・体制縮小等の延長を5月10日まで
にすることを決定

（3）新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた区主催事業等の
中止判断基準について
区における区主催事業等の中止判断について、5月10日までとす
ることを決定

（4）職員の出勤抑制等に係る今後の対応について
職員の出勤抑制等について、5月10日までとすることを決定

2020／令和2年

第 
Ⅰ
期

1/31
第1回

（1）区民や医療機関などからの相談受付について
区民の相談先

（2）区ホームページでの情報提供の充実について
既に区ホームページにおいて情報提供を実施しているが、専用
ページを開設し、区民向けの情報提供の充実を図る。

（3）板橋区全職員向けの新型コロナウイルス感染症対応Q&Aの
共有について
新型コロナウイルス感染症対応について、区全職員が情報を共有
することにより、区民からの問い合わせに対し適切な対応ができる
体制を構築する。

（4）今後の対応について
患者が発生した際、速やかに感染症指定医療機関へ搬送し、積
極的疫学調査を実施する。また、接触者への健康観察を行い、感
染拡大防止を図る。 
区内医療機関における新型コロナウイルス感染症疑い患者の診
療体制の調整と連携を図る。 
区施設における消毒液の配置、感染予防策（手洗い励行・咳エチ
ケットなど）の掲示・周知。

2/7
第2回

現状と板橋区の対応
国・都・区の対応状況について情報の全庁共有を実施

2/20
第3回

（1）現状と板橋区の対応
国・都・区の対応状況について情報の全庁共有を実施

（2）区主催事業の実施判断の基準について
感染拡大防止に向け、区主催事業の実施可否の判断基準を決
定

（3）感染者発生時の対応について
学校・保育園など特定の利用者が通所・通勤する施設において、
感染者が発生した場合の対応方針を決定

2/27
第4回

（1）国の基本方針について
2月25日に示された国の基本方針について全庁共有を実施

（2）区主催事業の対応について
事業を中止した場合の参加者負担金などの還付方法について確
認

（3）勤務時間の臨時変更について
3月1日より時差出勤を導入することを決定

（4）職員のマスク着用について
窓口へ来庁する区民への感染予防のため、常時カウンターなどで
不特定多数の方と接触する職員にマスク着用を推奨することを決
定

2/28
第5回

（1）区立小中学校の臨時休業について
国からの要請を踏まえ、3月2日からの区立小中学校の臨時休業に
ついて決定

（2）今後の各施設の運営方針について
区施設における事業の縮小など、今後の運営方針について決定

（3）区主催事業の実施判断の基準について
区政運営に支障をきたす恐れのある事業を除き、3月末までは原則
中止とすることを決定

3/2
第6回

（1）国の緊急対応策（第2弾）について
3月10日に示された国の緊急対応策（第2弾）について全庁共有
を実施

（2）職員が罹患した場合の対応について
職員が罹患した場合の対応について全庁共有を実施

（3）今後の各施設の運営方針について
区施設における事業の縮小など、今後の運営方針について決定

（4）区立小学校における臨時休業中の校庭開放について
生徒の居場所確保策について決定

（5）区主催事業の判断について
区政運営に支障をきたす恐れのある事業を除き、4月開催事業で
事前受付が必要な場合、原則として事前受付を中止とすることを
決定

（6）第61回いたばし花火大会について
チケット販売の延期決定と3月中に大会実施の可否を決定するこ
とについて報告

3/23
第7回

（1）国の方針について
3月19日の国の専門家会議について全庁共有を実施

（2）今後の各施設の運営方針について
区施設における事業の縮小など、3月中の運営方針について決定

（3）区主催事業の判断について
4月開催事業で事前受付が必要な場合、3月中に開催の健康危
機管理対策本部会議で方向性が決定するまで、原則、事前受付
を中止することを決定

健康危機管理対策本部会議の記録資料 1 

期 開催日 主な議題 期 開催日 主な議題

第 
Ⅰ
期

5/7
第15回

（1）感染症関連情報、緊急事態宣言延長に伴う都の措置内容につ
いて
感染症関連情報、緊急事態宣言延長に伴う都の措置内容につい
て全庁共有を実施

（2）主な区施設の休館・体制縮小等の延長について
区における主な区施設の休館・体制縮小等の延長を5月31日まで
にすることを決定

（3）新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた区主催事業等の
中止判断基準について
区における区主催事業等の中止判断について、5月31日までとす
ることを決定

（4）職員の出勤抑制等に係る今後の対応について
職員の出勤抑制等について、5月31日までとすることを決定

（5）学校の長期休業への対応（板橋区型オンライン授業）について
学校の長期休業への対応として、オンライン授業の検討状況の報
告

（6）特別定額給付金事業の実施について
特別定額給付金事業についての検討状況の報告

5/26
第16回

（1）感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）緊急事態宣言解除後の主な区施設の再開について
緊急事態宣言解除後の主な区施設の再開時期について決定

（3）新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた区主催事業等の
実施判断基準について
区主催事業等の実施判断基準について決定

（4）職員の出勤抑制等に係る対応について
職員の出勤抑制等に係る対応について、6月1日から当面の間引
き続き行うことを決定

6/23
第17回

（1）区主催事業等の実施判断基準について
区主催事業等の実施判断基準について全庁共有を実施

（2）職員の出勤抑制等に係る対応について
職員の出勤抑制等を解除することについて全庁共有を実施

2021／令和3年

第 
Ⅱ
期

1/6
第18回

（1）感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）1都3県の対策強化「緊急事態行動」について
1都3県の対策強化「緊急事態行動」について全庁共有を実施

（3）区施設の運営方針・イベント等の開催について
主な区施設の運営方針及びイベントの開催について、対応を決定

（4）緊急事態宣言後の貸出施設の利用について
緊急事態宣言後の貸出施設の取扱いを決定

（5）感染拡大防止に向けた取組について
職員の出勤抑制等に係る対応について決定

（6）区民への外出自粛・感染防止対策徹底の呼びかけについて
区民への外出自粛・感染防止対策徹底の呼びかけを強化すること
を決定

1/25
第19回

（1）感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）ワクチンの接種体制確保事業の実施について
ワクチンの接種体制確保事業について全庁共有を実施

（3）ワクチン接種に伴う組織体制の強化について
ワクチン接種に伴う組織体制について決定

2/4
第20回

（1）感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）ワクチンの接種体制確保事業の実施について
ワクチンの接種体制確保事業について全庁共有を実施

（3）東京都の緊急事態装置について
緊急事態宣言延長に伴い、東京都の緊急事態措置について全
庁共有を実施

（4）区施設の運営方針・イベント等の開催について
区施設の運営方針・イベント等の開催について対応を決定

（5）緊急事態宣言延長後の貸出施設の利用について
緊急事態宣言延長後の貸出施設の利用について対応を決定

第 
Ⅱ
期

3/5
第21回

（1）区施設の運営方針・イベント等の開催について
区施設の運営方針・イベント等の開催について対応を決定

（2）緊急事態宣言延長後の貸出施設の利用について
緊急事態宣言延長後の貸出施設の利用について対応を決定

3/19
第22回 同上

4/9
第23回 同上

4/23
第24回

（1）新型コロナウイルス感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）区施設の運営方針・イベント等の開催について
区施設の運営方針・イベント等の開催について対応を決定

（3）職員の感染リスク低減に向けた取組みについて
職員の出勤抑制等に係る対応について決定

5/1
第25回

（1）区施設の運営方針・イベント等の開催について
緊急事態宣言の延長に伴う、区施設の運営方針・イベント等の開
催について対応を決定

（2）職員の感染リスク低減に向けた取組に係る対応について
緊急事態宣言の延長に伴う、職員の出勤抑制等に係る対応につ
いて決定

5/28
第26回

区施設の運営方針・イベント等の開催について
緊急事態宣言の再延長に伴う、区施設の運営方針・イベント等の
開催について対応を決定

6/18
第27回

区施設の運営方針・イベント等の開催について
緊急事態宣言からまん延防止重点措置へ切り替えに伴う、区施
設の運営方針・イベント等の開催について対応を決定

7/9
第28回

（1）新型コロナウイルス感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）区施設の運営方針・イベント等の開催について
区施設の運営方針・イベント等の開催について決定

（3）職員の感染リスク低減に向けた取組の変更について
職員の出勤抑制等に係る対応の変更について決定

9/29
第29回

（1）区施設の運営方針・イベント等の開催について
緊急事態宣言解除後の区施設の運営方針・イベント等の開催に
ついて決定

（2）職員の対応について
緊急事態宣言解除に伴う職員の出勤抑制等に係る対応ついて
決定

2022／令和4年

第 
Ⅲ
期

1/20
第30回

（1）新型コロナウイルス感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）区施設の運営方針・イベント等の開催について
区施設の運営方針・イベント等の開催について決定

（3）職員の対応について
まん延防止等重点措置実施に伴う職員の対応を決定

3/23
第31回

（1）新型コロナウイルス感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）職員の対応について
今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症に係る保健
所強化体制を決定

第 
Ⅳ
期

7/26
第32回

（1）新型コロナウイルス感染症関連情報について
感染症関連情報について全庁共有を実施

（2）職員の対応について
専門職応援の強化に伴う、保健所強化体制の早期構築について
の決定
オミクロン株の特性を踏まえた保健所強化体制の共有を実施

期 開催日 主な議題 期 開催日 主な議題
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  第Ⅰ期     第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

補正予算：新型コロナ感染症拡大に
伴う緊急対策
新型コロナ感染症の拡大及び長期化の影響
に伴い、緊急に対応すべき事業を遅滞なく
実施するため、令和 2（2020）年度は 8 回、
令和 3（2021）年度は 10 回、令和 4（2022）

年度は 6 回にわたり補正予算を編成しまし
た。特に令和 4 年度は、新型コロナ感染拡
大の長期化に加え、物価高騰等に伴う区民
生活支援及び地域経済対策に要する経費も
加わり、対象事業は多岐に及びました［資料 2］。

  第Ⅰ期     第Ⅱ期  

令和2年度の当初予算編成
「板橋区基本計画 2025」「いたばし No.１
実現プラン 2021」の中間年となる令和 2 年
度は、事業効果などの検証により、限られた

経営資源を重点的・効果的に活用し、自治
体レベルでの取組が期待される SDGs（持続

可能な開発目標）の視点で事務事業の連携・
改善ができるよう、予算編成を行いました。
　歳入は前年度の当初予算額と比較して、
特別区税は 5 億円増収の 470 億円、特別
区交付金は 41 億円減収の 661 億円が見込
まれ、財政調整基金から 50 億円を繰り入れ
る厳しい財政状況となりました。積立基金残
高は、平成 21（2009）年度以降の世界同
時不況により、基金を取り崩して予算編成を
行ってきたことから減少傾向にありましたが、
平成 25（2013）年度以降の景気回復に伴
い優先して財政調整基金を積み増しするなど
により、令和元（2019）年度末の積立基金
残高は、過去最高の 780 億円となりました。
しかし、令和 2 年度は特別区交付金の大幅
な減による財政調整基金の繰り入れや、公
共施設の更新需要の増による基金の繰り入

板橋区では、新型コロナ感染拡大に伴う緊急対策や対応すべき事業を遅滞なく実
施するため、国・東京都の動向や、区民生活・地域経済の状況などを注視しながら、
第I-Ⅳ期に延べ25回の補正予算を編成しました。また、新型コロナの影響による急
速な経済情勢の悪化に伴い、今後複数年にわたり大幅な減収が続くことが見込ま
れる一方、社会保障費などの需要はますます増加することが想定されたため、「緊
急経営対策検討会」［p.00参照］を設置。経費を抑制し、国庫支出金をはじめとした収
入の確保を図りました。

②	財政運営
れにより、687 億円となる見込みとなりました。

令和2年度の決算概要
歳入は前年度に比べて 695 億円増加し、
2,966 億円となりました。特別区交付金は税
制改正・新型コロナ感染拡大による景気減
速などにより73 億円の減となる一方、特別
区税は 6 億円の増となりました。また、特別
定額給付金給付事業費補助金・新型コロナ
感染症対応地方創生臨時交付金などにより、
国庫支出金・都支出金が合わせて 659 億
円の増となりました。　
　一方、歳出は前年度に比べて 656 億円
増加し、2,870 億円となりました。福祉費は
私立保育所の保育運営費・臨時福祉商品
券給付経費などの増により22 億円の増、総
務費は特別定額給付金支給経費などにより
556 億円の増、教育費は板橋第十小学校・
中央図書館の改築費や、GIGA スクール関
連経費の増などにより20 億円の増となりまし
た（2021 年 10 月発表）［資料 3］。

  第Ⅱ期     第Ⅲ期   第

令和3年度の当初予算編成
新型コロナ感染症拡大に的確に対処しつつ、
新たに策定した「いたばし No.１実現プラン
2025」の重点戦略の柱である「SDGs 戦略」

「DX（デジタルトランスフォーメーション）戦略」「ブ
ランド戦略」に基づく未来を見据えた計画の
着実な実現を図るため、事務事業の効果・
効率性を見極めつつ、質の維持・向上がで
きるよう、予算編成を行いました。
　歳入は令和 2 年度と比較して、特別区税
は 10 億円減収の 460 億円、特別区交付金

は 26 億円減収の 635 億円が見込まれ、財
政調整基金から 64 億円を繰り入れる厳しい
財政状況となりました。また、コロナ禍におけ
る急激な財政状況の悪化に備えるため、令
和 2 年度最終補正の時点で生じた余剰財源
については、財政調整基金に優先的に積立
て、年度末の積立基金残高は過去最高の
820 億円となりました。しかし、令和 3 年度は、
特別区税・特別区交付金の大幅な減収や、
公共施設の更新に伴う基金の繰り入れなど
により、85 億円減の 735 億円となる見込み
となりました。

令和3年度の決算概要
歳入は令和 2 年度に比べて 343 億円減少
し、2,622 億円となりました。特別区交付金
は税制改正の影響を受けながらも、企業業
績の回復による法人住民税などの増収で 39
億円の増、特別区税は 1 人あたりの平均税
額の減などにより3 億円の減となりました。ま
た、特別定額給付金給付事業の終了・新
型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金の減などにより、国庫支出金・都支
出金が合わせて 385 億円の減となりました。
　一方、歳出は令和 2 年度に比べて 375
億円減少し、2,495 億円となりました。福祉
費は子育て世帯等臨時特別支援事業経費・
子ども家庭総合支援センター建設経費の増
などにより129 億円の増、衛生費は新型コ
ロナワクチン接種事業経費の増などにより51
億円の増となりました。また、総務費は特別
定額給付金支給経費の減などにより566 億
円の減となりました（2022 年 10 月発表）［資料 3］。
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  第Ⅲ期     第Ⅳ期  

令和4年度の当初予算編成
区民の安心・安全を最優先に、新型コロナ
感染拡大防止に万全を期すとともに、区制
施行 90 周年の節目の年であることを踏まえ、
2 年目を迎える「いたばし No.１実現プラン
2025」に基づく、未来を見据えた計画の着
実な実現を図りつつ、ゼロカーボンシティの
実現や地域経済の立て直しを推進するため、
事務事業の効果・効率性を見極め、行政サー
ビスの質を維持・向上できるよう予算編成を
行いました。
　歳入は令和 3 年度と比較して、特別区税
は 20 億円増収の 480 億円が見込まれ、財
政調整基金からの繰り入れは 44 億円縮減
し、20 億円となりました。なお、財政調整
基金については、令和 3 年度は 70 億円を
繰り入れましたが、最終的に 68 億円の積立
を行うことができました。その結果、令和 3
年度末の積立基金残高は過去最高の 938
億円となる見込みとなりましたが、令和 4 年
度当初予算時点では、財政調整基金などの
繰り入れにより、31 億円減の 907 億円とな
る見込みとなりました。

令和4年度の決算概要
歳入は令和 3 年度に比べて 18 億円増加し、
2,640 億円となりました。特別区交付金は、
企業業績の回復傾向を背景とした法人住民
税の増収などにより54 億円の増となりました。
特別区税は 18 億円の増、都支出金は新型
コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金の増などにより45 億円の増となりました。
また、子育て世帯への臨時特別給付金給付
事業の終了などにより、国庫支出金は 83 億

円の減となりました。
　一方、歳出は令和 3 年度に比べて 34 億
円増加し、2,529 億円となりました。土木費
は再開発事業の進捗や区営住宅の改築など
により22 億円の増、衛生費は新型コロナ検
査・医療体制等支援事業経費の増などによ
り10 億円の増となりました。また、産業経
済費は中小企業者事業継続支援金給付事
業の終了などにより7 億円の減、総務費は
東板橋体育館等改修工事の完了などにより
6 億円の減となりました（2023 年 10 月発表）［資

料 3］。

令和5年度の当初予算編成
社会がウィズコロナへと移行する中、物価高
騰が区民生活や社会経済活動に大きな影響
を及ぼしており、区民の安心・安全を最優
先に、引き続き感染拡大防止に万全を期す
とともに、「いたばし No.１実現プラン 2025」
のさらなる展開によって「板橋区基本計画
2025」の集大成につなげ、ゼロカーボンシ
ティや SDGs 未来都市など、未来志向の持
続可能なまちづくりに向けた取組を推進してい
くため、事務事業の効果・効率性を見極め、
行政サービスの質を向上できるよう予算編成
を行いました。
　歳入は令和 4 年度と比較して、特別区税
は 26 億円増収の 506 億円、特別区交付
金は 50 億円増収の 762 億円となることが見
込まれたため、財政調整基金からの繰り入
れは行わず、5 年ぶりの収支均衡予算となり
ました。なお、令和 4 年度は新型コロナ感
染症対策などのため 35 億円を繰り入れまし
たが、最終的に 43 億円の積立を行うことが
できました。その結果、令和 4 年度末の積

立基金残高は過去最高の 1,113 億円となる
見込みとなりましたが、令和 5 年度当初予
算時点では、義務教育施設整備基金・公
共施設等整備基金などの繰り入れにより、20
億円減の 1,093 億円となる見込みとなりまし
た。

  第Ⅰ期     第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

財政指標の推移
経常収支比率 *1 は、平成 28（2016）・平
成 29（2017）年度は保育所待機児童対策
などの経費増により悪化しましたが、平成 30

（2018）・令和元（2019）年度は特別区交付
金などの歳入増により改善しました。令和 2
年度は同交付金などの歳入減により再び悪
化しましたが、令和 3 年度は同交付金・地
方消費税交付金などの歳入増により79.1％
となり改善。さらに令和 4 年度は同交付金・
特別区税などの歳入増により77.4％と、さら
に改善しました［図 1］。
　公債費負担比率 *2 については、令和 2 年
度は借入金返済額の増により3.6％となりま
したが、その後は借入金返済額の減により、
令和 3 年度は 1.7％、令和 4 年度は 1.5％
と改善しています［図 2］。

*1 経常収支比率：財政構造の弾力性を見るための指標。この
割合が低いほど財政にゆとりがあり、適正水準はおおむね 70 ～
80％と言われる
*2 公債費負担比率：借入金の返済に、一般財源がどの程度使わ
れているかを見るための指標。一般的に 15％を超えると「警戒ライ
ン」、20％を超えると「危険ライン」と言われる

（単位：％）
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［図1］経常収支比率の推移
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［図2］公債費負担比率の推移

2点出典：広報いたばし（2023年11月25日発行）
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令和2／2020年度

5/15 補正1号 596億4,700万円 特別定額給付事業／子育て世帯への臨時特別給付金／板橋区コロナ対策案内電話センターの開設／区民
相談室の電話相談開始／板橋区PCRセンター開設

6/19 補正2号 30億6,100万円 応急福祉資金／生活困窮者自立支援事業経費／児童育成手当臨時特別給付金／産業融資利子補給／中
小企業経営相談等／板橋区産業振興公社助成経費／農業振興対策（「おまかせ野菜セット」提供事業）

6/19 補正3号 8億6,700万円 ひとり親世帯臨時特別給付金／区立小・中学校における感染症対策

7/29 補正4号 17億3,000万円 臨時福祉商品券給付事業／動画配信による芸術家支援／商工業振興（キャッシュレス決済による還元）

10/13 補正5号 55億7,400万円 生活困窮者自立支援事業／生活保護法施行扶助費／観光振興経費（板橋区民まつり・板橋農業まつり代替
事業「お届け！板橋うまいもんマルシェ」）
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11/3 補正6号 7億9,200万円 新生児臨時特別給付金支給経費／商工振興経費（商店街運営経費の助成）／板橋区産業振興公社助成経
費

2/18 補正7号 49億2,500万円 新型コロナウイルスワクチン接種事業／自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者に対する夜間・休日救急
往診体制整備／感染拡大防止協力金（板橋区独自）給付事業

3/2 補正8号  -5,300万円 最終補正*

令和3／2021年度

4/27 補正1号 12億5,400万円 商工業振興（キャッシュレス決済による還元）／ひとり親世帯臨時特別給付金／PCR検査等の補助（高齢者施
設及び障がい児（者）施設）

6/17 補正2号 19億5,000万円
新型コロナウイルスワクチン接種加速化支援／「板橋区版」介護施設・事業所簡易型BCP策定支援／子育て
世帯生活支援特別給付金／在宅要介護者（高齢者・障がい者）の受入体制整備／養育費に係る公正証書作
成費用等の助成／いたばしアーティスト応援事業

6/17 補正3号 11億8,800万円 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に要する経費／特別区民税の還付金などに要する
経費

10/12 補正4号 98億2,700万円 新型コロナウイルスワクチン接種事業経費／新型コロナウイルス感染者の急増に伴う患者移送経費に要する
経費／中小企業者事業継続支援金給付事業経費

10/12 補正5号 1億5,200万円 新型コロナウイルス検査・医療体制等支援（「自宅療養者医療サポート事業」の創設）
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10/27 補正6号 7億6,200万円 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費

12/10 補正7号 33億7,400万円 国の「子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）」に要する経費

12/17 補正8号 33億5,400万円 国の「子育て世帯への臨時特別給付」に要する追加経費

1/17 補正9号 97億5,000万円 国の「住民税非課税世帯等への臨時特別給付」及び「保育士・幼稚園教諭等の処遇改善臨時特例事業」に
要する経費

3/2 補正10号 47億700万円 最終補正*

令和4／2022年度

第
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6/10 補正1号 62億8,300万円
新型コロナウイルス感染拡大の長期化及び物価高騰に伴う緊急対策に要する経費／国の「原油価格・物価高
騰等総合緊急対策」に伴う経費／緊急かつ必要性の極めて高い事業に要する経費（ウクライナ避難民支援な
ど） ［右頁参照］

7/22 補正2号 26億6,300万円 いたばし子育て支援臨時給付金（区独自）／いたばし生活支援臨時給付金（区独自）／いたばしPayの拡充及
びプレミアム付商品券事業（区独自）

10/11 補正3号 120億9,700万円 PCR検査に要する経費補助事業／新型コロナウイルスワクチン接種事業経費ほか（原油価格・物価高騰対策
に要する経費など）

10/11 補正4号 3億4,500万円 高齢者等インフルエンザ定期予防接種の自己負担額無料化に要する経費

10/28 補正5号 45億8,000万円 エネルギー価格高騰対策設備更新助成金（区独自）／電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

3/1 補正6号 46億6,000万円 最終補正*

令和5／2023年度

3/23 補正1号 32億9,400万円 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費

新型コロナ関連	補正予算一覧資料 2 

期 開催日 補正額 主な事業

*年度内の事務事業の確実な執行見通しに基づき、収入・支出の増減が見込まれるものなどについて補正を実施

新型コロナウイルス感染拡大の長期化及び物価高騰に伴う緊急対策に要する経費 2,107,843 
（2,080,925）

1 総務費 DX推進"加速化"プロジェクト DX戦略の推進が強く求められている中、デジタル化・オンライン化に係る
各種事業を展開し、DX推進を加速させるための経費

6,248 
（6,248）

2 総務費 板橋区制施行90周年記念式典のオンラ
イン配信及びプロモーションビデオの配信

区制施行90周年記念式典をハイブリッド形式で開催するための、ＬＩＶＥ配
信及びプロモーションビデオ製作・オンデマンド配信のための経費

1,813 
（1,813）

3 総務費 会計年度任用職員（行政補助員）の緊急
雇用対策

新型コロナウイルス感染症の影響により雇止めになった方等を会計年度
任用職員(行政補助員)として採用するための経費

29,257 
（2,339）

4 総務費 避難所（福祉避難所）の感染症対策 避難所における感染防止対策の更なる充実のため、避難所及び福祉避
難所にパルスオキシメーター等を配備する経費

1,908 
（1,908）

5 総務費 （仮称）いたばし防災まつり 従来の「総合防災重点地区訓練」及び「防災フェア」を統合し、ハイブリッ
ド型の「（仮称）いたばし防災まつり」を実施するための経費

22,800 
（22,800）

6 総務費 いたばしアーティスト応援事業2022 コロナ禍の影響を受ける区ゆかりのアーティストに対する、イベント開催助
成経費及び補助金活用等支援に係る経費

65,125 
（65,125）

7 福祉費 東京都との共同による感染防止対策推
進事業経費

高齢者施設及び障がい児(者)施設が感染症対策として実施するPCR検
査費用への補助が令和４年６月まで延長されたことによる経費

12,250 
（12,250）

8 福祉費 保育施設等かかり増し経費
及び施設整備経費補助

保育施設等における、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のかかり
増し経費(消耗品等)及び施設整備の補助に係る経費

392,128 
（392,128）

9 衛生費 育児パッケージ上乗せ コロナ禍や物価高騰に伴い、妊婦面接を受けた方に配付する育児パッ
ケージに、さらにこども商品券１万円を上乗せして配付するための経費

72,820 
（72,820）

10 衛生費 新型コロナウイルスワクチン４回目接種 新型コロナウイルスワクチンの4回目接種に係る経費 1,063,831 
（1,063,831）

11 資源環境費 宅配ボックス設置助成
CO₂ 排出量の削減及び新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、
区内の住宅及び事業所における宅配ボックスの設置費用助成に係る経
費

4,900 
（4,900）

12 産業経済費 （仮称）いたばしＰａｙ普及加速化支援 「(仮称)いたばしPay」の円滑な導入及び効果的な事業浸透・展開を図る
ための販売セット数の増及び店舗還元事業の追加に係る経費

275,120 
（275,120）

13 教育費 学校給食にかかる飲用牛乳の購入 食材料費の高騰の影響に伴う区民負担を増やさないため、飲用牛乳の公
費負担分を増額するための経費

65,471 
（65,471）

14 教育費 私立幼稚園に係る新型コロナウイルス感
染症対策事業費補助金　ほか

私立幼稚園、区立幼稚園、あいキッズにおける新型コロナウイルス感染症
対策のかかり増し(消耗品等)に係る経費

21,460 
（21,460）

15 教育費 GIGAスクール環境充実によるコロナ対
策の実施

オンライン授業等に必要なICT機器等の整備及び各校にモバイルルー
ターを配備するための経費

72,712 
（72,712）

令和4年度	第 1 号補正予算

No. 款 事業名 事業内容 補正額
（単位：千円）

下段（　）特定財源
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出典：広報いたばし（2021年11月27日発行）

令和元～4年度	決算概要資料 3 

出典：広報いたばし（2020年11月28日発行）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

令和元年度（平成31年度）の決算（概要）

令和2年度の決算（概要）

総務費
総合行政情報システムの運営 2,010
東板橋体育館などの改修 728
区立美術館の改修 519
福祉費

私立保育所保育運営 15,826
障がい者自立支援給付 11,382
民間保育所整備費助成 1,562

総務費
特別定額給付金給付 57,526
総合行政情報システムの運営 2,254
東板橋体育館などの改修 597
福祉費

私立保育所保育運営 16,992
障がい者自立支援給付 11,594
臨時福祉商品券給付 1,023

衛生費
予防接種 1,457
区民一般健康診査 497
がん検診 470
資源環境費

資源の収集・再資源化 1,299
資源循環協働推進 135
環境保全・公害対策 35

衛生費
予防接種 1,840
新型コロナウイルス検査・医療体制の支援 760
区民一般健康診査 467
資源環境費

資源の収集・再資源化 1,414
資源循環協働推進 132
環境保全・公害対策 38

産業経済費
プレミアム付商品券事業 419
消費喚起対策支援事業 120
産業融資利子補給 108
土木費

自転車駐車対策 979
街灯の更新 875
公園の改修 603

産業経済費
小規模事業者緊急家賃助成 530
キャッシュレス決済ポイント還元 155
産業融資利子補給 105
土木費

自転車駐車対策 1,035
公園の改修 821
街灯の更新 801

教育費
板橋区版放課後対策事業

「あいキッズ」 1,980
小・中学校の改築 1,532
教育ICT化推進 952

教育費
小・中学校の増改築 3,655
中央図書館の改築 2,033
GIGAスクール構想の実現 1,020

福祉費
1,260億8,300万円
(43.9%）

　国庫支出金
1,101億9,800万円
(37.2%）

特別区交付金
685億1,900万円
(23.1%）

特別区税
484億8,200万円
(16.3%）

総務費
771億7,000万円
(26.9%）

議会費
８億6,700万円(0.3%）
産業経済費
23億5,600万円(0.8%）
公債費
28億8,400万円(1.0%）
衛生費
86億5,300万円(3.0%）
資源環境費
89億2,200万円(3.1%）
土木費
145億1,900万円(5.1%）
諸支出金
156億7,300万円(5.5%）

分担金及び負担金
26億1,100万円(0.9%）

その他
58億8,600万円(2.0%）

特別区債
45億8,400万円(1.5%）
使用料及び手数料
49億7,600万円(1.7%）
繰越金
56億9,700万円(1.9%）
地方消費税交付金
119億800万円(4.0%）
繰入金
133億500万円(4.5%）
都支出金
203億9,900万円(6.9%）

教育費
298億5,200万円
(10.4%）

歳出
2,869億7,900万円

歳入
2,965億6,500万円

歳入
2,270億5,500万円

歳出
2,213億5,700万円

議会費
８億8,500万円(0.4%）
産業経済費
22億1,800万円(1.0%）
公債費
27億8,700万円(1.2%）
諸支出金
65億6,300万円(3.0%）
衛生費
71億100万円(3.2%）
資源環境費
87億1,000万円(3.9%）
土木費
198億3,900万円(9.0%）

諸収入
24億8,000万円(1.1%）

その他
54億1,300万円(2.4%）

分担金及び負担金
36億2,700万円(1.6%）
繰越金
46億700万円(2.0%）
使用料及び手数料
53億900万円(2.3%）
繰入金
76億6,400万円(3.4%）
地方消費税交付金
94億7,800万円(4.2%）
都支出金
164億5,100万円(7.2%）

国庫支出金
482億8,200万円
(21.3%）

特別区交付金
758億2,500万円
(33.4%）

特別区税
479億1,900万円
(21.1%）

福祉費
1,238億7,500万円
(56.0%）

総務費
215億3,900万円
(9.7%）

教育費
278億4,000万円
(12.6%）

福祉費
1,260億8,300万円
(43.9%）

　国庫支出金
1,101億9,800万円
(37.2%）

特別区交付金
685億1,900万円
(23.1%）

特別区税
484億8,200万円
(16.3%）

総務費
771億7,000万円
(26.9%）

議会費
８億6,700万円(0.3%）
産業経済費
23億5,600万円(0.8%）
公債費
28億8,400万円(1.0%）
衛生費
86億5,300万円(3.0%）
資源環境費
89億2,200万円(3.1%）
土木費
145億1,900万円(5.1%）
諸支出金
156億7,300万円(5.5%）

分担金及び負担金
26億1,100万円(0.9%）

その他
58億8,600万円(2.0%）

特別区債
45億8,400万円(1.5%）
使用料及び手数料
49億7,600万円(1.7%）
繰越金
56億9,700万円(1.9%）
地方消費税交付金
119億800万円(4.0%）
繰入金
133億500万円(4.5%）
都支出金
203億9,900万円(6.9%）

教育費
298億5,200万円
(10.4%）

歳出
2,869億7,900万円

歳入
2,965億6,500万円

歳入
2,270億5,500万円

歳出
2,213億5,700万円

議会費
８億8,500万円(0.4%）
産業経済費
22億1,800万円(1.0%）
公債費
27億8,700万円(1.2%）
諸支出金
65億6,300万円(3.0%）
衛生費
71億100万円(3.2%）
資源環境費
87億1,000万円(3.9%）
土木費
198億3,900万円(9.0%）

諸収入
24億8,000万円(1.1%）

その他
54億1,300万円(2.4%）

分担金及び負担金
36億2,700万円(1.6%）
繰越金
46億700万円(2.0%）
使用料及び手数料
53億900万円(2.3%）
繰入金
76億6,400万円(3.4%）
地方消費税交付金
94億7,800万円(4.2%）
都支出金
164億5,100万円(7.2%）

国庫支出金
482億8,200万円
(21.3%）

特別区交付金
758億2,500万円
(33.4%）

特別区税
479億1,900万円
(21.1%）

福祉費
1,238億7,500万円
(56.0%）

総務費
215億3,900万円
(9.7%）

教育費
278億4,000万円
(12.6%）

主な事業 

主な事業 

 一般会計 

 一般会計 

出典：広報いたばし（2023年11月25日発行）

出典：広報いたばし（2022年11月26日発行）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

令和３年度の決算（概要）

令和4年度の決算（概要）

総務費
総合行政情報システムの運営 2,260
東板橋体育館などの改修 1,935
個人番号カード発行 449
福祉費

私立保育所保育運営 17,683
障がい者自立支援給付 12,457
子育て世帯への臨時特別給付 6,099

総務費
総合行政情報システムの運営 2,608
個人番号カード発行 436
区有財産活用事業 170
福祉費

私立保育所保育運営 18,473
障がい者自立支援給付 13,234
電気・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金給付 3,248

衛生費
新型コロナウイルスワクチン接種 5,353
予防接種 1,517
区民一般健康診査 496
資源環境費

資源の収集・再資源化 1,366
資源循環協働推進 129
環境保全・公害対策 33

衛生費
新型コロナウイルスワクチン接種 3,462
予防接種 1,887
健康診査 687
資源環境費

清掃事業 4,445
資源の収集・再資源化 1,387
環境保全・公害対策 32

産業経済費
中小企業者事業継続支援金給付 1,290
地域経済活性化・生活支援 792
経営安定化特別融資・信用保証料補助 524
土木費

自転車駐車対策 1,086
市街地再開発 704
街灯の更新 623

産業経済費
物価高騰対策 1,065
キャッシュレス決済推進 614
経営安定化特別融資・信用保証料補助 591
土木費

市街地再開発 2,620
区営住宅改築 2,168
道路整備 1,111

教育費
小・中学校の改築 3,603
板橋区版放課後対策事業

「あいキッズ」 2,242
GIGAスクール構想の実現 1,609

教育費
小・中学校改修 3,313
板橋区放課後対策事業

「あいキッズ」 2,408
GIGAスクール構想の実現 1,449

福祉費
1,389億6,700万円
(55.7%）

国庫支出金
727億8,900万円
(27.8%）

特別区交付金
724億2,200万円
(27.6%）

特別区税
481億7,200万円
(18.4%）

教育費
343億500万円
(13.7%）

議会費
８億5,200万円(0.3%）
公債費
29億2,300万円(1.2%）
産業経済費
45億9,300万円(1.8%）
資源環境費
83億8,700万円(3.4%）
諸支出金
112億1,500万円(4.6%）
衛生費
137億8,700万円(5.5%）
土木費
139億4,100万円(5.6%）

諸収入
28億8,900万円(1.1%）

その他
69億3,600万円(2.6%）

特別区債
37億500万円(1.4%）
使用料及び手数料
50億6,000万円(1.9%）
繰入金
82億2,300万円(3.1%）
繰越金
95億8,600万円(3.7%）
地方消費税交付金
131億1,900万円(5.0%）
都支出金
193億3,600万円(7.4%）

総務費
205億3,500万円
(8.2%)

歳出
2,495億500万円

歳入
2,622億3,700万円

福祉費
1,390億2,300万円

(55.0％)

特別区交付金
777億7,800万円
(29.5％)

国庫支出金
645億3,700万円
(24.4％)

特別区税
499億5,600万円
(18.9％)

教育費
350億5,200万円
(13.9％)

議会費
８億6,400万円(0.3%)
公債費
25億6,800万円(1.0%)
産業経済費
38億7,300万円(1.5%)
資源環境費
87億9,400万円(3.5%)
諸支出金
119億1,900万円(4.7%)
衛生費
147億6,800万円(5.8%)
土木費
161億8,400万円(6.4%)

分担金及び負担金
27億2,600万円(1.0%)
諸収入
32億5,100万円(1.2%)
繰入金
51億円(1.9%)
使用料及び手数料
52億2,100万円(2.0%)
繰越金
127億3,200万円(4.8%)
地方消費税交付金
139億1,300万円(5.3%)
都支出金
238億1,400万円(9.0%)

総務費
198億8,600万円
(7.9％)

歳出
2,529億3,100万円

歳入
2,640億円

その他
49億7,200万円(2.0%)

福祉費
1,389億6,700万円
(55.7%）

国庫支出金
727億8,900万円
(27.8%）

特別区交付金
724億2,200万円
(27.6%）

特別区税
481億7,200万円
(18.4%）

教育費
343億500万円
(13.7%）

議会費
８億5,200万円(0.3%）
公債費
29億2,300万円(1.2%）
産業経済費
45億9,300万円(1.8%）
資源環境費
83億8,700万円(3.4%）
諸支出金
112億1,500万円(4.6%）
衛生費
137億8,700万円(5.5%）
土木費
139億4,100万円(5.6%）

諸収入
28億8,900万円(1.1%）

その他
69億3,600万円(2.6%）

特別区債
37億500万円(1.4%）
使用料及び手数料
50億6,000万円(1.9%）
繰入金
82億2,300万円(3.1%）
繰越金
95億8,600万円(3.7%）
地方消費税交付金
131億1,900万円(5.0%）
都支出金
193億3,600万円(7.4%）

総務費
205億3,500万円
(8.2%)

歳出
2,495億500万円

歳入
2,622億3,700万円

福祉費
1,390億2,300万円

(55.0％)

特別区交付金
777億7,800万円
(29.5％)

国庫支出金
645億3,700万円
(24.4％)

特別区税
499億5,600万円
(18.9％)

教育費
350億5,200万円
(13.9％)

議会費
８億6,400万円(0.3%)
公債費
25億6,800万円(1.0%)
産業経済費
38億7,300万円(1.5%)
資源環境費
87億9,400万円(3.5%)
諸支出金
119億1,900万円(4.7%)
衛生費
147億6,800万円(5.8%)
土木費
161億8,400万円(6.4%)

分担金及び負担金
27億2,600万円(1.0%)
諸収入
32億5,100万円(1.2%)
繰入金
51億円(1.9%)
使用料及び手数料
52億2,100万円(2.0%)
繰越金
127億3,200万円(4.8%)
地方消費税交付金
139億1,300万円(5.3%)
都支出金
238億1,400万円(9.0%)

総務費
198億8,600万円
(7.9％)

歳出
2,529億3,100万円

歳入
2,640億円

その他
49億7,200万円(2.0%)

主な事業 

主な事業 

 一般会計 

 一般会計 
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新型コロナウイルス感染症対策主要事業一覧資料 4 

区分 事務事業名 事業内容 所管部 決算額（千円）

1　検査・医療体制 1,222,355

新型コロナウイルス検査・医療体制
等支援事業経費 
医師・看護師等経費 
保健所等管理運営経費 
事務諸経費

①PCR検査体制の構築　※ 
②医療機関に対する支援金交付及び物品支給 
③要介護者の転院支援による病床確保　※ 
④相談体制の充実 
⑤保健所の体制強化

健康生きがい部 779,094

新型コロナウイルスワクチン接種事
業経費 新型コロナウイルスワクチン接種の体制整備 健康生きがい部 189,658

防疫措置 感染症審査件数、入院医療機関への移送経費及び診療報酬の増等への対
応 健康生きがい部 246,722

東京都との共同による感染拡大防
止対策推進事業経費

介護サービス事業所及び障がい福祉サービス等事業所に対するPCR検査費
用の補助等

健康生きがい部 
福祉部 6,881

2　生活支援 60,424,809

特別定額給付金支給経費 特別定額給付金（一人一律10万円）を支給 区民文化部 57,526,124

子育て世帯への臨時特別給付金
支給経費 児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給 子ども家庭部 556,317

生活困窮者自立支援事業経費 住居確保給付金の支給要件拡大及び申請件数増への対応 福祉部 283,745

福祉資金貸付事業経費 応急福祉資金の貸付条件を特例的に緩和 福祉部 1,030

ひとり親世帯臨時特別給付金支給
経費

①児童扶養手当の受給世帯等に対し、基本給付（一世帯あたり5万円、第2
子以降3万円を加算）及び追加給付（一世帯あたり5万円）を支給 
②基本給付について、再支給を実施

子ども家庭部 686,234

児童育成手当臨時特別給付金支
給経費 児童育成手当の受給者に対し、対象児童一人あたり3万円を支給 子ども家庭部 201,750

※ 臨時福祉商品券給付事業経費 住民税非課税世帯及び生活保護受給者に対して一人あたり1万円分の区内
共通商品券等を配布 福祉部 1,023,039

新生児臨時特別給付金支給経費 特別定額給付金の対象とならなかった新生児に対し、一人あたり5万円を支給 子ども家庭部 146,570

3　産業支援 960,512

経営支援経費
①中小企業信用保険法第2条第5項第4号（セーフティーネット保証4号）の認
定要件に適合する事業者に対する利子補給の加算 
②中小企業等特別相談窓口の拡充

産業経済部 27,228

（公財）板橋区産業振興公社助成
経費

①事業者が行う雇用調整助成金や持続化給付金等の申請に対する支援 
②飲食店事業者支援のための「飲食店サポート事業助成金」を創設 
③中小企業支援のための「新型コロナウイルス感染拡大防止事業助成金」
及び「営業活動促進事業助成金」を創設

産業経済部 86,919

※ 小規模事業者緊急家賃助成事業
経費 売上高が減少している小規模事業者に対し、家賃の一部を補助 産業経済部 530,388

商工業振興経費

①対象店舗におけるキャッシュレス決済に対する20％分の還元（上限：1決済
2,000円、月5,000円） ※ 
②区内店舗の紹介冊子「♯オイシイいたばし」発行 
③商店街運営に係る経費の補助　※

産業経済部 224,233

※ 営業時間短縮感染拡大防止協力
金給付事業経費 営業時間短縮を行っている区内飲食店等に対し、区独自の協力金を給付 産業経済部 91,744

令和2年度（決算） 合計金額　63,627,505千円

区分 事務事業名 事業内容 所管部 決算額（千円）

4　出産・子育て支援 375,545

乳幼児健康診査 医療機関における生後4か月健診の実施 健康生きがい部 24,803

妊婦・出産ナビゲーション事業 育児パッケージの拡充（こども商品券の追加） 健康生きがい部 62,487

認証保育所運営等助成経費 
ほか7事業

保育所等（認可、認証、認定こども園、地域型保育施設、区立等の保育施設）
の登園自粛に伴う、利用者負担額の減免及び返還 子ども家庭部 71,480

ファミリーサポート 小学校の臨時休業等に伴うファミリー・サポート・センター事業の利用料減免 子ども家庭部 398

私立保育所保育運営費 
ほか9事業

保育所等（認可、認証、地域型保育施設、区立、認可外等の保育施設）におけ
る感染症対策物品の購入等に対する補助 子ども家庭部 216,377

5　教育活動支援 554,037

学校運営経費
①区立小中学校臨時休業中の児童生徒に対する特別授業等動画の配信 
②区立中学3年生に対する可動式コンピュータ（Windowsタブレット）及びモバ
イルWi-Fiルータの貸与

教育委員会 147,943

事務諸経費 
（私立幼稚園感染症対策物品の購
入等補助）

私立幼稚園における感染症対策物品の購入等に対する補助 教育委員会 24,295

私立幼稚園等助成経費 
私立幼稚園事業経費 臨時休園等による私立幼稚園預かり保育の収入減に対する補助 教育委員会 19,014

要保護及び準要保護児童・生徒の
保護者に対する就学援助費

①要保護及び準要保護世帯に対する学校臨時休業中の昼食代補助　※ 
②家計が急変した保護者に対する就学援助特例判定の実施 教育委員会 174,069

あいキッズ事業経費 あいキッズにおける感染症対策物品の購入に対する補助 教育委員会 22,840

会計年度任用職員経費 区立小中学校全校へのスクール・サポート・スタッフの追加配置 教育委員会 74,488

一般保健費 
教育活動 区立小中学校及び特別支援学校における感染症対策物品の購入 教育委員会 45,507

※ 事務諸経費 
（修学旅行等キャンセル料補てん）

区立中学校の修学旅行等の中止に伴って生じたキャンセル料の支払い及び
保護者への返金 教育委員会 19,118

※ 事務諸経費 
（学校給食食材料費補てん）

区立小中学校臨時休業に伴う学校給食の休止における、キャンセルできな
かった食材料費の補てん 教育委員会 24,572

学力向上支援事業経費 学習指導サポーターの配置 教育委員会 1,644

生活・進路指導経費 児童・生徒及び保護者の相談・支援体制の拡大 教育委員会 547
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区分 事務事業名 事業内容 所管部 決算額（千円）

6　その他 90,247

会計年度任用職員経費 雇用情勢悪化を受けた会計年度任用職員の採用 総務部 6,561

避難所整備経費 災害時の避難所における感染症対策物品の購入 危機管理室 11,658

農業振興対策経費
①学校給食用野菜を買い取り、子ども食堂や福祉施設へ提供 
②中止となった農業まつりに代わり、赤塚庁舎において農産物展示会及び野
菜宝船展示等を実施

産業経済部 3,781

東京都知事選挙執行経費 東京都知事選挙（令和2年7月5日執行）における感染症対策 選挙管理委員会 11,203

文化・国際交流推進経費 「アーティストバンクいたばし」の登録アーティストから動画を募集し、採用され
た作品に対して10万円を支給 区民文化部 13,802

地域センター維持管理経費 
区民集会所維持管理経費 地域センター及び区民集会所における感染症対策物品の購入 区民文化部 6,704

観光振興経費 区民まつり・農業まつり出店予定者に対する販売機会及び区民に対する購
入機会の提供を目的とした特産物のインターネット販売 産業経済部 1,198

福祉園運営経費 
障がい者福祉センター運営経費 福祉園及び障がい者福祉センターの職員に対する慰労金の支給等 福祉部 35,340

○事務事業名及び事業内容に※印がついているものは「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業

クラウドファンディングによる
感染症対策の寄付募集

板橋区は、新型コロナ感染症対策を加速させ
るため、令和 2 年度より、ふるさと納税制度を
活用したクラウドファンディング（寄付者に対する

返礼品の送付はなし）を実施しました。寄付金は
目標金額の 1,000 万円を上回り、令和 2 年
度は 29,681,203 円（72 件 ）、 令 和 3 年 度は
15,761,455 円（24 件）をいただき、電話相談
窓口の設置や保健所運営体制の強化等に活用し
ました。感染拡大の初期から、感染症対策に対し
区民等多くの方 か々らのご寄付いただき、また数多
くの心温まるメッセージをいただき、厚くお礼申し上
げます。

2020年7月、イオンスタイル板橋にてクラウドファンディングPRイ
ベントを実施。会場で募集した医療従事者や区内産業に携わる方
への応援メッセージは、その後区役所本庁舎でも引き続き募集した

（写真）

コラム

区分 事務事業名 事業内容 所管部 決算額（千円）

1　検査・医療体制 6,453,854

新型コロナウイルス検査・医療体制等支
援事業経費

①夜間休日の相談・往診体制整備 
②病院間の連携体制構築　※ 
③電話相談窓口設置 
④保健所運営体制強化としての保健師等増員 
⑤自宅療養者に対する医療的支援

健康生きがい部 338,354

新型コロナウイルスワクチン接種事業経
費 新型コロナウイルスワクチン接種への対応 健康生きがい部 5,352,690

防疫措置 ①患者移送・検体搬送等経費 
②新型コロナウイルス感染症医療費 健康生きがい部 741,345

東京都との共同による感染拡大防止対
策推進事業経費

介護サービス事業所及び障がい福祉サービス等事業所に対するPCR検
査費用の補助等

健康生きがい部 
福祉部 21,465

2　生活支援 13,059,246

新生児臨時特別給付金支給経費 令和2年度の特別定額給付金の対象とならなかった新生児に対し、一人
あたり5万円を支給 子ども家庭部 27,600

福祉資金修学者支援事業経費 福祉資金の貸付を受けて修学している学生に対し、一人あたり3万円分の
図書カードを配付 福祉部 6,236

生活困窮者自立支援事業経費
住居確保給付金の支給 福祉部 226,601

住居確保給付金受給者への住居契約更新料の支給 福祉部 3,616

就職活動サポート事業 正規雇用の機会を失った49歳以下の求職者に対し、研修や就労機会提
供等を実施 産業経済部 31,680

子育て世帯生活支援特別給付金支給
経費 低所得の子育て世帯に対し、対象児童一人あたり5万円を支給 子ども家庭部 579,089

新型コロナウイルス検査・医療体制等支
援事業経費 在宅要介護者受入体制整備事業 健康生きがい部 1,700

新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金支給経費

社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付けを利用できない世帯に対
し、給付金を支給（単身世帯：6万円、2人世帯：8万円、3人以上世帯10
万円（3か月間））。

福祉部 330,131

子育て世帯への臨時特別給付 子育て世帯に対し、対象児童一人あたり10万円を支給 子ども家庭部 6,098,764

住民税非課税世帯等に対する臨時特
別給付金 住民税非課税世帯等に対し、一世帯あたり10万円を支給 福祉部 5,753,829

3　産業支援 3,250,610

営業時間短縮感染拡大防止協力金給
付事業経費 営業時間短縮を行っている区内飲食店等に対し、区独自の協力金を支給 産業経済部 493,823

経営支援経費

①特例産業融資の制度を創設し、借入後に生じる利子及び信用保証料
を補助　※ 
②中小企業診断士による区内中小企業の資金繰りや経営に関する無料
相談を実施

産業経済部 534,791

(公財)板橋区産業振興公社助成経費 区内中小企業支援のための各種助成金を支給 産業経済部 84,403

※ 地域経済活性化・生活応援事業経費 キャッシュレス決済ポイントの還元（還元率30％）及びプレミアム付商品券
を発行（発行総額10億円、プレミアム率25％） 産業経済部 791,870

中小企業者事業継続支援金給付事業
経費

区内中小企業の事業継続支援及び従業員の雇用維持を目的とした区独
自の事業継続支援金を支給 産業経済部 1,289,702

区発注工事の増加による区内事業者
支援（施設改修工事等前倒し）

区発注工事の増加による区内事業者支援及び設備環境の維持・向上を
目的とした区施設改修工事を実施

総務部 
健康生きがい部 
子ども家庭部 
資源環境部 
教育委員会

56,021

合計金額　23,106,010千円令和3年度（決算）

コラム 4
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区分 事務事業名 事業内容 所管部 決算額（千円）

4　子育て支援 91,434

認証保育所運営等助成経費 
ほか2事業 臨時休園に伴う認証保育所等への保育料減収補てん 子ども家庭部 4,072

私立保育所保育運営費 
ほか9事業

保育所等（認可、認証、地域型保育施設、区立、認可外等の保育施設）に
おける感染症対策物品の購入等に対する補助 子ども家庭部 87,344

ファミリーサポート 小学校の臨時休業等に伴うファミリー・サポート・センター事業の利用料減
免 子ども家庭部 18

5　教育活動支援 175,353

会計年度任用職員経費 区内小中学校全校へスクール・サポート・スタッフを配置 教育委員会 89,050

一般保健費 
教育活動 区立小中学校及び特別支援学校における感染症対策物品の購入 教育委員会 18,128

あいキッズ事業経費 夏季休業期間中における活動拠点の増及び配置職員の追加配置 教育委員会 10,236

事務諸経費 
（私立幼稚園感染症対策物品の購入等
補助）

私立幼稚園における感染症対策物品の購入等に対する補助 教育委員会 10,839

学力向上支援事業経費 学習指導サポーターを配置 教育委員会 619

事務諸経費 
（学校行事キャンセル料補てん） 学校行事の延期または中止に伴って生じたキャンセル料等の補てん 教育委員会 33,878

学校運営経費 
特別支援学級運営経費

宿泊を伴う移動教室の中止による代替行事を実施（日帰りによる移動教
室） 教育委員会 12,603

6　その他 75,513

東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会関連事業

イタリアバレーボールチーム受入及び聖火リレーの実施に伴う新型コロナ
ウイルス感染症対策を実施 区民文化部 711

事務諸経費 
（ふるさと納税制度を活用した資金調達） 新型コロナウイルス感染症対策への活用を目的とした寄附金事業を実施 政策経営部 27

地域センター維持管理経費 
区民集会所維持管理経費

地域センター及び区民集会所における新型コロナウイルス感染症対策物
品の購入 区民文化部 8,318

会計年度任用職員経費 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方 を々対象に雇用対策として、
会計年度任用職員を採用 総務部 16,529

※ 文化・国際交流推進経費 「アーティストバンクいたばし」の登録アーティストに対する活動支援を実施 区民文化部 40,401

観光振興経費 中止となった区民まつりに代わり、オンラインマルシェ及びミニ物産展を実
施 産業経済部 6,956

農業振興対策経費 中止となった農業まつりに代わり、赤塚支所において農産物展示会及び
野菜宝船展示等を実施 産業経済部 2,571

○事務事業名及び事業内容に※印がついているものは「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業

区分 事務事業名 事業内容 所管部 決算額（千円）

Ⅰ　新型コロナウイルス感染症対策 13,979,943

1　検査・医療体制 5,521,720

新型コロナウイルス検査・医療体制等支援
事業経費 
医師・看護師等経費

①夜間休日の相談・往診体制整備 
②病院間の連携体制構築　※ 
③電話相談窓口設置 
④保健所運営体制強化としての保健師等増員 
⑤自宅療養者に対する支援

健康生きがい部 689,856

防疫措置 患者移送・検体搬送等経費、新型コロナウイルス感染症医療費等 健康生きがい部 1,354,563

新型コロナウイルスワクチン接種事業経費 新型コロナウイルスワクチン接種への対応 健康生きがい部 3,462,238

東京都との共同による感染拡大防止対策推
進事業経費 介護サービス事業所に対するPCR検査費用の補助等 健康生きがい部 15,063

2　生活支援 5,279,873

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立
支援金支給経費

社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付けを利用できない世帯
に対し、給付金を支給（単身世帯：6万円、2人世帯：8万円、3人以上
世帯：10万円（3か月間））

福祉部 256,263

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給
付金 住民税非課税世帯等に対し、一世帯あたり10万円を支給 福祉部 2,251,546

子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯に対し、対象児童一人あたり10万円を支給 子ども家庭部 78,600

正規雇用の機会を失った49歳以下の求職者に対し、研修や就労機
会提供等を実施 産業経済部 49,573

生活困窮者自立支援事業経費 住居確保給付金の支給 福祉部 115,891

子育て世帯生活支援特別給付金支給経費 低所得の子育て世帯に対し、対象児童一人あたり5万円を支給 子ども家庭部 550,931

※ いたばし生活支援臨時給付金支給経費 国の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象とならな
い住民税均等割のみ課税世帯に対し、一世帯あたり15万円を支給 福祉部 776,409

※ いたばし子育て支援臨時給付金支給経費 子育て世帯に対し、対象児童一人あたり2万円を支給 子ども家庭部 1,200,660

3　産業支援 1,348,257

（公財）板橋区産業振興公社助成経費
新型コロナウイルス感染症対策としての助成金制度による中小企業
支援の継続、いたばし産業見本市のリアルとオンラインのハイブリッド
形式による実施等

産業経済部 58,326

産業活性化戦略経費 ①デジタル環境構築補助金 
②SDGs/ESG経営推進プロジェクト 産業経済部 12,901

区発注工事の増加による区内事業者支援
（施設改修工事等前倒し）

区発注工事の増加による区内事業者支援及び設備環境の維持・向
上を目的とした区施設改修工事を実施

区民文化部 
健康生きがい部 
子ども家庭部 
資源環境部 
土木部 
教育委員会

1,277,030

4　子育て支援 207,406

妊婦・出産ナビゲーション事業
①オンラインによる妊婦面接を実施 
②妊婦面接を受けた方に配付する育児パッケージにこども商品券1
万円を上乗せ

政策経営部 
健康生きがい部 
子ども家庭部

58,731

母子健康指導事業経費 両親学級を対面とオンライン講座のハイブリット形式で開催 健康生きがい部 3,257

私立保育所保育運営費 
ほか10事業

保育所等（認可、認証、地域型保育施設、区立、認可外等の保育施
設）における感染症対策物品の購入及び施設整備の補助等に対す
る補助

子ども家庭部 145,418

合計金額　19,831,667千円令和4年度（決算）
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区分 事務事業名 事業内容 所管部 決算額（千円）

5　教育活動支援 1,483,042

一般保健費 
教育活動 区立小中学校及び特別支援学校における感染症対策物品の購入 教育委員会 18,091

教育ＩＣＴ化推進事業経費 
教育活動

①児童・生徒の学びの保障を目的とする、GIGAスクール環境を活用した
オンライン授業等を実施 
②モバイルルータ配備によるGIGAスクール環境の充実

教育委員会 1,449,010

管理運営経費（区立幼稚園） 
事務諸経費（私立幼稚園） 幼稚園における感染症対策物品の購入に対する補助等 教育委員会 10,845

あいキッズ事業経費 あいキッズにおける感染症対策用品の購入 教育委員会 5,096

6　その他（新型コロナウイルス感染症対策） 139,645

板橋Cityマラソン 2023板橋Cityマラソンをリアルとオンラインのハイブリッド形式で開催 区民文化部 9,769

図書館管理運営経費 電子図書館の推進（電子書籍及び音楽配信型サービスの導入） 教育委員会 12,776

ICT推進・活用経費
①テレワーク環境の運用 
②Web会議環境の充実及び運用 
③動画作成・共有環境の構築

政策経営部 22,599

会計年度任用職員経費 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方 を々対象に雇用対策とし
て、会計年度任用職員を採用 総務部 25,800

防災支援経費 従来の総合防災重点地区訓練及び防災フェアを統合し、ハイブリッド型の
「いたばし防災まつり」を実施 危機管理部 22,784

※ 文化・国際交流推進経費 「アーティストバンクいたばし」の登録アーティストに対する活動支援を実
施 区民文化部 45,917

Ⅱ　物価高騰対策 5,851,724

経営支援経費 ①経営安定化特別融資の継続　※ 
②中小企業診断士による資金繰りや経営に関する無料相談 産業経済部 448,313

商工業振興経費

①デジタル地域通貨「（仮称）いたばしPay」を活用したキャッシュレス決
済の推進及び事業者支援 
②プレミアム付商品券を発行 
③原油価格高騰の影響を受けている公衆浴場に対し燃料費として月額
20万円を補助

産業経済部 856,714

保健給食事業振興経費 食材料価格高騰に伴う健全な給食会計運用及び保護者負担軽減を目
的に、区立小中学校給食の一部を公費負担 教育委員会 96,676

介護保険制度運営経費 
ほか12事業

物価高騰の影響を受けている福祉施設等（介護施設、障がい者施設、
保育施設、私立幼稚園）に対し、支援金を支給

健康生きがい部 
福祉部 
子ども家庭部 
教育委員会

347,839

農業振興対策経費 区内農業者への肥料助成事業において、肥料価格上昇分を追加 産業経済部 5,577

農業まつり実施経費 板橋農業まつりにおける、燃料費の高騰等及び更なる感染防止対策の
徹底への対応に係る追加経費 産業経済部 25,974

エネルギー価格高騰対策支援事業経費 中小企業及び個人事業主に対して設備・機器の更新費用を助成 産業経済部 822,181

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援
給付金 住民税非課税世帯等に対し、一世帯あたり5万円を支給 福祉部 3,248,450

○事務事業名及び事業内容に※印がついているものは「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業

区分 事務事業名 事業内容 所管部 予算額（千円）

1　医療提供体制の確保 2,845,774 

防疫措置 患者移送・検体搬送等経費、新型コロナウイルス感染症医療費等 健康生きがい部 1,850,993 

新型コロナウイルス検査等支援 電話相談窓口設置、保健所運営体制強化としての保健師等増員等 健康生きがい部 414,099 

新型コロナウイルス医療体制支援 病院間の連携体制整備事業、夜間・休日救急往診体制整備事業、自宅
療養者医療サポート事業、年末・年始検査体制強化委託 健康生きがい部 580,682 

2　生活・暮らしへの支援   104,449 

生活困窮者自立支援事業

住居確保給付金の支給 福祉部 73,462 

住居確保給付金受給者への住居契約更新料の支給 福祉部 3,987 

通所・授産等事業運営助成 
新型コロナウイルス検査等支援 在宅要介護者受入体制整備事業 福祉部 

健康生きがい部 17,200 

宅配ボックス導入助成事業 宅配ボックスの設置に係る費用の助成 資源環境部 9,800 

3　産業・事業者への支援 462,285 

産業融資利子補給 
信用保証料補助 経営安定化特別融資の継続 産業経済部 418,316 

経営相談等 中小企業診断士による資金繰りや経営に関する無料相談・融資受付 産業経済部 11,022 

（公財）板橋区産業振興公社助成 助成金制度による事業の持続化・生産性向上支援の継続 産業経済部 32,947 

4　子育て・教育活動への支援 1,541,053 

私立保育所保育運営ほか 保育所等(認可、認証、地域型、区立、認可外等の保育施設)における新
型コロナウイルス感染症対策物品の購入等に対する補助 子ども家庭部 118,488 

GIGAスクール構想の推進 児童・生徒の学びの保障を目的とする、GIGAスクール環境を活用したオ
ンライン授業等の実施 教育委員会 1,415,024 

図書館管理運営 電子図書館の推進(電子書籍及び音楽配信型サービスの運用) 教育委員会 7,541 

5　ウィズコロナにおける特色ある新たな取組 56,657 

スポーツフェスティバルin板橋 
（仮称）体験型スポーツマッチングテスト 運動習慣を改善するための機会の創出に資するイベントを開催 区民文化部 6,872 

健康づくり２１事業 スマートフォンを活用した「いたばし健康ポイント制度」を創設し、健康づく
りへの取組を支援(P32) 健康生きがい部 9,785 

スマート東京推進プロジェクト㏌高島平 MR等のデジタルコンテンツを活用した地域周遊型まちづくりイベントを実
施

資源環境部 
都市整備部 40,000 

予算額　5,010,218千円令和5年度（当初予算）
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  第Ⅰ期     第Ⅱ期     第Ⅲ期     第Ⅳ期  

職員の勤務体制・感染防止対策
板橋区では、基本的な勤務体系を 8 時 30
分～ 17 時 15 分もしくは 8 時 45 分～ 17 時
30 分としていましたが、公共交通機関を利用
して通勤する職員の感染リスクを低減するた
め、新型コロナ感染症拡大の初期段階であっ
た 2020（令和２）年３月より、早出勤務（7:30

～ 16:15）・遅出勤務（10:30 ～ 19:15）も自由
に組み合わせて勤務することができる体制と
しました。4 月上旬に 1 回目の緊急事態宣言
が発出されると、業務に支障のない範囲で、
● 交代制の在宅勤務及び土日勤務（土日に

勤務をして平日に休みを振替）

● 時差勤務の拡大実施（9:30 ～ 18:15 及び

11:30 ～ 20:15 の遅出勤務体制を追加）

を実施することで、執務室内の人員密度の
低下を図りました。当初の出勤抑制割合の
目安は 2 割でしたが、4 月中旬に国から出
勤者 7 割減の要請を受け、5 割に強化。業
務継続性の観点からも代替機能を確保できる

「2 班体制」を基本とした業務体制とし、窓
口サービスも一部停止・縮小を図りながら同

様の出勤体制を整えました。また、職場の
換気の徹底、消毒などの呼びかけを行うとと
もに、感染拡大防止のチェックリストを作成。
昼休憩を時間差で取得したり、会議室をフリー
スペースとして開放するなど、可能な限り感染
リスクを低減する対策を実施しました。例年
4 月～ 6 月に行っている新任職員の 23 区合
同研修を中止し、代替措置として区独自の
育成ワークを実施。緊急事態宣言解除後は、
出勤抑制割合を 2 割に緩和し、6 月末日で
時差勤務以外の取り組みを解除しました。
　2021（令和 3）年 1 月上旬の 2 回目の緊
急事態宣言発出時には、再び 5 割の出勤
抑制をめざし、交代制の在宅勤務及び土日
勤務を復活。週 2 回以上の実施や自己研鑚
での在宅勤務も可能としました。また、「職
員感染症対策ルールブック」を作成し、職場
クラスターの発生防止策や、職員自身が感
染、あるいは周囲に感染者が発生した場合
の対処方法（対応基準や報告等のフローチャート）

などもわかりやすくまとめました。［図 1］

　2022（令和 4）年 1 月下旬以降のまん延
防止等重点措置の実施期間中においては、

板橋区では、感染拡大期においても、交代制の在宅勤務や土日勤務、時差勤務な
どの勤務体制を整備し、	感染拡大の抑制と業務継続性確保の両立の実現を図りま
した。また、コロナ禍を契機に、ペーパーレス化やテレワークの導入など、業務の効
率化や多様な働き方を選択できる職場の実現に向けた改革も進みました。

③	勤務環境
出勤抑制割合の目安は設けずに、交代制の
在宅勤務（週 2 回以上の利用可、自己研鑚不可）・
土日勤務、時差勤務を活用した体制にしまし
た。また、行動制限が撤廃された第Ⅳ期以
降も、業務上必要、または取得要件を満た
す場合は、活用可能としました。
　2023（令和 5）年 5 月の感染法上の 5 類
への移行後は、職員の服務取扱いを変更

（職員がり患した場合の事故欠勤、コロナワクチン接

種を受ける場合の職務専念義務の免除の適用を除

外）し、職員感染症対策ルールブックを改訂。
執務中のマスク着用は個人の判断に委ねるこ
とを原則としつつ、区民がコロナ禍以前の生
活を取り戻せるよう、マスクを外してよい意識
の醸成に努めました。

IT活用による職員の働き方改革
コロナ禍によるテレワークの普及、Web 会議

の需要の高まりを受け、区では 2020 年 9
月に「Web 会議システム利用のガイドライン」
を作成し、機器の貸出を開始しました。また、
令和 4 年度からはテレワークを導入。それま
での在宅勤務は、セキュリティ対策上、全庁
LAN システムに接続する必要のある業務は
対象外でしたが、個人情報等の重要情報が
保存された端末を除き、顔認証システム配信
済みの全庁 LAN 端末及び専用モバイルルー
タを自宅に持ち帰り、業務を実施することが
可能になりました。併せてチャットツールも導
入し、テレワーク実施者と職場のコミュニケー
ションの円滑化を図りました。
　また、国が感染拡大防止やデジタル化の
推進を目的に、行政手続き・事務における
押印の見直しを進める中、区でも区民サービ
スの向上や業務効率化を実現すべく、令和
3 年度より押印廃止に取り組んでいます。

［図1］「職員感染症対策ルールブック」より、職員自身が感染した場合の対処方法

こちら【参考１】同居家族等の待機期間の考え方→　

【参考２】オミクロン株 療養期間・待機期間の目安算定ツール（東京都福祉保健局）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/waitperiod/waitperiod.html

1 職員の場合

職員の対応 職場（所属長）の対応 報告・公表の流れ

一報

報告

確認

報告 提出

確認

報告

報告

確認

【健康管理係】
復帰した職員の体調確認・後遺症等のフォロー

【本人及び職場内で確認する事項】
所属情報収集シート参照
【職場内の感染拡大防止】
・朝夕の検温、不調時の受診
・マスク着用、手洗い、３密回避等の徹底
・職場内の消毒等の実施

職員の復帰を確認

【職員等の新型コロナ感染状況報告書】
 ①広聴広報課報道係・②総務課秘書係、③総務係・④人
事課健康管理係・⑤防災危機管理課危機管理係・⑥教育
総務課庶務係（教育委員会職員の場合のみ）へメールで
提出する

【プレスリリース・ホームページへの掲載】
令和４年１月２７日付け、「新型コロナウイルス感染者の発
生に係る報告等について（通知）」参照

復帰日

・職場（所属長）への報告

・出勤前に健康チェックを行う
・体調不良の場合は休暇を取る（無理に出勤しない）

待機期間最終日

・職場に健康状態等を連絡

【人事課健康管理係に連絡】
文書名を付けた情報収集シートを期限付きフォルダに入れ、アク
セス許可の編集で「DS-1502005000を検索し、「DS-1502005000
（総務・人事・健康管理_職員）」に権限を付ける。
※フルコントロールにチェック

文書名様式：20220120〇〇課情報収集シート
※必ず日付を入れてください

健康管理係にシートを格納した旨電話連絡
                              ↓
必要に応じ、健康管理係が所属より状況を聞き取り
　　　　　　　　　　　　　　↓
経過について、健康管理係に電話連絡

送付されたデータは確認後、削除いたしますので、必要な場合は
別途保存してください。

【検査結果が陽性となった場合】
・濃厚接触者、風邪症状の者は自宅療養を指示
・療養中職員へ適宜状況報告を指示

【連絡・検討事項】
・業務継続の可否（陽性結果時の対応検討）

・当該職員の健康状態の把握
・感染拡大防止対策の実施
・所属職員の体調確認

【健康管理係】
・職員の健康状態の把握　・感染拡大防止対策の支援

検査受検

（結果が出るまで自宅待機 ）
濃厚接触者

【陽性の場合】

入院、ホテル、自宅療養

療養期間は対応基準参照

【陰性の場合】

有症状者は、症状軽快から２４

時間経過した場合に復帰

無症状者は待機不要

自宅待機

・待機期間は、対応基準参照
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新型コロナ感染症対策を振り返る

新型コロナは、2023（令和5）年に感染拡大の鎮静化の局面を迎え、同年5月、5類感染症に
位置付けられました。発症からこの間まで3年以上にわたって、行政は様々な対策や取組を
継続してきました。現代人のほとんどが初めて体験する世界的なパンデミックで、臨機応変
な対応や、創意工夫が重ねられました。その感染症対策の全体を、行政と医療機関の立場
でリードしてきた3名が振り返り、将来への備えにつなげる試みです。

鼎談
板橋区
医師会会長

齋藤英治

板橋区長

坂本	健

板橋区
保健所長

鈴木眞美

〈初期対応〉

各組織における発生直後の対応

─2020（令和2）年1月中旬に国内初の新型コ

ロナウイルス感染者が確認され、感染拡大の危

機感が高まるなかで、それぞれの立場から、ど

のような初期対応をされましたか？

区長　政府が新型コロナウイルス感染症対策本
部を設置した翌日の 2020 年 1 月 31 日に、板
橋区健康危機管理対策本部を立ち上げました。
区役所の全部長と特別職に加え、保健所を中
心とした関係課の課長クラスを含めた職員を招
集し、想定される感染の影響と、対策としてどの
ような準備が必要かを話し合いました。その中
で、最初に取り組んだのは、区民の皆様への
迅速な情報伝達です。区公式ホームページのトッ
プページに新型コロナウイルスに関する告知枠を
新設し、区としてどのような対策・対応をしてい
るのか、可能な限り迅速に伝わるようにしました。

保健所長　板橋区には、以前から保健所が主
催する「板橋区感染症ネットワーク会議」があり
ます。区内の医療機関が参加する会議で、年
に 1 度は情報交換を行ってきました。新型コロ
ナウイルスに関しては、国内でニュースになる前
から、中国で流行しているという情報が入ってき
ており、2020 年 2 月はじめに帝京大学病院の
感染症専門医に、各医療機関の準備や心構え
について講義していただく勉強会を開催していま
した。また、区が迅速に対策本部を立ち上げた
ことで、保健所からの最新情報を区民の皆様に
お知らせしやすくなりました。

医師会長　2 月中旬になると国内での感染も多
くなってきて、医師会では対面で行っていた事
業を制限することにしました。当時、新型コロナ
ウイルス感染症は 2 類相当と位置づけられてお
り、保健所を中心とした対応が基本でした。3
月 4 日には、医師会会員向けに新型コロナウイ
ルス感染症への対応について、保健所からの説
明会と講演会を開催しました。
　どのような感染防護をしながら診察すればよい
か検討し、手袋やマスク、フェイスシールドやガウ
ンなどを調達しようとしましたが、3 月の時点で
すでにマスクと手袋は品薄でした。そこで区長に、
備蓄されているマスクを融通してもらえないかと
要望し、3 月下旬に区から 1 万 5,000 枚ほど提
供していただきました。

区長　医療用ではなく一般的なマスクでしたが、
防災備蓄品のマスクを提供しました。同時に感
染対策の消毒用として、次亜塩素酸水の調達を
進めました。ダイヤモンド・プリンセス号での情
報を得て、船内感染ルートや空調ダクトの影響な
どを参考にし、区役所庁舎の空調や換気の仕
組みがどこまで安全なのか、病院建築の関係者
に相談して、2 月から 3 月にかけて、庁内の感
染対策を検討しました。

─医療機関では、新型コロナウイルスの患者

を、どのように外来で受け付けるかという問題

があったと思います。

医師会長　3 月中旬くらいになると、どう診断し
て、患者さんをどこにつなげていくのかという現
実的な部分が課題になってきました。その頃は、
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感染が疑われる患者さんが来たら保健所に連絡
し、いつ、どこで検査をするか、保健所の指示
に従うという、遠回りなやり方でしたね。

保健所長　指定感染症なので、行政検査とし
て保健所が介入する必要がありましたし、初期
は検査できる病院が限られていました。感染の
疑いで検査が必要な患者さんには、保健所が
検査をしてくださる医療機関を案内し、そこで検
体を採取して、東京都健康安全研究センターで
PCR 検査を実施する流れになっていました。

医師会長　当初は 37.5 度の発熱が 4 日間継
続しないと検査対象にならなかったこともあり、
検査を受けるまでにかなりの時間がかかっていま
した。検査を実施する病院側としても、感染力
が強く院内での隔離が難しいため、必ず保健所
を介したい事情がありました。ただ、感染疑い
の患者さんを診察する我 と々しては、なんとか検
査までの時間を短縮したかったわけです。
　そこで、検査、診療、入院など新型コロナ感
染症の受け入れをしていた病院の感染症対策
担当医師や院長を招集し、保健所と医師会と
で話し合う会議を設けました。3 月から 4 月にか
けて協議した結果、区内の各診療所や一般病
院で感染疑いの患者が確認されたら、保健所
を介さずに検査可能な病院に予約ができて、診
療と入院にも対応してもらえる体制が徐々に整い
ました。対応していただいた病院は、当初、感
染症指定医療機関の東京都立豊島病院、重点
医療機関だった日本大学医学部附属板橋病院、
帝京大学医学部附属病院、東京都健康長寿医
療センター、板橋中央総合病院の 5 つです。

　その後、各診療所や一般病院でも検体の採
取ができるようになり、保健所が検体を回収し
て東京都健康安全研究センターへ届け、PCR
検査を実施するという流れもできるようになりま
した。

〈課題と対策――PCR検査〉

PCR検査センター設置の難しさ

─4月下旬頃には、なかなか検査が受けられ

ないとニュースなどで報道されましたが、どのよ

うに解消されたのですか？

保健所長　検査に保健所が介入していた間、
現場はまるでコールセンターのようでした。「37.5
度の発熱が 4 日以上継続という条件を満たすま
で数日待って下さい」「条件を満たしているので
検査する病院を案内します」といったやり取りに
追われ、規定の行政検査ではとても間に合わな
いという問題に直面していました。初期の頃は、
まだ感染経路もわかっていなかったので、感染
防御をしながら、鼻咽頭から検体を安全に採取
できる場所を増やすことが課題でした。

医師会長　診療所や病院で検体を採取したり、
東京都健康安全研究センターまで届けなくても
大学病院などで PCR 検査ができる体制に少し
ずつ移行していましたが、まだ検査できる場所
が十分とは言えませんでした。
　さらに検査を受けやすくし、検査数を増やす
ためにも、大学病院内や大規模病院の駐車場
などに PCR 検査センターを設置できないかと

交渉したのですが、なかなか難しく、区内の施
設を利用できないかと直接、区長にお願いしま
した。

区長　どの自治体でもPCR 検査センター開設
の検討を始めていましたが、様々な課題があっ
て、なかなか実現できていませんでした。板橋
区は、区の施設内に PCR 検査センターを開設
しましたが、その方式は東京 23 区ではかなり
早かったと思います。医師会病院のすぐ近くにあ
る、旧高島第七小学校の校舎内に設置しました。
ただ、付近に PCR 検査センターができて感染
疑いの患者さんが往来するということに対して、
住民の方々の中には不安を持つ方もいらっしゃ
います。自治体内の検査センターの開設は、住
民の皆さんのご理解・ご協力がなければ実現で
きません。感染対策として必ず車で、正門では
なく裏口から入るようにしたり、近隣の板橋区医
師会病院に監督していただくことで、理解を得ら
れたのだと思います。

保健所長　開設に際して、健康推進課と保健
所で住民説明会を開催しました。当然、近隣
にお住まいの方は不安を感じていらっしゃった
ので、必要性を訴えてお願いし、ご理解いただ
けました。病院内に開設すれば周囲の理解も
得られやすかったかもしれませんが、安全を重
視してほしいと区長から指示があり、独立した
施設を検討したのです。PCR 検査センターの
設置は保健所の管轄で、運営を医師会に委託
しました。

医師会長　板橋区、豊島区、北区、練馬区の

東京都北西部 4 区の医師会長で PCR 検査セ
ンターについて対談を行いましたが、やはり、ど
この区でも住民の理解が一番重要でした。この
4 区の医師会は普段からコミュニケーションが活
発で、どこの区も5 月の連休明けまでに PCR
検査センターの開設が始まったと聞きました。

─PCR検査センターだけでなく、5月には診療

所や一般病院でも検査ができるようになりまし

た。

医師会長　診療所や一般病院で検体を採取し
たら、それに対し区が助成金を交付すると決定
したことで、検査できる診療所や一般病院が大
幅に増えました。その前から、「自分の診療所
や一般病院で検体を採取したら、保健所に回
収してもらうことは可能か」という問い合わせが
複数ありました。各診療所や一般病院からのニー
ズもありましたし、そのほうが保健所も楽になり

板橋区医師会会長　齋藤英治
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時間短縮にもなりますから、システムとしては大
幅に改善されたと思います。

保健所長　もともと板橋区医師会の方々は皆さ
ん協力的で、「うちでやるよ」とおっしゃる医師
が多くいらっしゃったのです。ただ、飛沫感染
なのか空気感染なのか、感染経路がまだ明確
になっていない状況で、鼻咽頭を拭う検体採取
をするのは感染リスクもありますから、それなり
の対価が必要だろうと考え、なんとか助成金を
出して支援することができないかと区長にお願い
しました。その後、新型コロナ感染症の検査が
保険適用となり、民間の大手検査所でもPCR
検査ができるようになりました。それに先立ち、
助成金が交付されたおかげで、区内ではかなり
多くの医療機関で検体採取が可能となっていま
した。

区長　助成金は必要な支出だと認識していまし
た。感染リスクだけでなく、業務の負担が増加
するにも関わらず、時間外や休日診療などで検
体採取に協力してくださる医師もいらっしゃり、
非常に感謝しております。

〈課題と対策―ワクチン接種〉

市中の医院でいかに広く
接種できるようにするか

─ 板橋区はワクチン接種も順調だった印象

ですが、まず、連日報道されていたワクチンの

確保についてはいかがでしたか？

区長　最初に板橋区に割り当てられたのは 8

箱でした。中には、30 箱という自治体もありま
したが。

保健所長　8 箱は人口で割り当てられた量なん
です。1 箱が約 1,000 回分なので、8 箱で 8,000
回分。2 回接種なので、4,000 人分ということに
なります。初期はその程度でした。
　区が最初に開設した集団接種会場は、赤塚
と志村の健康福祉センター、高島平区民館、
中央図書館跡地、旧板橋第九小学校の 5 か
所でした。

区長　集団接種を希望する場合は予約センター
に電話で申し込みが必要で、オペレーター 60
人くらいで対応していましたが、すぐに埋まってし
まいました。それでも、集団接種でカバーできる
のは全接種対象者の 15％程で、85％はかかり
つけ医で接種することになるのですが、予約に
空きがあるクリニックをコールセンターで案内する
など、かかりつけ医とコールセンターの連携によ
り、対応することができました。

医師会長　初期に認可されたのは mRNAワク
チンのみでしたが、扱いが非常に難しく、運用
方法が最大の課題でした。ワクチンは凍結状態
だと保存期間が数か月ですが、当時は解凍する
と使用期限が 5 日になってしまいました。なおか
つ、1 本のワクチンは 6 ～ 7 人分で、一度常温
に出したらその日のうちに打たなければならない
という、かなり厳しい制限がありました。
　凍結状態のワクチンは、メーカーからマイナス
75 度を保てる超低温冷凍庫がある基本型接種
施設に配付されます。まずは、医療関係者の

接種をどのように行うかが問題でした。基本型
接種施設の医療従事者の分を確保し、その後、
区内各診療所や病院の医療従事者、また歯科
医師会、薬剤師会の先生方などの分がどれだ
け確保できそうか、確保できた分は基本型接
種施設に出向いて接種するのか、区で運搬して
もらい各診療所や病院で接種するのか、といっ
た在庫の管理と運用は、かなり煩雑な作業でし
た。

保健所長　当初、国から区に配備された冷凍
庫は 6 台。この 6 台をどのように分配し、各冷
凍庫に保管したワクチンをどう運用するか、医師
会の先生方と協議しましたね。

医師会長　医療従事者の接種が終わったら、
次は区民への接種。かかりつけ医の個別接種
は、区に対して「◯月◯日の配送分で何本ほし
い」と予約を入れ、ワクチンを運搬してもらって
いました。

保健所長　最終的には、拠点病院から分配し
なくてもいいように、区の施設 3 か所に冷凍庫
を設置し、そこから配送するシステムを構築した
んです。配送業者にも協力していただきました。
　冷凍庫は保健所と、赤塚と志村の健康福祉
センターに配備し、3 か所を配送拠点にしてオー
ダーを受け付け、週 2 回 250 か所に配送しま
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した。解凍したら数日で使えなくなってしまうの
で、それぐらいのペースでやらざるを得なかった
んです。
　全体の流れとしては、まず国から都、都から
各自治体にワクチンが配付され、集団接種用に
区が何箱か確保したら、残りの範囲内で各医
療機関が個別接種の予約を受け付け、数が確
定したら、週 2 回、各医療機関にワクチンを配
送しました。もっと、どんどんワクチンが届くシス
テムに改善しようと、各医療機関からの追加オー
ダーを可能にしたことで、集団接種をはるかに
上回る件数で、病院や医師会の医師に、各
医療機関での個別接種を頑張っていただきまし
た。

区長　集団接種は、すぐに予約が埋まってしま
うので、住宅地図に全ての医院をプロットして、
自宅の近隣に予約できる病院があればコールセ
ンターで紹介してもらい、個別接種をおすすめ
するという仕組みを整えました。地域医療と連
携したことでワクチン接種のスピードがどんどん
上がり、ワクチンの廃棄を抑制することもできま
した。

医師会長　当初は 2 回接種で、1 回目接種の
3 週間後から 2 回目の予約が可能でした。そう
すると、3 週間後には 1 回目と2 回目の予約が
混在するので予約数は倍増し、さらに集団接種
と個別接種があって、オペレーションは非常に
複雑でした。現場で困ったことがあれば、すぐ
に区へ相談し、改善を重ねながら、少しずつシ
ステムを良くしていった印象です。

区長　現場の先生方とコールセンターが本当に
頑張ってくれました。どこにワクチンの余裕がある
か、デジタルとアナログの両方で情報共有し、オ
ペレーターが予約を適切に振り分けるなど、コー
ルセンター、保健所、医師会のチームワークと
連携プレーが奏功したのでしょう。

〈課題と対策―病床確保〉

医療ひっ迫を抑制する手段

─2021（令和3）年になると重症者が最大数に

なり、病床が不足し医療がひっ迫していると、

連日報道されました。板橋区では、いかがでし

たか？

保健所長　医療ひっ迫は、全国どこにでもあり
ました。板橋区も例外ではなく、入院すべき患
者が入院できない、軽症者も宿泊療養施設に

入れない、自宅療養者が 1,500 人を超えるとい
う事態もありました。そこで事前に救急指定病
院には、新型コロナの患者さんが来るものだとし
て、早めに病床の準備をしてもらうための支援を
行い、確保をお願いしました。区の大きな動きと
しては、症状が軽快した感染患者さんを、別の
病院に転院できるよう支援する事業も始めたこと
です。

医師会長　感染患者受け入れ病院の 5 人の院
長と医師会、保健所は Web 会議を継続してお
り、入院後に回復して隔離期間が終わっても、
介護が必要ですぐには在宅療養に移行できな
い患者さんがいて、新たな入院患者を受け入
れできない問題について検討しました。適正な
病床数を確保し、新規の陽性患者を受け入れ
るためには、入院の長期化を抑制する必要が
あります。退院基準を満たしていても、まだ自宅
に戻れない患者さんが、別の病院でリハビリを
含むケアを受けられるように、病院間をつなぎ、
転院の支援・調整をする事業を医師会で開始
しました。医師会の療養相談室にハブ機能を持
たせて、転院受け入れ可能な病院と患者さんを
マッチングし、転院の手配を行ったのです。もと
もと療養相談室は、区から委託され、在宅医
療や介護の相談をワンストップで受け付ける事
業を行う窓口で、区内の病院と強いつながりを
持っていました。
　同時に、新型コロナで入院した場合は公費
が適用されましたが、転院後は有料となるため、
転院先のベッド代、移動費、PCR 検査費用な
どに区から補助金を交付していただき、円滑な
転院を支援しました。PCR 検査は、軽快後す

ぐには陰性にならないほど感度が高く、陽性で
も感染から 10 日経っていれば感染性はないこ
とがわかってきて、転院先が受け入れやすくなり
病床のひっ迫が解消されるようになったのです。
こうした連携は、普段から、区と医療関係者の
ネットワークが構築されていることによって実現し
たと思います。

板橋区と板橋区医師会の連携

─他の区と比較しても、板橋区と板橋区医師

会の関係が非常に良好で、連携がうまくとれて

いる印象ですが、このような関係が保てている

理由はなんでしょうか？

区長　板橋区医師会は、27 年前から区民向け
に「医学会・区民公開講座」を開催していま
す。介護保健、地域包括ケア、認知症への取組、
災害対策など、医療にとどまらない包括的なテー
マで、2 日間にわたる学術発表とシンポジウムを
無料公開しています。社会情勢とともに変化する
医療のあり方について、それぞれの立場で区民
や行政と一緒に考え、現場にフィードバックする
取組を続けてきたことにより、現在の関係性が
構築されたのだと思います。
　また、医師会が運営する板橋区医師会病院は

「豊かな地域医療」を基本理念とし、地域包
括ケアを通じて暮らしやすい地域づくりを推進し
ていますし、要介護認定を行う介護認定審査会
は、代々、医師会にお願いしており、板橋区を守っ
てくれている印象があります。

板橋区保健所長　鈴木眞美
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医師会長　医師会だけでは力不足ですから、
医師会病院も含め、行政と協力して地域医療に
取り組もうという土壌が、昔からあったのだと思
います。過去には区の事業である「板橋区おと
しより地域医療センター」を医師会病院の院内
に設置しており、現在は「板橋区医師会在宅医
療センター」で区の委託事業を連携して実施す
るなど、長年の協力体制がうかがえます。
　予防接種をはじめ、行政と協力しないと地域
医療は成り立たないという側面も大きく、区長や
保健所長と話し合いながら、一緒に様々なこと
に取り組んできたと思います。なおかつ、医療
機関が多いこともあり、板橋区は昔から地域医
療に対する意識が高かったように思います。

保健所長　新たな計画や事業に取り組む際、
かなり早い段階から医師会には様々な相談をし
て、一緒に事業に取り組んでいただいていると
いう認識です。常に協力的な反応をいただける
ので、何でも相談できますし、行政でカバーす
べき部分には、きちんと要望を出されますから
協働しやすく、いつも助けていただいております。

将来への備え

─今後、再び今回のような感染拡大が起きた

時、どのような心構えや対策が必要でしょうか？ 

区長　DX の面では、コロナ前と比べて格段に
進化しましたが、まだ改善が必要だと考えていま
す。また、自然災害とも共通していますが、アー
カイブを残して振り返りを行い、時々シミュレー

ションをしておかないと、いざという時に過去の
経験を活かせません。表面化していない問題
が非常時にはネックになることがあるので、各層
のマネジメントに関わる者が振り返りとシミュレー
ションを継続的に行っていくことが重要だと思い
ます。

医師会長　今回は、感染者の情報共有におい
て大きな課題が浮き彫りになりました。個人情
報保護の観点からメールで患者情報のやり取り
ができず、HER-SYS（新型コロナウイルス感染
者等情報把握・管理支援システム）に入力する
医師の負担が問題となったり、一部 FAX による
アナログのやり取りが発生しました。情報管理が
もっとスムーズにできれば、現場の負担を減らせ
たと思います。今後に備えて、患者情報を安全
に共有できる仕組みづくりに、国としても取り組
んでもらえると助かります。ただ、どんな感染症
が発生するかにより対応も変わりますから、予測

できないことが起こるという心構えは、常に必要
かもしれません。

保健所長　今回、対策として創出した事業は、
次の非常時にも活用できる可能性はあるので、
記録として残していきたいと思います。一番大事
なのは、問題発生時に、お互い協力し合って
協議し、解決に向けて同じ方向を向いて一緒に
取り組む姿勢だと思いました。

医師会長　普段から良好な関係性を保つことに
尽きると思います。顔も見たことがない相手と、
いきなり「頑張りましょう」というのは難しいでしょ
うから。

区長　決断の早さも重要です。決断と行動のス
ピードが結果を左右します。日本は非常時の統
制力が弱い傾向にあるので、非常時の人員配
置と統制に活かせる訓練が、なんらかの形でで
きるといいですね。統制が機能するには、皆の
気持ちが一つになることが大切だという意識を
持って取り組みましたが、今後もその意識を忘れ
ないように対応しなくては、と心しています。

板橋区長
坂本	健
（さかもと	たけし）
1959年東京都板橋区生まれ。日本大学大学
院生産工学研究科博士前期課程建築工学
専攻修了、日本大学大学院理工学部研究科
博士後期課程建築学専攻満了退学。株式
会社日本設計に13年勤務後、特別養護老人
ホームケアタウン成増設立代表者・理事長、
みその幼稚園設置者等歴任。2005年7月東
京都議会議員初当選。2007年4月板橋区長
初当選、現在に至る。

板橋区医師会会長　
齋藤英治
（さいとう	えいじ）
1959年東京都板橋区生まれ。1985年日本
大学医学部卒業、日本大学医学部第２内
科入局、日本大学医学部付属板橋病院勤
務。1989年日本大学大学院医学研究科卒
業　医学博士取得。1996年北海道大学薬
学部研究員、1999年より斎藤医院副院長、
2008年同院長。2007年より板橋区医師会
理事、2015年同副会長、2019年同会長、
現在に至る。

板橋区保健所長　
鈴木眞美
（すずき	まみ）

1987年東京女子医科大学卒業。東京女子
医大第二病院（現東京女子医大足立医療セ
ンター）内科入局。1992年東京都へ入職、
中野区保健所医師主査。1998年江戸川区
葛西保健相談所長、2000年板橋区赤塚
健康福祉センター長、2011年練馬区保健
所長、以後、葛飾区、足立区保健所長を経
て、2017年板橋区保健所長、現在に至る。

板橋区長　坂本健
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板橋区関連

● 板橋区公式ホームページ
 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

● 同「新型コロナウイルス感染症対応デジタルアーカイブ」
 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kusei/1026295/index.html

● 同「広報いたばし」
 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/koho/index.html

● 公益財団法人板橋区産業振興公社ホームページ
 http://itabashi-kohsha.com

東京都関連

● 東京都ホームページ「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報」特設ページ
 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/news/2019-ncov.html

● 同「報道発表」
 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/index.html

● 東京都防災ホームページ
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/

● 東京都政策企画局ホームページ
 https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp

● 同デジタルブック「新型コロナウイルス感染症に係る東京都の取組」（2023/6/2改訂版）
 https://www.sp.metro.tokyo.lg.jp/seisakukikaku/corona_torikumi_2306a/index.html#page=1

政府関連

● 内閣府ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」特設ページ
 https://www.cao.go.jp/others/kichou/covid-19.html

● 同「経済対策」
 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html

● 首相官邸ホームページ「新型コロナウイルス対策」特設ページ
 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokushu/corona.html

● 同「新型コロナウイルス感染症対策本部」
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

● 厚生労働省＞新型コロナウイルス感染症について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

● 厚生労働省＞新型コロナワクチンについて
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

● 厚生労働省＞新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html

● デジタル庁＞ワクチン接種記録システム (VRS)
 https://info.vrs.digital.go.jp/

● ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）について
 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000707430.pdf

● 財務省ホームページ「 新型コロナウイルス感染症関連情報」特設ページ
 https://www.mof.go.jp/public_relations/2020_coronavirus/index.html

● 経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」特設ページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/

● 中小企業庁ホームページ
 https://www.chusho.meti.go.jp/

他の自治体関連

● 東京都多摩市デジタルブック「多摩市新型コロナウイルス感染症対策記録 2020.1-2023.5 の振り返り」（2023/5最終版)
 https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/326/saishuubann.pdf

● 東京都八王子市デジタルブック「新型コロナウイルス感染症 八王子市の記録」（2023/7)
 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/002/001/p032675_d/fil/hathi-kiroku.pdf

● 愛知県大府市「No Rain, No Rainbow 大府市新型コロナウイルス感染症記録誌」（2023/3）

経済関連

● 日本政策金融公庫ホームページ
 https://www.jfc.go.jp

● 日本商工会議所ホームページ
 https://www.jcci.or.jp

メディア関連

● NHK ホームページ「新型コロナと感染症・医療情報」特設ページ
 https://www3.nhk.or.jp/news/special/medical/

● 朝日新聞デジタル「新型コロナに関する特集・連載」特設ページ
 https://www.asahi.com/special/coronavirus/feature/?iref=pc_special_coronavirus_top

● 毎日新聞デジタル「特集 新型コロナウイルス」特設ページ
 https://mainichi.jp/covid19

● 産経ニュース「連載『コロナ その時、』」
 https://www.sankei.com/tag/topic/life_101/#sonotoki
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